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令和５年３月南伊豆町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     令和５年２月２１日（火）午前９時３０分開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 施政方針、予算編成方針並びに行政報告 

日程第 ５ 南伊豆町議会副議長の選挙 

日程第 ６ 下田地区消防組合議会議員の選挙 

日程第 ７ 一般質問 

───────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１０名） 

     １番  黒 田 利貴男 君      ２番  宮 田 和 彦 君 

     ３番  比野下 文 男 君      ５番  谷     正 君 

     ６番  長 田 美喜彦 君      ７番  稲 葉 勝 男 君 

     ８番  清 水 清 一 君      ９番  漆 田   修 君 

    １０番  齋 藤   要 君     １１番  横 嶋 隆 二 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 岡 部 克 仁 君 副 町 長 橋 本 元 治 君 

教 育 長 佐 野   薫 君 総 務 課 長 渡 邊 雅 之 君 

防 災 室 長 平 山 貴 広 君 企 画 課 長 菰 田 一 郎 君 



－2－ 

地方創生室長 勝 田 智 史 君 地域整備課長 飯 田 満寿雄 君 

商工観光課長 大 野 孝 行 君 町 民 課 長 齋 藤 重 広 君 

健康増進課長 山 田 日 好 君 福祉介護課長 髙 橋 健 一 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 

佐 藤 由紀子 君 生活環境課長 髙 野 克 巳 君 

会 計 管 理 者 佐 藤 禎 明 君   

───────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 廣 田 哲 也   係 長 内 藤 彰 一   
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会宣告 

○議長（谷  正君） 定刻になりました。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しております。 

  これより、令和５年３月南伊豆町議会定例会を開会します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程説明 

○議長（谷  正君） 議事日程は、印刷配付したとおりです。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎開議宣告 

○議長（谷  正君） これより、本会議第１日目の会議を開きます。 

  会議に先立ち、加畑毅議員から、令和５年２月11日付で辞職願が提出され、議長において

許可しておりますのでご報告いたします。 

  また、加畑議員の辞職に伴い、第２常任委員会委員に清水清一君、議会運営委員会委員に

稲葉勝男君を、議長において選任、補充しましたので、併せて報告いたします。 

  なお、第２常任委員会は、本日の本会議終了後に委員会を開催し、南伊豆町議会委員会条

例第８条第２項の規定により、副委員長を互選し、結果を報告願います。 

  なお、新しい議会構成表は、第２常任委員会副委員長の選任後に作成、配付いたします。 

  なお、商工観光課長はここに来ておるんですが、所要がありまして、その対応で遅れてい

ることをご報告いたします。それが解決しましたら、直ちに議場に入る予定でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎会議録署名議員の指名 

○議長（谷  正君） 日程第１、会議録署名議員を指名します。 

  南伊豆町議会会議規則の定めるところにより、議長が指名します。 

    １番議員  黒 田 利貴男 君 

    ２番議員  宮 田 和 彦 君 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（谷  正君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月14日までの22日間としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。よって、会期は本日から３月14日までの22

日間に決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（谷  正君） 日程第３、諸般の報告を申し上げます。 

  令和４年12月定例会以降開催されました行事は、お手元に印刷配付したとおりであり、各

行事に参加したので報告します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎施政方針、予算編成方針並びに行政報告 

○議長（谷  正君） 日程第４、町長より施政方針、予算編成方針並びに行政報告の申出が

ありましたので、これを許可します。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 
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○町長（岡部克仁君） おはようございます。 

  本日ここに、令和５年南伊豆町議会３月定例会が開催され、新年度当初予算をはじめとす

る諸議案のご審議をお願いするに当たり、私の町政運営に対する基本方針とともに、予算の

概要を申し述べますので、町民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

  初めに、新型コロナウイルス感染症は、これまで長期にわたり感染拡大の波を繰り返し、

医療体制の逼迫や社会経済活動へ甚大な影響を及ぼしてまいりました。 

  これに加え、ロシアのウクライナ侵攻といった深刻な国際情勢や円安によるエネルギー価

格の上昇、物価高騰などで社会全体に閉塞感が漂い、少子高齢化の進行とも相まって暮らし

の安心感と安定感が失われております。 

  こうした難局を乗り越えるため、これまで培った経験と知恵を生かし、大きく落ち込んだ

地域社会の活力を一日でも早く回復させるため、実効性のある施策を通じて、町民の安全・

安心な暮らしを取り戻すことに全力で取り組んでいかなければなりません。 

  昨年12月の閣議決定を経て発表された「令和５年度経済財政運営の基本的態度」によれば、

今後の経済財政運営に当たっては物価高を克服しつつ、新しい資本主義の旗印の下、社会課

題の解決に向けた取組を成長のエンジンへと転換し、我が国経済を民需主導で持続可能な成

長経路に乗せていくため、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦

略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレから

の脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていくとして

おり、重点分野については、計画的で大胆な投資を官民連携の下で推進し、民主導での成長

力の強化と「構造的な賃上げ」を目指し、「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移

動の円滑化を進め、科学技術・イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォー

メーション、デジタルトランスフォーメーションといった成長分野の大胆な投資を促進する

ほか、サプライチェーンの再構築・強靭化、企業の国内回帰など、国内での「攻めの投資」

と輸出拡大の推進により、我が国の経済構造の強靭化を図るとともに、経済安全保障の推進

と食料安全保障及びエネルギー安全保障を強化するとされております。 

  また、こども・若者・子育て世帯への支援等の少子化対策・こども政策の充実、新時代リ

アリズム外交の展開や「国家安全保障戦略」に基づく防衛力の抜本的強化など外交・安全保

障環境の変化への対応、地方活性化に向けた基盤づくり、防災・減災、国土強靭化等国民の

安全・安心の確保など「経済財政運営と改革の基本方針2022」に沿って重要政策課題に取り
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組み、その成果を地方の隅々まで届けると結んでおります。 

  我が国では本格的な人口減少、少子高齢化に加え、東京圏への一極集中により過疎地域の

人口減少は加速度を増しており、人口構造の変化を背景とした社会保障費の増加はもとより、

公共交通手段の確保や、医療、福祉分野をはじめとした担い手の確保、集落機能の維持、活

性化といった課題に加え、社会生活基盤の劣化や地域経済の停滞等による税収減など財政悪

化も懸念されております。 

  これらに加え、コロナ禍における経済低迷や社会情勢の変化、物価高騰なども相まって、

地方自治を取り巻く環境は一段と厳しさを増し、極めて憂慮される事態であります。 

  このため、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えつつ、まちづくりの指針である第６次

南伊豆町総合計画に基づく施策を着実に進め、町民ファーストの町政実現に向け、誠実かつ

謙虚な政治姿勢をもって、皆様の支えとなる施策の推進に努めるとともに、政策の選択と集

中による重点化を図り、限られた財源を有効に活用しながら、その歩みを確かなものとすべ

く、令和５年度における主要施策の概要並びにその方向性について所信を申し述べます。 

  施政方針。 

  政府は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて、季節性インフルエンザと

同じ「５類」に引き下げることを決定し、医療や社会活動に関する制限措置の緩和など具体

的な検討が進められており、コロナ禍からの脱却に向けた大きな転換が図られようとしてい

ます。 

  令和５年度に向けては、ウィズコロナを念頭に、アフターコロナも見据え、引き続き町民

ファーストの町政実現に向け、誠実かつ謙虚な政治姿勢をもって皆様の負託にお応えすると

ともに、今後ますます行政資源が限られていく中で、絶えず中長期的な財政状況を把握し、

不測の事態にも柔軟に対応でき得る「ふるさと寄附金」等の財源確保や財政調整基金等の充

実をもって、健全経営に最大限の配慮を図りながら、事務事業の選択と最適化を推し進め、

安定的な行政サービスの提供に努めてまいります。 

  現下においては、ウィズコロナにおける感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ることが

求められており、国・県の感染症対策及び経済対策等の動向に的確に対応するとともに、第

６次南伊豆町総合計画の基本構想、目標に掲げる施策のほか、南伊豆町過疎地域持続的発展

計画の着実な履行をもって、町民の皆様にご賛同いただけるまちづくりを推進し、全ての町

民が住みやすく、次世代を担う子供たちに自信を持って引き継ぐことができる南伊豆町を目

指し、職員一同「ワンチーム」として総力を結集し、誠心誠意取り組むとともに、引き続き
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「子育て支援、観光・地域産業の振興、福祉・防災の充実」を基軸とした町政運営に邁進し

てまいります。 

  次に、具体的な施策について申し上げます。 

  子育て支援。 

  子供たちは「町の宝」であり、この宝を守り育むための子育て環境の充実と子育て支援は

本町の最重要施策であります。 

  少子化の急速な進行は、社会、経済、地域など様々な分野に深刻な影響を及ぼしているこ

とから、若い世代が将来に希望と展望を持てるよう雇用の安定を図り、結婚、妊娠、出産、

子育てに対する切れ目のない支援とともに、仕事と子育てを両立できる環境整備を推進する

など、子供を生み育てることの喜びや楽しさを実感できる社会を実現していかなければなり

ません。 

  このため、令和５年度においても、子育て支援、教育環境の整備を推進するとともに、高

校生の通学バス助成制度、こども医療費助成制度、インフルエンザ予防接種助成事業、出産

祝金制度、結婚新生活支援補助金など、各種支援策の着実な実施に努めてまいります。 

  加えて、国の出産・子育て応援交付金を活用し、妊娠から出産・子育てまで一貫した伴走

型支援と出産・子育て応援給付金として妊娠時に５万円、出産時に５万円を支給する出産・

子育て応援事業を新たに創設し、定住促進、少子化と地域課題の解消に取り組んでまいりま

す。 

  また、こども園の教育、保育施設使用料の無償化に向けては、課題の精査とこども園の管

理運営状況などを検証しつつ、本町に即した制度設計とすべく、早期具現化に向けた検討を

重ねているところであります。 

  岸田首相は年頭の記者会見で、「少子化問題は、これ以上放置できない待ったなしの課題

だ、異次元の少子化対策に挑戦する」と述べ、本年４月に発足する「こども家庭庁」に対し、

政策を体系的に取りまとめさせる考えを表明しており、経済的支援の強化や子育てサービス

の充実、働き方改革の推進など、こども政策の強化策が検討されておりますので、今後の動

向に注視しながら、令和６年度からの完全無償化を目指してまいります。 

  国が推進するＧＩＧＡスクールについては、パソコン等の機器整備のほか、普通教室、特

別教室へのＷｉ－Ｆｉ環境整備も完了し、校舎内全ての教室において効率的な高速通信環境

が整いましたので、授業での活用の幅も広がるものと期待をしているところであります。 

  引き続き地域活性化企業人制度により派遣されるＩＣＴ教育アドバイザーの専門的なサポ
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ートをもって、教職員のＩＣＴスキルの向上と効果的な授業への活用を通じ、児童生徒が積

極的に取り組める質の高い授業づくりを期待しております。 

  また、外国語教育については、外国青年誘致事業ＪＥＴプログラムによる外国語指導助手

（ＡＬＴ）を引き続き任用し、さらなる充実を図ってまいります。 

  さて、全国各地で少子化が加速度を増す中、児童生徒数の減少や規模縮小に起因する学校

の統廃合、通学区域の変更あるいは小中一貫校の創設など、地域性を活かした各種対策が講

じられており、賀茂圏域においても中学校の再編の動きは顕著であります。 

  本町においては、令和３年６月に、南伊豆町学校教育環境整備委員会から「中学校統合に

ついては速やかに１校に統合されたい」との答申の下、統合準備委員会を設置し、協議を重

ねておりますが、令和５年度からは「学校運営検討部会」、「通学方法検討部会」、「学用

品・ＰＴＡ組織等検討部会」を設置し、詳細な検討に入ってまいります。 

  観光・地域産業の振興。 

  新型コロナウイルス感染症拡大による旅行消費の低迷に加え、ウクライナ侵攻など社会情

勢の変化や物価高騰なども相まって、観光事業者の経営環境は極めて深刻な状況下にあるこ

とからも、観光需要喚起策の継続的実施など、実効性の高い対策が求められております。 

  このため、秋の伊勢海老まつり期間並びに来春のみなみの桜と菜の花まつり期間における

特典つき宿泊割引キャンペーンなど強力な誘客施策を引き続き実施するほか、ユネスコ世界

ジオパークの再認定を契機とした「美しい伊豆創造センター」を核とする広域的な誘客宣伝

やジオサイトのＰＲなど、様々な誘客促進策を強力に推進し、町内経済の回復に向けた実効

性ある施策を推進してまいります。 

  また、田園回帰志向の高まりによる新たな人の流れを的確に捉え、サテライトオフィスや

ワーケーション事業を核とした関係人口の拡大と多様な人材の確保による町内産業の多様化

や育成など、地域に与える様々な波及効果を地域産業の活性化や持続的な地域経済の発展に

つなげるよう注力してまいります。 

  福祉・防災の充実。 

  我が国全体では、長期にわたる人口減少、少子高齢化社会が進み、今後もさらなる高齢化

が見込まれる中にあって、どの地域に住んでいても利用者が安心してサービスを継続的に受

けられるよう、地域包括ケアシステムをより推進することが極めて重要であると考えられま

す。 

  高齢化率が県内でもトップクラスである本町においては、高齢者の買物支援や外出の際の
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「足」の確保が喫緊の課題であります。 

  このため、「元気なシニア」が「支援を必要とするシニア」を支える助け合いの仕組みづ

くりを構築し、本格的に事業展開をしているところでありますが、高齢者ニーズにも配慮し

たさらなるサービスの充実を図るため、移動支援と生活支援の一体的な実施に向けた体制整

備に取り組み、早期事業化を目指してまいります。 

  また、心身の多様な課題に対応するためには「きめ細やかな支援」が必須であることから、

高齢者保健事業と介護予防の一体的な事業展開を推進するほか、さらなる健康長寿社会の実

現に向けた各種福祉サービスの提供に努めるとともに、地域包括支援センターを中心とした

介護予防や高齢者相談窓口の充実に加え、多様な支援やサービスによって高齢者の暮らしを

支えるまちづくりを推進し、「地域全体で支え合い、高齢者が自分らしく暮らし続けること

ができるまち」の実現を目指してまいります。 

  さて、近年の災害は、大規模な地震や線状降水帯による記録的な豪雨、大型台風、大雪な

どの様々な自然災害が全国各地で毎年のように発生し、多くの人命や財産が失われておりま

す。 

  本町に暮らす人々の命と暮らしを守ることは、行政に課せられた最大の使命であり、安

全・安心な地域社会を実現し、持続可能な活力ある地域を創生するためにも、防災・減災対

策の強化が求められており、これらの取組を迅速に推進することが喫緊の課題とされており

ます。 

  このため、大規模災害に備えた避難所用資機材、非常用食料や飲料水等の備蓄品の拡充の

ほか、コロナ禍における感染症対策にも配慮した資機材やマスク、消毒薬といった衛生用品

の備蓄に加え、防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策の下、地震、津波に特化

した避難路、避難地整備などにも鋭意取り組んでまいります。 

  また、伊豆縦貫自動車道河津下田道路の河津七滝インターチェンジから河津逆川インター

チェンジ区間が間もなく開通いたしますが、同区間の開通により極めて大きな時間短縮効果

が発揮され、観光を主体とする地域活性化や救急医療活動に加え、災害時での緊急輸送路の

機能向上が期待されるなど、全線開通に向け、大いなる期待が膨らむ思いであります。 

  引き続き国土交通省や地元選出国会議員、県議会議員への要望活動を積極的に展開し、道

路整備の必要性とその緊急性を強く訴えてまいりますので、本議会からの力強いご支援を賜

りますようお願い申し上げます。 

  以上、令和５年度の町政運営に対する基本的な考え方と概要を申し述べましたが、現下に
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おいては、コロナ禍や物価高騰対策など、出口が見えない困難な状況の下で、引き続き厳し

い１年となることが想定されております。 

  このため、今後もなお一層の行財政改革に取り組み、町民の皆様と同じ目線で、同じ方向

を見つめ、我が町南伊豆町のさらなる発展を目指し、全力で邁進してまいります。 

  次に、予算編成方針について申し上げます。 

  予算編成方針。 

  先般発表された月例経済報告によれば、我が国の経済は「景気は、このところ一部に弱さ

がみられるものの、緩やかに持ち直している」、先行きについては「ウィズコロナの下で、

各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融

引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。ま

た、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響や中国における感染拡大の影

響に十分注意する必要がある」との基調判断であります。 

  政策の基本的態度においては、足元の物価高などの難局を乗り越え、日本経済を本格的な

経済回復、そして新たな経済成長の軌道に乗せていくべく「物価高克服・経済再生実現のた

めの総合経済対策」を迅速かつ着実に実行するとしており、今後とも、大胆な金融政策、機

動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅

持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく

機動的なマクロ経済運営を行っていくとしております。 

  また、昨年12月23日には、一般会計の総額を114兆3,812億円とする令和５年度予算案が閣

議決定され、防衛費が大幅に増加する中にあって、好調な税収による国税の法定率分の増加

のほか、税収上振れに伴う繰越財源の活用により、地方交付税の総額は前年度を上回る水準

が確保されております。 

  新型コロナウイルス感染症は人々に大きな不安と価値観の変化をもたらし、日本社会は新

たな日常への対応が求められるなど、社会の仕組みそのものが大きく変わる転換期を迎えて

おります。 

  加えて、国際情勢の緊迫化による原油高と円安による物価高騰は、地域経済に大きな影響

を及ぼしていることから、町政運営においても、ウィズコロナ、アフターコロナ社会におけ

る新たな日常に適応する必要があり、町民が何を望むのか常に想像力を働かせ、行政として

何をすべきなのか、何が必要なのかを見極め、効率性、有効性、緊急性の視点も踏まえた施

策の実行に努めなければなりません。 
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  長期化するコロナ禍や原油価格、物価高騰等により、主要産業である観光業の低迷は深刻

で、急速な人口減少と相まって、町税の伸びは期待できず、約７割を依存財源に頼らざるを

得ない現状からも、財政状況は依然として厳しい状況にあるため、国・県の動向に十分留意

し、将来を見据えた中長期的な財政ビジョンが強く求められております。 

  以上のことから、第６次南伊豆町総合計画における主要課題を踏まえ、基本構想、基本計

画に掲げる各種目標、政策を着実に推進し、時代の変化を捉えながら、活力ある地域社会の

実現に向け、地域を経営するという発想の下、地域力の強化に努めるほか、政策の選択と集

中をもって、重点化を図り、限られた財源の中で地域資源を最大限に活用し、施策、事業の

進捗状況を的確に捉えた中で、今後の施策展開に反映させることが極めて重要となります。 

  さらに、住民満足度を重視した効率的、効果的な行政運営が強く求められていることに鑑

み、常に歳出削減、費用対効果、平準化等を念頭に、政策の選択の最適化に努めるものであ

り、具体的な施策、事業等においては、多様化、複雑化する住民ニーズや自治体を取り巻く

環境などを的確に把握し、適切な予算配分に努めたところであります。 

  結びに、円滑な町政運営に資するための財源確保に向けては、町税等の適正なる賦課徴収

に加え、国・県支出金や町債のほか、主要財源である地方交付税及びふるさと寄附金等を堅

実に見込み、一般会計に係る予算総額を、前年度比1.6％減の51億1,700万円としたほか、一

般会計、８特別会計及び３公営企業会計の総額で、前年度比1.3％増の90億1,598万2,000円

といたしました。 

  これら各事業の詳細については、令和５年度一般会計及び特別会計予算書並びに当初予算

に係る主要事業説明書をご確認いただき、慎重なるご審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

  なお、各会計別予算総額及び一般会計歳入予算に係る前年度との比較は次表のとおりであ

ります。 

  以上をもちまして、令和５年度の施政方針並びに予算編成方針とさせていただきます。 

  令和５年南伊豆町議会３月定例会の開会に当たり、令和４年12月定例会以降、主な事項に

ついて行政報告を申し上げます。 

  １．第23回静岡県市町対抗駅伝競走大会。 

  令和４年12月３日、静岡市において、第23回静岡県市町対抗駅伝競走大会が開催されまし

た。 

  午前10時、県庁前を一斉にスタートし、同市清水区清見潟公園を折り返し、県営草薙陸上
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競技場をゴールとする12区間、42.195キロメートルのコースで行われ、「市の部」23市27チ

ーム、「町の部」12チームの合計39チームの代表選手が、郷土の期待を背負い、「たすき」

をつなぎました。 

  本町チームでは、例年の練習開始時期を１か月ほど前倒しして、７月上旬から５か月にわ

たる練習を積み重ねてきましたが、その結果として町の部で６位入賞、これにあわせて、人

口１万5,000人未満の市町の中で１位となり、「ふるさと賞」も初受賞いたしました。 

  選手一人一人が日頃の練習成果をいかんなく発揮したことはもちろんでありますが、最終

選考に漏れた小学生が、最後の練習日まで参加し、チームの士気を高めてくれるなど、参加

者全員で勝ち取った結果と、大変誇らしく感じております。 

  今大会も感染症対策のため、沿道での応援自粛や草薙陸上競技場への入場制限もありまし

たが、ご尽力を賜りましたご家族や関係者の皆様、テレビの前で熱く力強い声援を送ってい

ただきました町民の皆様に心から感謝を申し上げます。 

  ２．令和５年南伊豆町二十歳の集い。 

  令和４年４月から成人年齢が18歳に引き下げられました。 

  このため本町では、例年実施している成人式の名称を「二十歳の集い」に改め、令和４年

度において二十歳を迎える若者を対象とした式典を挙行いたしました。 

  穏やかな晴天のもと、りりしいスーツ姿や、あでやかな晴れ着姿の69名のご参加を受け、

来賓には、議長、副議長及び恩師の先生方をお迎えし、恩師の方々から懐かしいエピソード

なども披露されるなど、穏やかな心和む式典となりました。 

  式典終了後には久しぶりに再会した友人や先生方との写真撮影、にぎやかな会話の様子な

ども散見いたしましたが、二十歳という節目を捉え、生まれ育った大切なふるさとを再認識

する場となれば、主宰者としても大変幸いに存じます。 

  保護者並びに議員各位におかれましては、長引く新型コロナ感染症対策のため、本式典へ

のご臨席をご遠慮いただきましたが、この場を借りてお詫びを申し上げます。 

  ３．伊豆半島ジオパーク再認定。 

  「ジオパーク」は地球の成り立ちを知る上で、世界的にも重要な地形や地質がある地域を

ユネスコが認定するもので、伊豆半島ジオパークは平成30年４月に認定を受けております。 

  ユネスコでは、令和４年12月16日、国内６か所で実施した「ユネスコ世界ジオパーク」再

認定審査結果を公表し、伊豆半島ジオパークは再認定を受けました。 

  これら審査においては、約190名のジオガイド活動やジオパークを情報発信するビジター
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センターの整備状況などが高く評価されたものであります。 

  本町では、現地審査の10月13日に２名の審査員が石廊崎オーシャンパークを訪れ、南伊豆

ジオパークビジターセンター内での活動報告や、本町ジオガイドによる石廊崎ガイドツアー

を体験していただきました。 

  当日は荒天のため石廊崎先端には行けませんでしたが、灯台に関する質疑などからその関

心の高さがうかがえるなど、再認定の手応えを感じた次第であります。 

  一方、ジオ組織内における意思決定に関する女性の数が少ないことが課題に挙げられ、次

回認定までの改善点とされております。 

  本町においては、再認定を契機として、町内ジオサイトの適正なる管理運営に努めつつ、

「美しい伊豆創造センター」を核とした組織的な保全活動を推進するほか、「伊豆はひとつ」

のスローガンの下、さらなる連携強化に邁進してまいります。 

  商工・観光振興の取組。 

  １．ふるさと寄附の状況。 

  令和４年12月末現在の寄附件数は１万4,686件で、寄附総額２億1,274万8,000円となり、

前年対比16.9％の増となりました。 

  主な要因として、これまで新型コロナ感染症による行動制限などで苦戦していた「ふるさ

と感謝券」が回復してきたことや、有力なポータルサイトへの参入や寄附サイトでの検索強

化対策、他の自治体による優良返礼品の調査、研究、ふるさと寄附に特化した地域おこし協

力隊員の活動などのほか、何よりも町内事業者様の前向きな取組があってこその成果と考え

ております。 

  今後においても、感染症への対応は、いまだ不透明な状況でありますが、さらなる寄附拡

大に向けた魅力ある返礼品の創出、ソーシャルメディアの活用や各種誘客キャンペーンなど

を介した実効性の高い広報活動の推進に努めてまいります。 

  ２．第25回みなみの桜と菜の花まつり。 

  本年は行動制限のない中で、２月１日から「第25回みなみの桜と菜の花まつり」が開催さ

れました。 

  昨年に引き続き、地方創生臨時交付金を活用した宿泊特別割引キャンペーンで500人分を

準備したほか、日野菜の花畑に「菜の花迷路」や写真撮影スポットも新たに設置するなど、

さらなる誘客に努めているところであります。 

  桜の見頃は２月下旬と予想いたしますが、菜の花畑では黄色いじゅうたんを敷き詰めたよ
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うな圧巻の風景を醸し出しており、感染対策や規制等の全くない通常開催となり、観光事業

者の方々にとってはまさに「桜咲く春の訪れ」となりましたが、現状に満足することなく、

これまで以上の誘客を目指し、盤石な体制で臨んでまいりたいと考えております。 

  ３．観光施設の入り込み状況。 

  令和４年１月から12月までの町内観光施設等の入り込み状況は別表のとおりであります。 

  分野別では主要観光施設で16万7,013人、前年対比で110.4％となり、宿泊施設では12万

3,511人で前年比143％、温泉施設では７万9,771人で前年対比133％と、全ての施設で前年を

上回りました。 

  これらは、新型コロナ感染症における行動制限の緩和や全国旅行支援の再開に加えて、本

町の独自企画である伊勢海老まつりクーポン事業などが奏功したものと分析しております。 

  詳細は別表にお示しのとおりでありますので、ご確認をお願いしたいと思います。 

  以上で、令和５年３月定例会の行政報告を終わります。 

○議長（谷  正君） これにて施政方針、予算編成方針並びに行政報告を終わります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎副議長の選挙 

○議長（谷  正君） 日程第５、南伊豆町議会副議長の選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（谷  正君） ただいまの出席議員は10名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  南伊豆町議会会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に１番議員、黒田利貴男君及

び２番議員、宮田和彦君を指名します。 

  投票用紙を事務局より配付いたします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（谷  正君） 念のために申し上げます。投票は単記無記名でお願いいたします。 

  なお、公職選挙法第68条の２は準用されませんので、同一の氏または名のみを記載した投

票は無効とします。 
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  したがって、案分票はないものとします。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（谷  正君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願いいたします。 

〔氏名点呼 投票〕 

○議長（谷  正君） 投票漏れはございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（谷  正君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  開票を行います。 

  黒田利貴男君及び宮田和彦君、開票の立会いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

○議長（谷  正君） 選挙の結果を報告します。 

  投票総数  10票 

  有効投票数 ９票 

  無効投票  １票 

  有効投票のうち、比野下文男君 ８票 

          横嶋 隆二君 １票 

  以上のとおりです。 

  この選挙の法定得票数は３票です。これは、有効投票数の４分の１でございます。 

  比野下文男君が副議長に当選されました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（谷  正君） ただいま副議長に当選されました比野下文男君が議場におられます。

本席から、南伊豆町議会会議規則第33条第２項の規定によって当選の告知をします。 
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  新副議長は就任の挨拶を登壇の上、お願いいたします。 

〔副議長 比野下文男君登壇〕 

○副議長（比野下文男君） このたび、議員各位の皆様より副議長に就任させていただきまし

て、ありがとうございました。 

  議長を補佐し、議会の公正かつ円滑な運営と、町政の推進に努めてまいります。今後、議

員の皆様にはご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

  簡単ですが、私の挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎下田地区消防組合議会議員の選挙 

○議長（谷  正君） 日程第６、下田地区消防組合議会議員の選挙を行います。 

  お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって、指名

推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  したがって、議長が指名することに決定しました。 

  下田地区消防組合議会議員に宮田和彦君を指名いたします。 

  お諮りします。ただいま議長が指名した宮田和彦君を、下田地区消防組合議会議員の当選

人と定めることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名しました宮田和彦君が消防組合議会議員に当選されました。 

  ただいま当選されました宮田和彦君が議場におられますので、南伊豆町議会会議規則第33

条第２項の規定により告知をいたします。 
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  ここで、10時35分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（谷  正君） 日程第７、これより一般質問を行います。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 横 嶋 隆 二 君 

○議長（谷  正君） １１番議員、横嶋隆二君の質問を許可します。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） それでは、通告に従いまして、私は南伊豆町の住民と日本共産党を

代表して一般質問を行います。 

  昨年暮れからコロナ第８波が急速に拡大して、地域経済にも大きな影響を与えております。

施政方針の中でもこうしたことに言及されておりますが、こうした問題、根本的な問題は

様々ありますけれども、今回の質問は第一に、地域経済活性化のため、独自対策と最低賃金

引上げ・社会保障の充実をが１番目です。 

  ２つ目は、10月に南伊豆町に設置された株式会社ＪＥＴのＥＲＳ、急速発酵乾燥装置です、

プラントが稼働しておりますが、この実証経過と今後の展望についての質問であります。 

  ３つ目は、それらと前段の現状とも連関して、再生エネルギーと資源循環のまちづくりの

展望、これについて質問を行います。 

  まず第１番目、地域経済活性化のため、独自対策と最低賃金引上げ・社会保障の充実をで

あります。 
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  前段に、この数年の間、コロナの発生以前から、私はこの場から日本の労働者、働く人々

の賃金が国際比較でも30年も賃金が上がっていない、こういうことを言っておりましたが、

昨年の夏以降、大手のメディアでもテレビでもこうしたことが、賃金が上がらない国という

ことで報道が堰を切ったように出てきております。30年というと一世代分の賃金がどこかに

いってしまっている異常な事態であります。 

  こうした下で、コロナが３年を経て、昨年の暮れから第８波が襲ってきて、今もその拡大、

影響は進行中であります。こうした中で、昨年やはり夏以降、ロシアのウクライナ侵略をは

じめとして、物価高、エネルギー、灯油等々の物価高も含めて、小麦粉等々の高騰も含めて、

約２万弱の品目の値上げがされる、昨年来の物価高、地域経済、家計に大打撃を与えており

ます。 

  年明け、昨年の暮れから１月にかけては、気温の大幅な落ち込み、寒波の襲来で２月にな

ってからスーパーのレジに並んでいる途中とか、あるいは金融機関の窓口でも、電気代がも

のすごくかかったよと、去年の同じ時期が１万数千円だったのが倍以上きたよ、もう悲鳴と

いうか、諦めというか、あきれというか、そういう状態が聞こえます。 

  南伊豆町は、こうしたコロナ禍の中で、１月末に第５弾が終わりましたが、100％のプレ

ミアム商品券を第５弾まで打って、地域経済、町民生活、家計を支えてきたわけですが、こ

うしたことを評価しながらも、今の町民生活、地域経済の状況に関してはさらなる対応が必

要だというふうに思いますが、この点どのように考えられるか、ご答弁いただけますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  ご指摘のプレミアム付商品券の発行に向けては、これまで新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を活用する中で、コロナ禍で疲弊する町内経済へのカンフル剤として事

業展開し、これまでに計５回にわたり実施してまいりました。これらの取組は町内事業者を

はじめとして、消費者である多くの町民からも賞賛の声をいただいているところであります。 

  このような中にあって、直近の国の方針においては、５月以降には５類への移行なども示

されているなどのことから、コロナ禍からの脱却に向けた大きな転換が図られようとしてお

り、今後においては従前のような手厚い経済対策は縮小傾向に向かっていくと推測されます。 

  このような状況を踏まえ、新年度予算編成においては、伊勢海老、桜まつりでの宿泊助成

やクーポン券の発行などの継続を見込んでおりますが、国からの新たな支援策などが示され
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た段階で、商品券発行事業をはじめとする各種経済支援に躊躇なく取り組んでまいりますの

で、ご理解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） 政府が感染症の扱いを５類に引下げるということを言っております。

連動してそういう感染症２類での支援策がなくなるということでありますけれども、やはり

現状と照らして、政府に対して、コロナ８波の影響や物価高の問題に関して、やはりそれ、

政府に対して強く、町村会等々通じて意見を上げていってほしいと。 

  この点に関しては、次の項目でも深刻な少子化・地域経済の立て直しを図るためには、最

低賃金を時給1,500円レベルに上げることが必要だという、このことは、経団連の一部でも、

経営者団体連合会、ほかの経済同友会等々の中でもそういう声が一部で上がっております。

大手の企業でやっても中小企業ではなかなかそこまでいかない、それに対しては、やはり政

府が中小企業に対して下駄を履かせるべきだと。 

  我が町の中での構成で言えば、中小企業よりももっと個人零細事業者、こうしたところに

はやはり政府がしっかりとした制度、下駄を履かせる制度をつくる、これに関しては県の中

小企業基本条例等々もありますけれども、これを有効に活用することをぜひ積極的に求めて、

小規模事業者の最低賃金を上げるように求めていく、このことが必要だというふうに思いま

すが、この点についてどのように認識されておりますか。もちろんこのことを町から上に声

を上げていくということなんです。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  現下における地域別最低賃金の状況では、東京都が最高で1,072円、最低が853円となって

おり、静岡県は944円であります。 

  また、静岡県中小企業・小規模企業振興基本条例においては、その目的として、中小企

業・小規模企業の振興のため、基本的な施策を定めることにより、中小企業・小規模企業の

振興のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本県経済の活性化及び県民生活の向

上に寄与するとされているところであります。 

  このところ報道等によれば、大手企業による賃金アップなども話題になっておりますが、

一方で、国民の生活に大きく影響する物価高騰も顕著でありますので、最低賃金の改定は急
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がれるところであると認識しております。 

  本町においても、可能な限り有効な経済対策を講じることが求められておりますので、機

会を捉え、県内経済対策の更なる推進を求めるとともに、最低賃金の上昇を強く訴えてまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） 非常に認識が一致して頼もしい限りでありますが、こうした点をぜ

ひ近隣の自治体、首長、あるいはもう議会もそうなんですが、こうして上に声を上げていく

ということが必要ではないかというふうに思います。 

  この②のところでも深刻な少子化ということを挙げましたけれども、この今回の質問では

制度の問題ではないんですけれども、施政方針の中でも、賃上げに関しては構造的な賃上げ

や人への投資等々国の施策の言及を言っておりますが、いっそうそれをしたから突き上げて

いくということと同時に、首相が施政方針で異次元の少子化ということを言っておられます

が、実際には具体的な施策答弁に関しては、今回の予算委員会の中でも答弁がちぐはぐで、

なかなかこの根本的な点について見えてないのかなという思いが一方でします。 

  加えて、この間保育基準のことについてはあえて議会でもしばらく前に言っただけだった

んですが、この異次元の少子化対策に関連して、日本の保育基準、これは社会保障の充実の

子育て支援との関連なんですけれども、国の定める保育士の配置基準、南伊豆町は保育士あ

るいは待機児童がいないということで、これは進んでいるということでもちろん評価してい

ることではあるんですよ、しかしながら、国全体としては保育士の配置基準３歳、４歳、４、

５歳児は70年代、戦後の1948年に基準決めて以降変わっていない。３、４、５歳児、30対１、

そういう状態なの。 

  ３歳児というと、２歳から３歳というのがおむつを外してパンツで生活できるようになっ

てくる、それをいまだ30とか20とか、１人の保育士が見る。もちろん、２歳から３歳だと言

葉も、ようやく言葉を発声して片言は言える、あるいは３歳になって少し連語が言えるよう

な状態。これを30とか20、学校教育でさえ25人学級とかいっているのに、おむつを外れたか

どうか、あるいはその一人一人の月齢によって成長を見守る、そういうところの視点が日本

の政治の中で、何て言ったらいいのかね、恐ろしいほど後進なんですね。 

  ちなみにドイツでは、２歳児で終日保育する場合は3.75、４人を切っている。あんまりい
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っぱい例を挙げるとあれですが、アメリカでさえ、資本主義の特化したアメリカでさえ、５

歳児で、これはアメリカでもニューヨーク、９名に対して保育士１で、４歳児は８名、３歳

児は７名、日本の状況がいかにひどいか。 

  翻ってこれを中間の配置基準にして、しかも正規雇用にした場合、南伊豆町のように保育

環境が充実しているところを政府基準をちゃんと引上げたら、それだけでしっかりとした安

定した雇用、これが確保できる。これは、子育てだけではありません。 

  この施政方針では、８ページ、福祉防災の充実の項目で高齢者の心身の多様な課題に、９

ページですね。９ページに、きめ細かな支援が必要、高齢者保健事業と介護予防の一体的な

事業展開を推進する。こうした点、これまでも委員会でも答弁求めましたが、そうした意気

込みで現場本当に頑張ってやっているけれども、介護従事者がなかなか事業所でも集まりに

くい、これは介護報酬が極端に低い、いわゆる賃金が低いからと。そのじゃ、介護保険料は

どうかといえば、介護保険料はもう目いっぱいぐらい払っている。 

  どこに問題があるかというと、政府、介護保険制度、改定とかって、改悪なんですけれど

も、我々の見方からすれば。それに対して介護の事業者団体が政府に対して意見を暮れにも

出しております。若干動きは止まっているようですが。居宅給付費では、国は25％しか出し

ていない。介護保険財政構成、施設給付、特養とか老健とかでは、国は20％しかお金を出し

ていない。 

  都道府県や市町村負担等もちろんありますけれども、それで介護保険料と五分五分でやる

んですが、やはり政府が介護保険等の基盤財政にしっかり充当すれば、その介護労働者、も

ちろん関連して医療労働者、その賃金が当たり前の水準になれば、地域経済を支える大きな

ケア労働者の賃金を上げるということは、地域経済を保つ上で非常に大きなものがあります。 

  南伊豆町が鉄道の終点から１番近くでも10キロ離れて、最遠では20キロ、25キロになるわ

けですが、そこでも現状で今7,800の人口保っております。賀茂郡の天城以南でも保育所が

充実していないところでは、人口減少の歯止めは窮塞です。 

  我々はこうしたことをしっかり見据えて、単純な市場経済での誘客、誘客はもちろん大事

なんで否定はしません。しかし、人の社会を人が支えるという、子供を生み育てる、お年寄

りを生涯、年取って長生きするんじゃなかったなんていう人生を、社会をつくってはなりま

せんし、全うできて本当に長生きしてよかったという支える社会。医療を充実、これをする

ことによって半島先端の末端のこういうところでもしっかりと地域を維持できて発展させる

ことができる。こうしたことを町村会あるいは介護分野を含めて、あらゆる場で国・県へ声
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を上げていく必要があるのではないかというふうに思いますが、町長、ご見解をご答弁いた

だけますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  国では介護、障害、保育など、福祉関係職員の処遇改善に向けた「コロナ克服・新時代開

拓のための経済対策」などをもって、令和４年10月から臨時の報酬等改定を実施し、月額

9,000円相当を引上げる新加算制度が導入されるなど、これら処遇改善に向けた取組が図ら

れていると認識しております。 

  また介護職においては、従前より介護職員等の処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加

算など、職員の資格・経験・技能に応じた賃金の引上げが図られており、町内の事業所にお

いても、これら加算による引上げが実施されているところであります。 

  今後も国の動向に注視しつつ、介護人材の安定確保に向けた取組の強化など、国・県にも

強く要望してまいります。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） ぜひ、実際の現場の状況を的確につかみながら、こうした対応が単

純に自治体からの促しということではなくて、やはり制度を変えていく、さじ加減でこれが

よくなるもので、その声をやはり大きくすべきではないかというふうに思うんです。 

  地域経済の点での言及でありましたが、この今回の施政方針、予算編成方針の11ページで、

現下においてコロナ禍や物価高騰対策など出口が見えない困難な状況の下という言及があり

ました、引き続き厳しい１年になると。 

  現状で、町長もこう先ほどの認識で、やはり時給、最低賃金を上げるとかそういうことを

含めてやっていくという、こういう中で、一方では大軍拡のための大増税ということで、一

体何なんだと。もうそんなに増税されたら現状でも、かつて江戸時代、封建時代、五公五民

とか、もっとひどい六公四民とかとありましたけれども、税の負担がもう五公五民ぐらいの

状態、それで30年間も賃金が上がらない状態。とんでもない状態。まして、軍拡だ何だ言っ

ても一発やり合ったら終わりです。 

  こうした点で言うと、イデオロギーの問題ではなくて、やはり現場、町民の声から先ほど
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ご答弁いただいた生活を守るために、しっかりと生活支える取組をしてくれと、それを改め

て強く政府に町村会等々で団結して言及すべきだというふうに思います。改めてご答弁いた

だけますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  地方創生臨時交付金も新年度はあまり期待できないというふうに私も考えております。そ

の中で、今までの経済対策というよりは、今度、物価高騰対策という形で国のほうも考えて

いると私は認識しておりますので、今後は様々な町民の皆様の生活費に少しでも国のほうの

支援をいただきながら、町のほうも支援していければというふうに考えております。当然で

すけれども、県の町村会のほうでもそれはしっかりと国のほうに、知事にもそうですけれど

も、国のほうにも要望を上げているところでございます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） ぜひその方向で、国に大きな声を上げていただきたいと、このこと

を要望しておきます。 

  ２番目の、ＥＲＳプラントの実証経過と展望についてであります。 

  株式会社ＪＥＴのＥＲＳ、急速発酵乾燥資源化装置が、私たちが議会で視察したのが昨年

10月21日、その後のデータを１月にいただきましたが、ＥＲＳで処理をした後の可燃物の組

成内容状況と焼却処理の特性についてなんですが、質問するのは、そのＪＥＴのホームペー

ジでもいろいろ知ることはできるんですが、現状出たときに、また多くの皆さんに知ってい

ただきたいということもあって、実際のデータも含めてご答弁いただいてどういう状況なの

か、１月11日にもらった時点からまた時間がたっておりますが、現状この急速発酵乾燥資源

化装置を通して一般可燃物ごみ、これがどういう状況になっているのか、ご答弁していただ

けますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  ＥＲＳの実証実験においては、可燃ごみの10月から12月までのＥＲＳへの投入量及びＥＲ
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Ｓからの排出量、加えて、その数値から算出される重量減少率36.23％という数値などが本

年１月12日に株式会社ＪＥＴから作業報告として報告されている段階であります。 

  このため、現状においては、組成及び焼却処理の特性などの詳細なデータなどは報告され

ておりません。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） ＥＲＳでその処理をして重量が36.23％ということですか。町長で

もいいし、担当課長でもいいし、その処理をしたものを焼却した場合と従来の何も通さない

でやった場合、この燃焼の違いというのはどう把握されておりますか。 

○議長（谷  正君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（髙野克巳君） お答えします。 

  まず、先ほど36.23％についてですけれども、そちらは重量の減少率になります。ですの

で、残量とすると、その逆の63％ぐらいという形になります。 

  委員のご質問の燃焼の仕方等につきましては、答弁のとおりです。詳細のデータ的にはこ

ちらに報告は来ておりません。ただ、株式会社ＪＥＴさん及び委託に出しておりますウォー

ターエージェンシーの所長等のお話を聞いた中での話になりますけれども、場長の話ですと、

その燃料、燃料というか減量したものを燃やした際に、炎のちょっと状態が違うという形で

報告は受けております。ただ、温度等の上昇とかの詳細についてのデータはまだこちらにあ

りませんので、その燃え方の状況しか今のところ報告は受けておりません。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） そうすると、重量が現状では今までよりも36.23％減量して、63点

何がしかが残ると。その乾燥状態、データが今後出れば、その燃焼、それ単独で焼却をする

とかその違い、焼却炉のほうでＥＲＳを通したもの、単独で燃焼させたというそういうこと

は実験はされていますか。 

○議長（谷  正君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（髙野克巳君） お答えします。 

  その辺の詳細については細かくは報告受けておりませんけれども、今聞いているところに
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よりますと、ごみがピットにある状態で乾燥したものを持ち上げて燃焼しているという形を

聞いております。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） そうすると余計に、いわゆる燃料を投下して燃すということはどう

いう状況でしょうか。いわゆる水分が多い場合は、いわゆる可燃材料を入れて燃えを、燃焼

を促進するということじゃないかと思うんですが、ＥＲＳ通したものはどういう状況か、そ

れは特にデータ来ていませんか。 

○議長（谷  正君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（髙野克巳君） お答えします。 

  議員のおっしゃっているのは助燃剤という形だと思いますけれども、そこら辺についての

詳細なデータ的なものはまだ来ていないという状態です。10月の秋まで実証実験があります

ので、その間に何らかの形で報告があるものと思われます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） 現状で来ている、上がっている詳細なデータは別として、町長は現

時点での状況からどのように評価しておられますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  まずは、水分がなくなるということは、残置物、その助燃剤として出た成果物に対して焼

却を行う場合に、化石燃料を使う量が減るということは大変大きいかなというふうに考えて

おります。それと、先ほど課長が答弁しましたけれども、ウォーターエージェンシーの工場

長、場長のほうからも、水分の含んでいないごみが、回収してきたごみが、水分が含まれて

いないごみを混ぜることによって燃焼がしやすいということは、作業性は楽になっていると

いうふうには聞いております。 

  大変、ＥＲＳが、今回はごみのいわゆる一般ごみの乾燥それから焼却に向けてという実験

をしているところですけれども、今後いろいろな方向も考えられるのかなというところで、

私どもとしても、当局としてもどういう成果が出るのか、最終的な費用対効果まで含めた中
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で判断をしていきたいなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） ありがとうございます。 

  まだデータ、詳細な実験をしたデータは、今後また明らかにして手元にほしいと思うんで

すが、10月の私たちが視察した段階でも、いわゆる重量、乾燥してそして臭気もないという

状況は、三豊で見たトンネルコンポストの日数的には17分の１、三豊17日でしたからそれと

比べて臭気の問題も全くないと、ほとんどない状態だもので、その違いは三豊と比べても画

期的だと。 

  現状のものをふるいにかけて、いわゆる有機物とプラスチック、紙類を分けて圧縮すれば

それ自体もまた違った展開ができるんではないかというふうに思いますが、ＪＥＴのホーム

ページでは一般廃棄物をやっているというのは例はなくて、ここが産廃とか等々はあります

けれども、南伊豆町が初めてなのかなというふうに思いますが、動物の処理、かつて有害駆

除で出た動物の処理等々もここで質問したことがありますが、ＥＲＳでそういう処理をして

いるところが、実例で何か所か、２か所ぐらいありました。 

  畜産の堆肥、畜産の排泄物処理はこれはもともとここが発祥したところでありますけれど

も、こうした廃棄物処理を環境省等々のホームページでも調べていたら、紙おむつの処理、

これが目に留まりまして、町内にも特養が２か所、老健もあって、私もまた保育所の送り迎

えしておりますけれども、おむつと密接な関係にあるんですけれども、環境省がこの紙おむ

つの対策、これを研究というんですか、単純に燃すというだけではなくて、パルプとか再利

用するという、それを見たときに、このＥＲＳが微生物で有機物を分解すると、紙おむつに

出された排泄物の分解と、それと紙おむつそのものの素材を、これを水分を飛ばしてこれを

他用するということをしたら、えらい可能性が、また資源としての他用ができるのではない

かというふうに思いますが、この点はどんなものでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  環境省では、高齢化に伴い消費量が増加する使用済み紙おむつについて、市町村等が殺菌

等衛生的処理をした上で、パルプ等の再生利用や熱回収を行うことを検討するため、参考と
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なるガイドラインを策定しております。 

  このガイドラインに紹介されている取組事例で、ＥＲＳプラントに似た事例などもあり、

株式会社ＪＥＴも町内介護施設から紙おむつの提供を受け、実験を予定しているようであり

ますので、実験結果を踏まえた事業者提案を待ちたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） そうすると、これからこれはやられるんですか。この環境省のガイ

ドラインはまだ令和２年にできたばかりなんで、まだ試行錯誤の段階かと思うんですが、ぜ

ひこれは高齢者が多い地域、周辺の自治体とも含めて、それと私も保育園からお迎えしてや

っぱり紙おむつやはりバックの中に入れるんですよね、そのまま、ビニール袋に入れるんで

すが。いろいろ考えてずっと自分の子供もそうやってきたんですけれども、衛生的な観点か

らいってもそれを事業系のものとしてまとめて保管して、それで、ましてＥＲＳで処理すれ

ば様々な観点からいって有効的じゃないかというふうに思うんです。介護等々の事業所に関

してはそういう話をちょっと聞いていたことがあるもので、この点について、何か考えたり、

あるいは思いついたことあったらご答弁いただけますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  現在は今議員がおっしゃられたように、紙おむつを保護者の方が持ち帰るという制度とい

うか、ようになっておりますけれども、新年度からはやはり衛生的なこととか様々あります

ので、紙おむつは園のほうでそのまま保護者が持ち帰らずに回収してまとめて処理するとい

う形を取りますので、そこのところはまた保護者の方には使い勝手がいい保育園にこども園

になっていくのかなと思います。 

  また、環境省のほうも、私も聞いたところによりますと、以前環境省にも行ってきました

けれども、環境省のほうでも大変この株式会社ＪＥＴ様の紙おむつの処理、ＥＲＳによる処

理に対して興味を持たれているということで、これからかなり注視していってくださるとい

うことを聞いていますので、またそのような報告があろうかと思いますので、そのときには

ご報告させていただきたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） 新年度から保育園の紙おむつを持ち帰らないといったら、画期的じ

ゃないですか、そんなことやっている町がないんじゃないですかね。ぜひ期待したいという

ふうに思います。 

  ３つ目の③で、これは剪定枝、生け垣切るとか、剪定枝ですよね、あるいは農地もそうで

すけれども、草刈りがもう南伊豆町は温かいんで草刈りがもう年にもうとめどなく草刈りの

需要があるんですが。草刈り、あるいは、打ち上げ海藻、台風の時期にカジメだ、去年はカ

ジメよりも天草回収はほとんどなかったんですけれども、あるいは伐採の竹林とか広葉樹

等々、これをＥＲＳで処理をしたら、いわゆる剪定枝なんかはただ燃す、生を燃すというの

はそれ自体もやっぱりエネルギーかかるわけですが、ＥＲＳで乾燥して、しかも急速発酵す

る、そしたらもっと違う展開、肥料とか、肥料というか堆肥ですね、そういうこと、ＥＲＳ

は土着菌を使うということで、土着菌、竹やぶや木の落ち葉の下開けると、白くハンペンの

ように固まっているのがそうですけれども、それを使うもので地域環境に負荷を与えないと

いうことで、こうした点でも可能性は非常に多岐に広がってくるんじゃないかと思いますが、

この点は何か考えとかＥＲＳをやった上で想像とか膨らんできちゃったんですけれども、ど

うでしょうか、担当あるいは町長 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  ＥＲＳによる剪定枝・草・海水のついた海藻、竹・木の処理についても、処理は可能であ

ると株式会社ＪＥＴから回答をいただいております。 

  ただし、投入口の規格などから、投入できるものの大きさに制限があるという報告は受け

ております。 

  今後については、乾燥したその剪定枝等、ＥＲＳで処理したものをどのように使っていく

かということもこれも大きな課題、それと可能性があると思いますので、少しずつ実証実験

をした中で方向性を見いだしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 
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○１１番（横嶋隆二君） ぜひ、堆肥でも木の皮等々、製材で出たバーク堆肥とかってありま

すけれども、町内でも剪定枝をチッパーにかけて、チッパーでそれをそのまま入れちゃうと

やはり分解するときに土中の成分を吸っちゃうもので、寝かせて１年とかかけて腐敗、発酵

乾燥をさせてからやらないといけないものを、ＥＲＳを通して処理をするというとやはり時

間の短縮と成分の問題でこれが堆肥活用、土づくりにも生かせると。 

  それと、さっき言った台風のときの打ち上げ海藻の処理が、これは普通に積んでおいたら

臭気も大変なものをそこで処理をしたらという想像が膨らむもので、ぜひ提案もしてこれが

活用できるかどうか、そうすることによって、南伊豆町の中でのいわゆる農業や農地を活性

化する上での大きな展望が出てくるんじゃないかというふうに思います。 

  あわせて、このＥＲＳ、株式会社ＪＥＴが設置して実証実験のために設置していますけれ

ども、仮に導入した場合の、どのぐらい費用負担シミュレーションは、導入コストやランニ

ングコストはそうした点は先方に問合せをしているのか、検討されているのか、その点をお

答えしていただけますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  これらＥＲＳに係る導入シミュレーション、導入コスト、ランニングコストについては、

株式会社ＪＥＴの実証実験が完了した段階で事業者から提案が示されるものと考えておりま

す。 

  先般、西伊豆町議会の視察の際にも議員の皆様から同様の質問がなされておりましたが、

事業者からは試験中であるため今はお答えができないとの回答でありました。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） 承知しました。実証実験を期待しながら、先ほど項目でも挙げまし

た、剪定枝・刈り草・打ち上げ海藻・伐採竹林・常緑広葉樹は、もちろんこれをカットして

チップにして、ＪＥＴのホームページではこうした一般廃棄物もそうなんですが、熱利用と

して発電のユニットを取り付けることもできるということがありましたが、こうした点に関

しては打診はされているんですか。 

○議長（谷  正君） 町長。 
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〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  そういうお話もいただいております。でも私のほうとしては、それは次の段階だと。まず

はその回収してきた一般廃棄物、それから剪定枝等の処理、それから後利用、そういうこと

がまず第一段階で、次のステップが発電につながればというところでお話をさせてもらって

います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） 今、実証実験の段階ということであれなんですけれども、こう話を

してくると一般廃棄物で、今緑の指定袋で回収してやったものというのが、今まではごみを

やっつけるというか処理するというか、こうところが、有効な燃料とか資源になる。そうす

ると認識が、かつてはもう21年前ですか、一般廃棄物の焼却場の焼却残渣をどうするか、今

は群馬県のほうに持っていっていますけれども、管理型処分場で密閉式でやろうかどうかと

いう大きな波がありました。 

  ところが、水分を飛ばして乾燥させて有効に燃焼できる、そして発電もできるとなったら

今までの形の焼却場って必要なくはないですか。そこで発電して電気を起こせるようになっ

ちゃえば、いわゆるやっつける形のごみ処理場というのは要らないことにならないですか。

どうですか、町長。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  構想というか、いろいろ考えるとそういうのも要らないんじゃないかとかというところも

ひとつ考えとしては出るかと思いますけれども、今の現在実際的に考えると、やっぱり焼却

はなくてはならないのかなというところです。 

  発電も、今回のＥＲＳの実証実験の中で発電がもしできるとしたときに、その発電のいろ

いろな設備、それからランニングコストを考えて発電量がどのくらいあるのか、金額にして

どれぐらいなのか。私も言われたのは、その施設の中の電力は賄えるというので、そのぐら

いだけのために発電の投資をしていいのかというところも、それもこれから考えていかなく

てはいけないと思いますので、その辺のところは今後の進み具合でいろいろと判断していき
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たいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 横嶋議員。 

〔１１番 横嶋隆二君登壇〕 

○１１番（横嶋隆二君） ごみ処理場の事業とこう一緒にやっちゃうと、首長ですから支障が

出ちゃうんであれですけれども、率直な何か疑問で、そういう必要ないんじゃないかなと思

ってしまうので。 

  最後、再生エネルギーと資源循環のまちづくり。 

  これに関しては冒頭の経済、現状の中で、電気の高騰の問題、電気料の問題ありましたけ

れども、ＥＲＳのプラントがあって、目にしたり、このＪＥＴのホームページを見たりする

中で、こうしたものを通じてやれば、発電も実際に今１市３町で計画しているごみ処理場の

熱利用に関しては、燃焼してもいわゆるそれほど発電量は見込めないということは実際に言

われて、これは組合の趣旨目的からしてもこれはおかしいじゃないかという意見を言ったこ

と、１月に言いましたけれども。まず、現状としては燃焼して発電をする。熱利用でまた温

室とか農業利用とかその他の利用ができればあれですけれども、電気を起こすことができれ

ば、地域エネルギーをつくることができるんではないかと。 

  今、風力発電とメガソーラーが稼働しておりますが、大手企業やあるいは外資の問題で売

電事業でやっていますから、ここが地元で使えるというわけではありませんけれども、ＥＲ

Ｓとか生活ごみ、事業系ごみで、ＥＲＳでこのごみが燃料という資源になればこれをやるこ

とで農地の土づくりやハウス暖房。 

  そしてもう漁業の点では南伊豆町では石廊崎沿岸、黒潮に近いところで漁業が盛んですが、

しかし、黒潮の蛇行等々の影響で沿岸漁業が大変な状況にあります。こうした中でも大瀬、

本瀬ですね、栽培漁業センターがあって、はるか内陸、海がない私の故郷の栃木県のもっと

更奥でここの本瀬の漁業センターの技術を、更奥って、のところでフグの養殖とかやってい

るんですよ。そしたら、こんな近くにあって、陸上養殖、今、アワビでさえ絶滅危惧種にな

っている、これをこうした熱利用しながら陸上養殖をしたら、安定的にここのブランドを引

き継いでいけるんじゃないかと。 

  地球環境が戻ってくれば、やがてカジメとかなんかも戻ってくる。そういうことを展望し

ながら陸上養殖の可能性も出てくるとか、この間バイオマス発電とか議会でいろいろ担当者

悩ませてきましたけれども、もうほぼデータ見る限り、権利譲渡繰り返してもう終わってい
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るんじゃないかと、そういう言い方も難しいんじゃないかと思いますけれども、逆に今のこ

のＥＲＳ、こういうことを通じて自分たちですだ椎の広葉樹の山、団栗をうんと育ち過ぎた、

薪炭林から放置された山を計画的に伐採してやったら循環エネルギーをつくり出すことがで

きる。しかも、剪定枝等々はもう毎年のように計画的にいえばこれを堆肥等々にもできるわ

けですから、これで地産地消のまちづくり、こうしたものが展望できるんじゃないかと。 

  青市の野辺にも縦貫道残土を使って畑地転用進められ計画されておりますけれども、こう

した点、まず①の質問でもう時間残り少ないですけれども、今ある風力発電とかメガソーラ

ーで住民生活どういう状況があるか、特になければ別にいいんですよ、なければ。こうした

点も、外資であっても南伊豆町が再生エネルギーの町として大きく打ち出して、将来にわた

ってそうしたことを自らのエネルギー地産地消もすることを展望できるんではないかという

ふうに思いますが、この点ご答弁いただけますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  町内で稼働する再生可能エネルギー発電については全て民間事業であるため、個々の財務

実績などについては町としては掌握しておりませんが、一律の規制条例等の制定においては、

健全な経済活動にもブレーキをかけてしまいかねないという側面もありますので、特段の規

制制度等も設けておりません。 

  太陽光などにおいては、規模の大・小もあり全件把握もしておりませんが、現在大瀬エリ

アで稼働中の風力発電施設と太陽光発電施設については規模も大きく、土地利用委員会案件

相当として取扱っておりますので、この２件についてご報告をさせていただきます。 

  風力発電については、電源開発株式会社が運営するもので、地上高で約120メートル、出

力2,000キロワットの風力発電機が17機稼働する３万4,000キロワット級の発電施設でありま

す。 

  2010年10月から売電を開始し、既に13年が経過しており一部改修もされておりますが、稼

働当初においては、音、低周波などに関する苦情、問合せが町に対してもございましたが、

現在は全くありません。 

  太陽光発電については、明日パワーワン合同会社が運営するもので、開発面積が約49ヘク

タール、その25％程度を緑化スペースなどとして残し、２万2,000キロワット級の発電施設

で、一昨年９月に売電を開始いたしましたが、特段の苦情などは受けておりません。 
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  なお、現時点においてでありますが、手石・小稲エリアにおいて静岡県に対し、１万

7,000キロワット級の太陽光発電施設許認可申請手続が行われており、地区住民に対する説

明会は既に完了していると聞いております。 

  また、かつては本町経済の屋台骨を支えていた新炭産業がプロパンガスなど新たなエネル

ギーの普及に押され、それまで定期的に伐採されていた山林の広葉樹は放置状態となってか

ら60年以上が過ぎようとしております。このことについては、地域資源の未活用、伐期を過

ぎた大木からなる山林や土壌に「はらむ」災害の危険性に加えて、荒廃山林が獣害の温床と

なる可能性など、様々な角度から問題視され、平成22年度には、「緑の分権改革推進調査研

究事業」が実施されました。 

  このような中で、平成30年度には「町再生可能エネルギー農山村活性化協議会」が設置さ

れ、「未利用である広葉樹を電気に変えて有効活用できないか」などの検証が続けられてき

たところであります。 

  この中で、課題として常に俎上に上がってきたのが、規模感と採算性でありますが、チッ

プなど木質エネルギーを取り扱う場合を例に挙げれば、年に300日以上、１日40トンから50

トン程度を20年間供給することができないと、採算が取れないとされております。 

  同協議会においては、本町には約8,000ヘクタールの山林があり、１日40トンで90年間切

り続けることが可能な広葉樹の賦存量が確認されており、バイオマス発電やＥＲＳの活用な

ども含め、有効な手法を検討しているところであります。 

  このようなことから、ＥＲＳの実証実験などを踏まえた中で、事業者からの提案をもって、

１次産業への利活用に係る展望など、その可能性に期待を持って取り組んでまいりたいと考

えております。 

  バイオマス発電も含めまして、エネルギーの地産地消、これは、町では重要な施策として

捉えておりますので、今後、今、発電事業者、それから電力会社の皆さんといろいろ検討し

ておるんですけれども、なかなか簡単にはいかないということですけれども、引き続き、エ

ネルギーの地産地消を進めることによって、地域住民がいざというときに電気のない生活が

ないような、そういう町の環境をつくりたいというふうに考えております。 

  また、陸上養殖についても大変すばらしい、今、お話だったと思いますので、なかなか全

国的にも進んでいるので、うちは遅れてしまっている状況ですけれども、また今後、議員か

らもいろんなご提案いただければと思います。 

  以上です。 
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○議長（谷  正君） これで、横嶋隆二君の質問を終わります。 

  ここで昼食のため、午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時３８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 黒 田 利貴男 君 

○議長（谷  正君） １番議員、黒田利貴男君の質問を許可します。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） 午後１番目の質問ということで、通告に従いまして質問させていた

だきます。 

  まず、自分の質問は、自然環境保全への取組、それと農地の集約化、効率化についてと、

鳥獣害総合対策についてという３つの質問をさせていただきます。 

  まず、最初の質問ですけれども、自然環境保全への取組ということで、「いのちの水」と

いう言葉が大きな話題を集めました。一くくりに水と言えますが、その中には地下水と表流

水など様々な水があります。 

  一番大切なのは森の保水力を高めること。森や里に降った雨が森の中の沢を通り、川とな

り、海に微生物が分解した栄養素を運んできます。藻場の再生事業も大切なことですが、こ

れは森の再生とイコールでなければいけないことと承知していることと思います。その過程

に、里山を本来の姿に戻すことも必要で、山を後退させ、里を元に戻すことです。 

  森の水源涵養は、今はどこも人の手が入らず、雨が降ると地表に落ちる水が減少していま

す。その原因が関節蒸発と言われるものです。関節蒸発は、森の木の葉や樹幹に雨水がたま

り地表までたどり着けず、そこで蒸発することを言います。そのことが最近の気候変動と相

まって自然災害の原因とも言われています。地表や草木に落ちたものは蒸散されます。こち

らは本来の姿です。関節蒸発する量が多くなり、保水力が低下してしまいます。他方で、森
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は二酸化炭素の貯蔵庫とも言われています。今、多くのところで二酸化炭素の排出量の削減

等々言われていますけれども、やはり二酸化炭素の吸収量、これを増やしていく、そのこと

も一つ大事なことではないでしょうか。 

  人が一生の間に排出する二酸化炭素の量は木６本分と言われています。つまり、生まれた

ときに６本の木を植えれば、その人の一生分の二酸化炭素、吸収、貯蔵されるわけです。 

  現在の森は木が大きくなりすぎ、森の中に落ち葉がなくなり、保水力の低下、二酸化炭素

の吸収量の低下など、様々な問題が発生しています。そのようなことから、現在の森の健康

状態は不良ということになります。 

  ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標の中には、二酸化炭素の排出抑制であるとか、海を守るな

どもあります。循環型社会の創出のために取り組まなければ、本来のふるさと、子供たちの

ために残すべきものが残せなくなります。 

  町として、自然環境保全のために現在取り組んでいること、それと、森を育てることが海

を守るということへの認識、それと、漁協、ＮＰＯ法人などが取り組む漁師の森づくりプロ

ジェクトへの協力体制、そのようなところがどのようになっているかお聞き、お願いしたい

と思います。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、森林は巨木化が進行し、常緑広葉樹の賦存量も多いことなどから、表土

の保水力低下や二酸化炭素の吸収量の低下なども危惧されており、特に森林保水力低下は大

規模災害にもつながるリスクが高く、その対策が急がれるところであります。 

  また、通常の森林整備の考え方としては、人工林の整備が中心となっている現状からも、

町内の約８割を占める天然林の早急な整備が求められていると認識しております。 

  このため、天然林の早期整備が自然環境の保全に極めて重要であることから、静岡県の森

の力再生事業などに加え、森林環境譲与税を活用した森林整備に取り組みながら、落葉広葉

樹への転換を図りたいと考えております。 

  これら森林整備の推進に向けては、一朝一夕とはまいりませんが、実施面積の拡大など継

続的な整備に努めつつ、持続可能な循環型社会の創出に取り組んでまいります。 

  近年において、サザエ、アワビ、イセエビなどの餌となる海藻の著しい減少や、磯焼けな

どの現象が顕著であり、本町の特産品ということからも、極めて深刻な状況にあると認識し
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ております。 

  これらは、黒潮の大蛇行といった気候変動の影響もあるとされておりますが、その因果関

係は立証されているわけでもありませんが、ご指摘にもありました森林機能の低下による海

への影響などもその要因の一つであると考えております。 

  このため、先ほども答弁いたしましたとおり、森を再生することが海の再生につながると

いう認識には変わりはありません。 

  漁師の森プロジェクトは、ＮＰＯ法人伊豆未来塾が運営を行い、苗木の調達や植樹指導は

林業事業体が担当し、伊豆漁協や漁師の方々、一般の参加者との協働により植樹が行われ、

資金面では公益財団法人の助成金を活用しているものと認識しております。 

  また、ＮＰＯ法人の活動は単に植樹のみに限らず、事前での講習会など通じてその活動の

重要性を説き、参加者がこれら取組の意義などを広く理解していただく効果的な事業展開を

されており、参加者においては、町内外の小学生も参加するなど、未来に向かった森林環境

教育の場として大きな役割を担っていると認識しております。 

  本町ではこれまで、植樹の場所として町有林を提供したほか、私自身も参加し、ご挨拶を

させていただいたところでありますが、今後においても、当該事業が効果的に展開されるよ

う支援してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） ありがとうございます。 

  海を守る、そのために森を育てる。現在のこの町内の森林環境、先ほどの同僚議員の質問

にもありましたけれども、すだ椎がかなり大径木化している、それをエネルギーとして変え

ていくという質問もあったんですけれども、なかなかこれだけ大きくなってくると様々なこ

とに余計な負荷がかかってくる。今まで手をかけてこれなかったという部分があります。 

  その原因の一つとなるのが利用価値がなかったと。その昔は薪炭材として活用されてきた

ものが一切お金にならなくなってきている。転換する事業、そういったものも生まれてこず

に、現在の森の状況ということになっているんだと思うんですけれども、どのように活用す

るかというところが、今、一番問題であるというふうに私は認識をしています。 

  その中で、先ほど町長の答弁にもあった森林環境譲与税であるとか、県の森づくり再生事

業、そういったものを活用する、それは確かにそうなんですけれども、その切った後の材を
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どのように利用していくのか、また、それをエネルギーとして活用していくのか、資源の活

用方法、そういったところがどうなっているのかというところをお聞かせ願えればと思いま

す。 

○議長（谷  正君） 地域整備課長。 

○地域整備課長（飯田満寿雄君） お答えいたします。 

  本年度、森林整備のための計画を策定させていただきまして、来年度以降、環境譲与税を

使った中で整備をしていくというような形で進んでいきたいというふうに考えておりますが、

先ほどから申されている切った木の始末、こちらのほうなんですが、大径木というか曲がっ

たような木があるんですが、そちらのほうは要木と言って残したほうがいいよというような

ことが言われておりまして、それはなぜかというと、その木を切ったことによって土砂が流

出するというような木になっておるので、そういった木は切らないで、残して整備していく

というようなことなんですが、そうしたときに、うちのほうは急峻な山でございますので、

切った木は柵工と言って土が流れないような形で制御をするものがあるんですけれども、そ

ういった木にまずは使って、だんだんと広めていきたいということで考えております。 

  また、その未利用な木材については、ちょっと私どもとは違うところで考えてございます

ので、また、そちらのほうで回答させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 企画課長。 

○企画課長（菰田一郎君） お答えいたします。 

  切った木の電気に変えて活用するということに関しましては、平成30年度に立ち上げまし

たバイオマス農山村活性化協議会で協議を続けているところでございます。古くは平成22～

23年の緑の分権改革のときから机上での調査は続けておりますし、また、部分調査は続けて

おりますので、１ヘクタールに400トン程度の広葉樹ということで、賦存量は十分ございま

して、ただ、現状がどうしても事業者さんたちにお話をすると、１日４トン程度が限界だと

いうことで、これが１日40トン、80トンをどういう形で集めるかということで、これまで地

域内での林業力に頼ろうということでやってきましたけれども、今後につきましては、少し

外にも目を向けて外からの力もお借りしないと、基本的に５年話を続けてきた中で、地域で

はちょっと集められないということがありましたので、集めればバイオガスのほうはいろい

ろ調整大変ですけれども、バイオマス、要は単純に燃やして発電するほうも再生可能エネル

ギー扱いですので、そちらであれば、本当に集められればできるということですので、外か
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らの力も少し探ってみたいということで今、調査をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） 活用するについての説明はよく分かりました。 

  まず、その南伊豆の山、急峻の山が多いと、そういった中で、やはり車両が入れるような

林道整備も一緒に兼ねてやっていかないとなかなか、人が森に関わっていくことが難しくな

ってくるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 地域整備課長。 

○地域整備課長（飯田満寿雄君） お答えいたします。 

  先ほどの環境譲与税、こちらのほうでも作業道のほうは作成できますので、そちらのほう

活用した中で考えてございます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） ありがとうございます。 

  ぜひ、有効に活用していってもらいたい。それと、しっかりした整備をしながら山の奥ま

でしっかり手が届くような計画を立ててもらいたい。 

  それと、環境学習、漁師の森づくりプロジェクト、これ環境学習に特化しているよという

話なんですけれども、今年２月に伊豆ユネスコクラブのフィールドを使って、椚の植林事業

がございました。３月にもう一回ございます。 

  その中でもやはり、子供たちが、多くの子供がまず１回目のときも集まっていますし、２

回目のときは100名以上の募集をかけて行う予定でいるんですが、なかなか漁協さんがかな

り力を入れてくれているんですが、町の姿が見えないよと、環境学習を幾ら進めようと思っ

ても町の姿が見えないよという声が多いんですが、そこら辺はどうでしょうか。 

○議長（谷  正君） どちら様ですか。 

  副町長。 

〔副町長 橋本元治君登壇〕 

○副町長（橋本元治君） 私のほうからお答えをさせていただきます。 

  もともと、先ほど町長の答弁にもありましたように、取っかかりといいますか、一番初め
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はＮＰＯさんのほうからお話があって、まず場所の世話をしてもらいたいというところから

入ってきました。ちょうどこれは、旧竹麻村の学校林のところもありましたので、そちらの

ほうを提供させていただいたということがあります。その中で、徐々に、徐々に、このＮＰ

Ｏさんもいろんな形の中で、子供さんたくさん入れてこようとかというふうな形で、そのプ

ロジェクト自体もだんだん広範囲に広がっているというところがあろうかと思います。 

  そもそも、主催が町ではないというところがありますので、なかなか入りにくいというと

ころがありますけれども、先ほど来、町長の答弁にもありましたように、協力できることは

しっかりと協力をしていきたいということでございますので、これからまた、教育委員会も

含めて、その対応が可能であればぜひ協力をしていきたいということでございます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） ありがとうございます。 

  できるだけ子供たちに伝えていく必要もあろうかと思いますんで、教育委員会さんのほう

でもぜひご協力をいただければと思いますんで、よろしくお願いします。 

  次の質問にいきます。 

  農地の集約化と効率化について。 

  町内青市地区で伊豆縦貫道下田河津区間建設残土を利用した農地の集約化、効率化が昨年

本会議にも、この議会にも提出され、承認されたところです。２年ほど前の2021年頃だった

と思いますが、南上地区内において同じような案件があったと記憶しています。町内を見回

してみると、荒れた荒廃地や遊休農地がかなり目につくようになりました。そのような場所

を埋め立て、田んぼから畑に転換していく必要があります。現在の食料供給の基盤である優

良農地の確保を図りながら、農業上の利用に支障の少ない農地に誘導していくためにも、農

地の集約化は必要と考えます。 

  2021年７月３日の熱海市土石流災害により、宅地造成等規制法の一部を改正する法律（盛

土規制法）が令和５年５月26日から施行されます。これは、人的被害の防止、盛土等の安全

性の確保、責任の明確化、実効性のある罰則などが改正の概要です。現在、改正法施行への

移行期間ではありますが、改正法にのっとった形への書類整備などが進んでいます。 

  町内で新規就農、または就農者に生産性の効率を図ってもらうためには、農地の集約化は

必要不可欠です。法改正前にできた平面の農地で柑橘栽培に取り組む若い世代もいます。山
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の勾配の強い土地では収穫も一苦労ですが、平たんな場所で車が入る農地であれば作業効率

も上がり、収穫量も増えてきます。農地の地権者も、１か所平たんな農地ができると自分の

ところもという声が多く上がってきています。 

  そのようなことから、まず農地の集約化の考え、２つ目として食料供給の基盤である優良

農地の確保対策についてお伺いいたします。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  農地の集約化に向けては、関係法令などに基づく中で、農地等の利用の最適化の推進に取

り組んでいるところであります。 

  農地等の利用の最適化では、担い手への農地利用の集積・集約化、荒廃農地の発生防止・

解消、新規参入の促進などとされており、地域計画の策定が求められております。 

  この地域計画においては、ご指摘もありました農地の集約化は不可欠であり、集約化が生

産量の向上、農家所得の向上、未来に向かっての農地保全や農地維持につながるものであり

ます。 

  現在、本町農業委員会においては、農地が比較的まとまっている竹麻地区、南中地区、南

上地区の農地所有者に対して、今後の農地活用についての意向調査を実施しておりますが、

これらは今後集約化の施策の参考とさせていただくものであります。 

  また、耕作放棄地は担い手不在や高齢化が主な要因とされる中で、営農上における条件不

利という要因も排除できません。 

  今後もこれらを解消するための基盤整備事業なども視野に入れ、持続可能な農業生産活動

が展開できるよう取り組んでまいります。 

  また、農地は農業生産において最も基礎的な資源であるため、優良な農地は良好な状態で

維持・保全し、有効活用することが極めて重要であります。 

  また、一団のまとまりがある農地や基盤整備を実施した農地などは、優良農地として良好

な営農条件を備えているものと認識しておりますが、現状において耕作放棄地なども散見さ

れております。 

  このような中、青市の野辺において、伊豆縦貫自動車道の工事発生土を活用した基盤整備

事業が進められており、これら優良農地の確保をもって、生産性の向上や担い手不足の解消

などにも期待が寄せられております。 
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  また、これら優良農地確保の取組をもって、規模の大きな農業法人の参入なども見込まれ

ることから、長期的な展望の下、農業生産活動が持続可能な体制整備にも取り組んでまいり

たいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） ありがとうございます。 

  生産性を上げることによって食料自給率を上げる、そのことが地産地消にもつながってい

きながら、何かあったとき、要は災害時等においてでも食料供給が十分に行っていくことが

できる体制が組むことができてくるんじゃないかというふうに、自分は思っているんですけ

れども、町長の考えはどうでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  午前中の議員さんの質問にもお答えしましたとおり、エネルギーも含めて、食料も地産地

消というのは大変重要と考えております。その中でやはり、生産者、農業担い手がいらっし

ゃらないということは大変大きな問題ですので、これは、農業をするフィールド、いわゆる

耕作放棄地は多く見られますので、そこを活用していただけるまず人材というのも大変重要

かと思います。 

  今、ＮＰＯ法人湯の花、道の駅の湯の花の皆さんが、やはりこれからの高齢化に向けて、

生産者の減少というのを危惧されております。その中で、新たな生産者を確保しようという

努力もされているというふうに伺っておりますので、そういう方たちにも協力できることは

させていただいたり、町のほうとしても、新規就農者の確保にも、これから力を入れて努め

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） ありがとうございます。 

  様々な事案が考えられますけれども、やはり効率化、集約化されていると、そこに新規就

農者、または現在就農行っている若い世代が集まりやすくなってくると、みんなで共同で行
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えるようになってくると、農業法人化、そういった方向へと進んでいけばさらにいい方向へ

向かっていく、そのように思っていますんで、これからまだ様々な法律の関係もございまし

ょうけれども、よろしくお願いいたします。 

  次の質問にまいります。 

  鳥獣害総合対策についてということで、一般質問でも何回も自分、やっていることなんで

すけれども、鳥獣害対策は被害の管理、生息地の管理、個体数の管理であるという話を何回

も行っています。被害の管理は、被害を軽減またはなくすことを言います。生息地の管理は、

本来生息地である森の再生や里の荒廃地の管理など、個体数の管理は、捕獲することで生息

数を適正にすることです。 

  昨年９月にロケット花火を使った猿の追い払いが新聞にも掲載されたわけですが、これは

被害の管理の中でも大きな役割を果たすものです。野生動物に対し、里は人の住む場所であ

ることを学習させるために少し怖い思いをしてもらう、そのためのアイテムとして活用する。

反面、生息地の管理がなされていないと、森に帰しても食べ物がないためにまた里に出てき

て畑を荒らしてしまう、だからこそ個体数管理、生息地管理、被害の管理を面的に行う必要

があります。 

  そのようなことから、ロケット花火を使った追い払いというのを町民の反応と、効果と検

証についてということと、今後の鳥獣害対策を進める上での総合対策についてお伺いをした

いと思います。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  本年度において、野猿による農作物被害の報告が数多く寄せられており、猿対策に効果的

とされるロケット花火を使った追い払いに取り組んだところであります。 

  ご承知のとおり、猿については捕獲が非常に困難であり、見かけたらとにかく追い払う、

それも１人で追い払うのではなく、地域の方々も含めた集落単位で追い払うことが効果的と

されております。 

  また、これら集落単位での活動においては、数多くのロケット花火発射器具が必要となり

ますが、幸いにも、器具に必要な材料の提供を町内水道工事店が無償で対応していただいた

ことから、これまで373セットを作成し、各地区の皆様に配布したところであります。 

  これら集落での取組においては、発射器具の数量はまだまだ不足しておりますが、お困り
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の皆様が個々に発射器具を作成し、近所の方々に配布するといった活動も見られましたので、

その波及効果に期待をしているところであります。 

  効果検証については、現段階では断定できておりませんが、町民の関心は確実に高まって

おり、追い払いの機運が高まることで所定の効果はあったものと認識しております。 

  地方の小規模自治体においては、人口減少や急激な過疎化などに伴う生活環境の変化に加

え、荒廃森林や耕作放棄地の拡大に起因する鳥獣被害は増加の一途をたどり、効果的とされ

る対策はやり尽くした感があります。 

  このような現状を踏まえ、捕獲による個体数の削減も重要と考えますが、一方で、集落、

あるいは地域単位において、守る、寄せつけない、追い払うという広域的な行動も重要であ

ると考えております。 

  このため、令和５年度においては、集落・地域で対策を講じるための施策について予算化

をしたところでありますが、守るというキーワードにおいては、有害獣の行動を正しく学ぶ

ための講習会の実施を予定したほか、防除柵等の適正なる設置に対するアドバイザーの派遣

事業も予定しております。 

  次に、寄せつけないでありますが、効果的な鳥獣緩衝帯の整備や鳥獣等を誘引する不要果

樹の伐採事業なども予定し、追い払うについては、先ほどの答弁にもありましたロケット花

火による追い払いを引き続き支援してまいりたいと考えます。 

  いずれにいたしましても、人々が居住する周辺環境の整備促進が有害獣の出没に最も効果

的とされておりますので、荒廃森林や耕作放棄地の解消と併せて、引き続き、個体の捕獲に

も努め、地域全体での実用性の高い効果的な施策を展開してまいりますので、町民の皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） ありがとうございます。 

  寄せつけないというのが一番大切なキーワードかなと思うんですけれども、その中でいつ

だったか、自分もこの下賀茂通りを車で走っていたときに、電線の上を猿が悠々と歩いてい

て、役場に用があって来たのかなと思いながら見ていたんですけれども、車の横を見たら、

放置果樹、柿が今年はすごくなったんです。それが熟していたから秋だと思います。そこの

柿を狙ってうろうろしていたと。 
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  やっぱりこれ、どこの集落行っても同じように放置果樹がある。それと、こういう下賀茂

のように、住宅が密集していると人を恐れない、一番彼らにしてみると追い払いをされない

んで、安心して出てこられる場所、そのようになってしまっている。そこに餌があるからな

おさら出てくる。何かすごく悪循環になっているなと思ったんですが、全員協のときに、放

置果樹の伐採等が入っていたんで、少し安心をしたところです。 

  下田市と今一緒に、事業、その鳥獣害対策の講習、井上先生を呼んでやっているわけです。

その中で、100歳まで楽しい農作業というのを提唱しているのがこの井上先生で、先生と言

うと、この人は京大の農学博士なんですが、先生と言うと罰金を取るという結構変わってい

る先生で、自分たちが呼ぶときには、まさ姉と呼ばなければならない、自分でそのように言

ってＮＨＫにも出たりなんかしているんですけれども、その先生の書いている本の中に「女

性がやればずんずん進む鳥獣害」という本がございます。これは実際に島根県美郷町のほう

で井上先生がそれを実践して、そして、鳥獣害が全く出ない町、それをつくり上げたんです。

その一番の原動力は地域のおばあさん、お母さん、女性たちがそれをつくり上げたわけです。 

  その井上先生の確実に防げる鳥獣害の講習を今、下田と南伊豆町が共同で講習を受けてい

るわけです。その先生の講習の率直な感想、そういったものが聞かせてもらえるといいかな

と思って、これ担当課長のほうがいいかなと思うんで、お願いします。 

○議長（谷  正君） 地域整備課長。 

○地域整備課長（飯田満寿雄君） お答えいたします。 

  その当時、100歳までできる農業ということで提唱されておられたみたいなんですが、今

現在はその方々も大分ご高齢になって、今現在は120までできる農業ということでやってお

るみたいです。 

  そうした中で、私が、２月16日第２回の講話会がありました。その中で感じたことは、草

刈りの関係なんですけれども、９月以降に刈られると今の時期になるともう新芽が出てきて、

それが鹿の餌になるよということでした。 

  そうした中で、女性の方がうちにいて、旦那さんに９月とか11月、うちのほう11月になる

と祭りが始まるのでどうしてもきれいにしたいということになってこようかと思うんですが、

そうしたときに刈ってしまうと鹿の餌になってしまうということで、それはよしたほうがい

いよというような話を伺ったところです。 

  それと、その中でやはり、緩衝帯ですとか、不要果樹の剪定、こちらのほうは非常に大切

だなというふうに感じておるところです。また、地区で取り組むことがやはり一番肝要かな
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というふうに考えております。 

  また、先ほど議員がおっしゃったように、山に戻せばいい、でも山の中にはもう下草が生

えていないので餌がないよということなものですから、先ほども申したように、森林環境譲

与税を使った中で、うちのほうは常緑の広葉樹が多ございます。なので、日が当たるような

形で、落葉の広葉樹を植栽して山の改善に努めて、獣害が山の中でも餌があるような関係を

つくっていければなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 黒田議員。 

〔１番 黒田利貴男君登壇〕 

○１番（黒田利貴男君） ありがとうございます。 

  今、地域整備課長が言ったことは、これ地域住民の皆さんに、さっき町長の答弁にもあっ

たとおり、お願いをしていかなければならない、そこをこれからも役場のホームページなり

広報紙なりにおいて説明をしながら、町民の皆さんの理解を得て進めていく、そういった必

要があろうかと思います。 

  どうか、今後も森林整備と鳥獣害対策、これを進めていってもらいたいと思います。 

  これで私の質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（谷  正君） 黒田利貴男君の質問を終わります。 

  ここで13時50分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 比野下 文 男 君 

○議長（谷  正君） ３番議員、比野下文男君の質問を許可します。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 
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○３番（比野下文男君） ３番、比野下です。よろしくお願いします。 

  マスクを外させていただきます。 

  まず、一般質問の前に、冒頭、この場を借りてエールを送りたい方がいらっしゃいますの

で、ご理解とお許しをお願いします。 

  新年度には４年に１度の統一選挙が４月に行われます。本町で元同僚議員が県議選への立

候補を予定されております。時代を切り開いてくれる人物だと私は期待しております。 

  それでは、一般質問に入らせていただきます。 

  岡部町長の公約と６年目へのビジョンについてです。 

  １つ目は、コロナ対策、町内経済復興対策等の政策の実行について伺います。 

  新型コロナウイルス感染は既に３年を経過いたしました。昨年後半より国・県による観光、

飲食業等々の支援並びに規制緩和は大きく変化し、回復へ日が差しつつありますが、町内は

依然厳しい状況ではないでしょうか。 

  昨年、今後の景気動向についての質問を町長にいたしました。町長は政策の１つであるウ

ィズコロナ期の感染予防対策及び町の経済対策、ポストコロナ期の町内経済復興対策を中心

に政策展開していくとともに、町民が何を望み、行政が何をすべきかそれを見極め、効率性、

有効性、緊急性の視点を踏まえ、施策の実行に努めてまいりますとの答弁でした。 

  公約であった政策はおのおのの視点から踏まえ、実現に向けて施策はどのように進めてき

たのか、町長、具体的に説明をお願いいたします。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） まず、感染予防対策についてお答えをいたします。 

  感染予防対策についてはワクチン接種を最優先施策とし、所管課のみならず、全庁的な相

互協力体制の下で取り組み、賀茂医師会を核として町内の各医療機関に加え、町内在住の看

護師の方々にもご協力をいただき、令和３年５月10日から１回目の集団接種を開始いたしま

した。 

  当初においては、ワクチン接種に伴う予約時の混乱などから多くの苦情もいただいたとこ

ろでありますが、オンライン予約の導入、予約日方式への転換を経て、順調な接種体制が構

築できたと認識をしております。 

  ワクチン接種状況については２月５日現在で、３回目接種者数は6,242人、接種率は全人

口に対し79.94％、オミクロン株対応ワクチンの接種者数は4,719人、接種率は60.44％とな
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っており、これら接種と並行して、基本的な感染対策であるマスクの着用、手洗いの徹底、

３密の回避などについても広く周知に努めたところであります。 

  また、政府においては５月８日から、新型コロナウイルスの感染症法上の分類を季節性イ

ンフルエンザと同様の５類に引き下げることを決定し、医療や社会生活に関する制限措置の

緩和など、具体的な検討が進められておりますので、今後も国・県が発信する情報に注視し、

的確に対応してまいりたいと考えております。 

  引き続き、経済対策についてお答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、長期間にわたり、町内経済に暗い影を落として

まいりました。 

  国・県においても様々な経済対策を打ち出し、その対応に努めていただきましたが、当町

においても、基幹産業である観光関連事業者への支援策として、アフターコロナにおける誘

客強化に向けた施策として、伊勢海老まつりやみなみの桜と菜の花まつりの時期に合わせた

宿泊割引キャンペーンによる誘客促進事業を５回、また、広範囲で町内消費拡大の底上げ策

としてプレミアム付商品券事業についても５回実施してまいりました。 

  これら宿泊割引キャンペーンについては、受付直後に予約が埋まってしまうほどの人気を

博し、有効性の面では本町の認知度アップに大きく貢献したことはご承知のとおりでありま

すし、将来的な誘客にもつながる所定の事業効果は示されたものと自負しております。 

  また、プレミアム付商品券事業においては、緊急性を重視した中で、財源確保と発行手続

が整い次第、切れ目なく事業展開を図り、幅広く町内事業者にその効果が行き届くとともに、

町内消費に直結することから、効果性も効率性も高く、その経済波及効果は毎回１億円程度

に上るものであったと推測しております。 

  これら事業の執行においては、本町における主力産業団体でもある観光協会や商工会との

連携強化による取組でありましたが、各事業において深いご理解とご支援を賜りました。町

民の皆様に改めて感謝を申し上げる次第であります。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） ありがとうございました。 

  町長は、町内の経済対策に積極的に行われていたことは私も感じております。 

  しかし、高齢者はまだまだ、私は、ワクチンの接種、いろんな面で、経済の面、消極的で、
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私はそういうところがまだまだ行き渡っていないのではないでしょうかと、私は痛切してお

りました。 

  この件について、町長はどういうふうに思っておりますか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  ワクチンの接種につきましては、集団接種から今、個別接種となっておりますので、一人

一人、高齢者に限らず皆様、住民の方お一人お一人が接種に取り組んでいただくよう、今後

も町としても推奨をしていきたい、このように思っております。 

  また、経済対策は特に高齢者に限ることなく、全住民に対して経済対策というのは重要で

あると思います。高齢者の方もプレミアム付商品券については大変、私も称賛の声をいただ

いているところですので、やはり頂けるものは限りなく欲しいかと思いますけれども、限り

ある財源の中ですので、その辺のところはご理解いただきたいなと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） いろいろとありがとうございました。 

  やはりこういう有効な意味をこれからもぜひ、町長は発信していただきたいと思います。 

  行政側も当然、職員を含め周知徹底して行動されたと思いますが、町長として職員の行動

関係はどうだったんですか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  まずは、コロナ関係ですけれども、担当の健康増進課をはじめ、庁内一体となってワクチ

ン接種に取り組んだというところは、本当に私は、うちの職員に限らず、各市町の職員、県

の職員の方たちは大変苦労をされた、また、成果を上げたというふうに私は思っております。 

  毎年毎年の日々の決まった業務がある中で、この異例なワクチン接種ですとか、当初は接

種者の把握から県への報告等、様々な業務がありまして、その接種が終わった後に日々の仕

事を、業務をこなすということで、深夜になる職員も、日が変わって家に帰るという職員も

多数おりました。こういうことを思い出しますと、大変、私はうちの職員頑張ったなと、み
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んな頑張ったなというふうに思います。 

  全庁的にみんなが協力してくれたということは、これは正直住民の皆様には届いていない

と思いますけれども、これは本当にそれだけやったということはご理解いただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） ご理解いたしました。ありがとうございます。 

  次に、２番目として、地区懇談会の開催をお願いしたいということで、２番目つくりまし

た。 

  町長に再三申し上げておりますが、就任当初より町民ファーストをメインに、町民に寄り

添い、町民は何を望み、活気あるまちづくりをどのように進めていくか、共に汗をかき、町

民全員で考えていこうではとの公約ではありませんでしたか。 

  私は質問のたびに、町民との町政懇談会を各地区に出向き、ぜひ開催してほしいと何度も

懇願してまいりました。しかし、一向にその気配はなく、意見交換の要望があれば執務に支

障のない限り、庁舎内でグループと会合を行い、町で会った方々数人とも意見交換している、

そういう答弁でした。 

  日々、経済は変化し、景気低迷は続く中、新型コロナ感染は長期を要しており、特に高齢

者の皆さんは日々の生活を必死に暮らし、互いに支え合い、頑張っております。なぜ、寄り

添い、温かい手を差し伸べてやらないのですか、町長。町長が訪問することで皆さんは、町

内の状況、生の声を聞きたい、高齢者にとってこんなうれしいことはありません。 

  町長、それでも我が町の行政のトップですか。町長は広報みなみいずに逐次町の動向を掲

載していると常に申していらっしゃいます。全ての町民の方々があの小さい文字を読み、理

解しているとは私は思っておりません。町長が出向き、まちづくり事業を丁寧に説明し、そ

して、町民の声を反映させる、それが使命ではないでしょうか。懇談することで町長も地元

からの情報やヒントを得ることは、私は多々あると思います。 

  最近では、東伊豆町、河津町の首長さんらもスケジュールを組み、町政懇談会等々、地域

ごとに開催しております。なぜ、町長にはできないのですか。なぜ実行しようとしないので

すか、町長。そんなに多忙なんですか。それともこういうことは無駄でやらなくてもいいと

いうのですか。 
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  町長の真意をお伺いします。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  町民一体でのまちづくりを実現するためには、町民の皆様が日々の暮らしの中で思い、感

じる様々な事柄を忌憚なくご発言いただけるような場を提供することが大切だろうと考え、

町長就任の年、平成29年11月に、町長と未来を語ろうを立ち上げました。それから、既に５

年が経過いたしましたが、この間、延べで約30団体の皆様方と膝を突き合わせ、町民の生の

声を聞かせていただくことができました。そして、この形こそが町民ファーストにふさわし

い形の在り方ではないかと私は実感しているところであります。 

  ご指摘の地区懇談会など、地域ごとに集まっていただく形態については、町政運営におい

て極めて大きな政策の転換期となるような事案であるとか、政策面における重大な決断など

を町民の皆様に広くご説明させていただくような場合では必須であると考えておりますので、

その実施の有無に当たっては、町長である私がしっかりと判断してまいりたいと考えており

ます。 

  高齢者にとって、業務終了後の職員、町長、副町長、教育長をはじめ、各課局、室長を従

えて各皆さんの地区へ行くということは、逆に高齢者にとって夜間の外出等、なかなか参加

がいただけるのか分かりません。 

  今までも各地区の老人会の皆様とも未来を語ろう、それから、暮れには湊区の方たちとも

未来を語ろうというのをやらせていただきました。このような形で本当に、２人でも３人で

も集まればやれるというのが、いろいろと意見をいただく中でも、私も町政に参考になりま

すし、住民の方も大変忌憚なくご意見をいただけると思います。 

  各地区の公民館や体育館でやって、なかなか、10人、15人の中で発言するというのも発言

しにくいのかなというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） 私は町長に、町民が集まって夜やるとは言っていません。昼間でも

いいわけですよね、町長。 

  そして町長は、就任当初からお話を聞いていると大変スピーチが上手になりました。これ
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は私が褒めていいだか悪いだか。そういうふうに、やっぱり町民の皆さんは町長のお話を聞

きたいと、先ほどから何度も言っていますから、そういうあれです、私が懇願しているのは。 

  そういうことで、私はくどく言っています。ぜひ私はこれからもそういうふうなことを考

えていただきたいと思っております。 

  広報１月号に、町長の新年に向けての抱負が掲載されておりました。 

  皆さんご存じだと思いますが、この中に、今年はうさぎ年で年男とのこと。町長いわく、

文字どおり飛び跳ねまわってトップセールスを行い、国内全ては今までどおり海外とも親交

を深め、本町のすばらしさを伝え、南伊豆ファンになっていただけるようになれば南伊豆町

内安泰間違いなしと述べております。そうですよね、町長。 

  新年に向けて夢は大きく、希望は満ちた町長であると私は信じております。その実現に期

待しております。 

  しかし、それだけのエネルギーとフットワークがあるのならば、まずは我が南伊豆町民の

安泰ではないでしょうか。 

  ご承知のとおり、町長は南伊豆町民の皆さんから選ばれた町のトップです。それを十分認

識しての発言でしょうか。どうですか、お答えください。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  当然ですけれども、町のトップとして自分が何を最優先すべきかというところ、この新年

を迎えて、このアフターコロナ、先ほども議員の質問にもありました観光をはじめ様々な経

済の立て直しに向けて何をするかというところは、私は住民の皆様からは直接お話聞くこと

は大事と思いますが、それ以上に、私ができるトップセールスとして町の外へ出て、いかに

町の魅力を発信するかということが私は重要だと思っております。これは、担当の職員が行

ったりするよりは、町長として名刺を持っていくことが大変重要でございます。その成果も、

もう年明けて一月半ほどたったところですけれども、成果も出てきております。今までの活

動、行動の中でも想定もしないようなことに波及しているということも事実でございます。

その辺のところは、本当に国内外からの南伊豆ファンというのも十分できております。その

辺のところは今後、今年１年の様々な活動の中で皆様に逐一報告できることはしていきたい

と思いますし、自分でもそのいろいろなことを担当課の職員と話をしたりしていると、本当

にワクワクする、正直言ってその新年の広報の挨拶を、文章を考えるときはそんなにぴょん
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ぴょん飛び跳ねるほど多くのことはないのかなという思いはあったんですけれども、自分を

鼓舞する意味でもちょっと大げさめに書いたんですけれども、大分今年は面白い年になるの

かなというふうに思っておりますので、また皆様からもご支援をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） いい文章じゃないですか、町長。 

  でも、やはり最低でも私は、南伊豆町の６地区の構成がされています。南崎、竹麻、南中、

三坂、南上、三浜、やっぱりそこの１つの中の代表のところでも、やっぱり懇談会をされる

ということが私はそれが念願なんですよ、町長にお願いしているのは。全くくどいですけれ

ども、私は。町長、分かりますか、笑っていますけれども。そういうことで私は、念願を新

年度には達成していただきたいと。 

  やはり町長の、やっぱりそういう行かれるということが町民はすごく感嘆するわけです、

皆さんが、町長が来てくれた、いい話をしてくれた。先ほども申し上げましたけれども、町

長は言葉がすごくスピーチが上手になりました。そういう関係で、ぜひこれはお願いしたい

と思います。 

  次に３番目として、６年目のビジョンについて伺います。 

  先ほどから申し上げておりますが、南伊豆町内安泰になること間違いなしと述べておりま

す。後日、令和５年度の当初予算案が審議されます。新年度に向けてに当たり、町長の一番

目玉となる政策に期待しておりますが、その方策は何か。ぜひ伺いたいです、いかがですか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  先ほどの施政方針及び予算編成方針の中で、私の町政運営に対する基本方針とともに予算

の概要を述べさせていただいたところでありますが、引き続き「子育て支援、観光・地域産

業の振興、福祉・防災の充実」を基軸とした町政運営に取り組んでまいります。 

  町長就任時より、最重要施策として取り組んでいる子育て支援については、高校生の通学

バス助成制度をはじめとする各種支援策を継続するほか、子育て応援事業を新たに創設し、

妊娠から出産・子育てまで一貫した伴走型支援と、出産・子育て応援給付金などを通じての
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少子化の流れを食い止めるべく施策を展開してまいります。 

  観光・地域産業振興では、観光需要喚起策として伊勢海老まつり、みなみの桜と菜の花ま

つりでの宿泊及び体験クーポン事業の継続実施のほか、サテライトオフィス事業などを核と

した関係人口の拡大による地域産業の活性化などにも注力してまいります。 

  福祉・防災の充実では、各種福祉サービスの提供はもとより、高齢者の買物や外出支援な

どの移動支援と生活支援の一体的実施について早期の事業化を図るほか、高齢者保健事業と

介護予防の一体的な事業展開を推進し、防災対策の面では、大規模災害に備えた資機材、備

蓄食料・飲料水の確保のほか、自主防災会補助金を通じ各自主防災会の資機材の充実を図っ

てまいります。 

  限られた財源の中で適切な予算配分に努めたところでありますので、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） ２～３日前に、新聞に当初予算が掲載されておりました。新年度は

目玉となる新規、大規模な事業はないと説明されております。 

  確かに財政は厳しいです。大型投資は皆無に近いと、私自身も残念ながら十分認識してお

ります。 

  町内安泰を宣言しているならば、情報、アイデア、そしてその町長のフットワークをぜひ

駆使して、海外とも親交を深めると言っているならば、外部からの企業誘致を駆使する、そ

れに本腰を入れていただきたいです。 

  このような状況では、我が南伊豆町は危機的な状況に陥りますよ。ぜひその点は、もう町

長も６年目になります、ぜひ命を張って頑張っていただきたいですが、いかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  先日の全員協議会でも担当のほうから報告がありましたとおり、今、静岡県と下田市、南

伊豆町、その他松崎町等近隣の市町と一緒に、農業法人の誘致に向けて取り組んでいるとい

うご報告をさせていただきました。また、それ以外にも、まだ確定ではないですけれども、

企業の南伊豆への進出、それから、本社の移転等、様々な案件があります。 
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  やはりこれは、たしかにたまたまかもしれませんけれども、ここ数年でのいろいろ交流等

の中から出てきていることですので、企業誘致というのも、この南伊豆町、ご存じのとおり

山と海の距離が近く、工場や企業が進出しにくい地域ということです。また、交通の便も大

変不便ということ、東西南北の北以外は全部海に囲まれていますので、条件不利地域という

面を考えても、なかなか企業が進出しにくいというところですけれども、その辺はしっかり

と、その中でも進出できるような企業を選定した中で、企業の皆様にいろいろと誘致をして

いるというところでございますので、またご報告できるようなときはしっかり議会の皆様に

も報告させていただきたいと思いますので、それまでご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） 確かに外部からの企業誘致というのは厳しいです。また、皆無に近

いです。それは私も十分認識しております。やはりそこは町長が２期目、先ほども言いまし

たが６年目になります。フットワークを駆使し、そして、アイデア、町長の能力と元気なパ

ワーをぜひそのほうに向けていただきたいと思っております。 

  次に２つ目として、町立２中学校の統合計画について伺います。 

  令和２年１月20日の町総合教育会議にて、教育長は、南伊豆中学校、南伊豆東中学校の統

合について、両校舎とも老朽化は相当ひどく、補修費はかさむ一方で限界を感じている、そ

ういう意味では統合の方向性を定め、一気にやり替えるならばぎりぎりまで待つの方策であ

ると発言されておりました。これまで３回の統合への検討委員会が開催されたと私は聞いて

おります。今後に向けての場所の選定、開校予定時期、財源等々、多岐にわたり課題は山積

していると私も想像しております。 

  そこで１つ目として、令和５年度の生徒数の今年度より減少していると聞いておりますが、

２校それぞれの入学、何名の生徒が予測されているのか伺います。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  令和５年度の中学校新入学生ですが、２月１日調べでは、南伊豆中学校が35人、南伊豆東

中学校が18人の合計53人で、今年度と比較し７人減となる見込みです。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 



－55－ 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） 次に２番目として、残念ながら少子化の現象は全国的であり、我が

本町もその一途をたどっております。現在の本町以外の賀茂地区の小中学校の現状と、今後

の統合計画について、進捗状況が分かれば教えていただきたいです、いかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  賀茂地区内でも少子化から学校統合が進んでおり、今年度、下田市４中学校が下田中学校

１校となったことはご存じかと思いますが、令和５年度は河津町の３小学校が統合し１校に

なります。 

  東伊豆町では、昨年12月、学校教育環境整備委員会から「現在の小中４校を一貫校１校と

するのが望ましい」との答申を受け、来年度、統合についての議論を開始する方針です。 

  また、西伊豆町は、先月、小中一貫校の計画を中止するとの発表がありましたが、複式学

級解消のため、３小学校のうち、令和６年度に賀茂小と田子小を統合する予定であります。 

  このように、賀茂地域内でも学校統合が進んでいる状況です。 

  出生数の推移から、どのような形が教育環境として望ましいかを最優先に、学校統合準備

委員会で協議を進めていく予定で、進捗状況につきましては、議会でも報告をさせていただ

きますので、ご理解、ご協力をお願いします。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） 教育長、もう一度ちょっとお伺いします。 

  河津町は、中学はもう統合されていますよね。で、小学校は来年度、要するに令和５年度

に小学校は１校にする。小中一貫校にまだならないですか、これは。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） 河津町につきましては、その計画はまだ外には出されておりません。

なので、中学校１校、小学校１校で、しばらくは行くのではないでしょうか。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） ３つ目は、本町の過去５年間の出生数は、平成30年度39人でしたが、
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令和元年度は33人、令和２年度は31人、令和３年度は27人で、既にそこで12人も減少されて

います。今年度は、12月末現在ですが、26人の出生数にとどまっております。残り３か月間

ですが、出生の増加に私も期待しております。 

  しかし、このような状況を鑑みますと、一定の人数が確保された環境で子供たちが関わり

を重視した教育を進めることは、非常に大切です。統合への改革は、至難の業だと私も思っ

ております。本町の統合への計画をどのようにして考えているのか伺います。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  今、議員がおっしゃられたのは出生数の話ですので、これ当然小学校の統合というような

話に、最終的には結びついていくのかなと思いますけれども、現状ではまだ中学校の統合を

やっておりますので、そちらのほうのことがまだ答申を受けていない状態なので、あまりは

っきりしたことは申し上げられないんですけれども、小学校についてということも当然、や

がて訴状に上がってくるのではないかとは私見いたします。ただ、今、議員がおっしゃられ

たように、多くの人数で関わることの大切さというのはございますので、多くの市町で小中

一貫校という言葉が出てくるのは、そういったものに基づいて発言がなされている、あるい

は計画が進んでいるというふうに私見いたします。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） 教育長の個人的な考えであると思いますが、開校予定をちょっと伺

いたいんですが、予定ですけれどもいかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  これもまだ答申いただいていないので、非常に言いづらい話ではあるんですが、令和８年

度の中学生の総数が147です。この147という数は、学年２学級で足りるといいますか、２学

級を使う人数なんです。で、現在、南伊豆中学校、南伊豆東中学校、学年２学級分の通常学

級はございます。ただ、それ以上の学級数になると入らないものですから、別にプレハブ棟

を建てなければならない。その辺りまで待ってということであると、２校の統合がすんなり

いくのかなというのと、もう一つは、令和９年度になりますと一気に129に落ち込みます。

それから、令和13年度になりますと、また93という人数になります。この93という人数は、
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今度、学年１クラスで済む人数になります。というようなことを勘案しながら統合準備委員

会を今進めている最中です。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） ありがとうございました。 

  なかなか厳しい状況であると私も痛感させられています。 

  次に４番目として、最近、保護者の方々から、今、教育長からお話ありましたように、将

来の統合について心配される声が聞かれます。教育委員会との連携を速やかに実施し、保護

者はもちろん多くの町民から理解され、納得される統合計画でありますよう私は希望してお

ります。 

  本町の教育大綱にありますけれども、ふるさとを愛し、心豊かな人を育む、それが南伊豆

っ子の原点であります。そういうすばらしい未来の子供たちのために、喫緊な課題であり、

早期の決断を願う次第です。 

  町長に伺います。 

  町長としての立場は立場で、やはり財源問題が当然絡んでくると思います。開校予定を今、

まだ未確定でございますが、令和８年頃と今なお聞きました。町長自身、当然構想中と思わ

れますが、現時点個人の見解を町長に伺います。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  教育長から、随時、近隣の統合計画状況や町の学校統合準備委員会の報告を受けているほ

か、総合教育会議では、教育委員の方々と学校統合についても情報共有をさせていただいて

おります。 

  学校統合については、どのような形が子供たちの教育環境としてベストなのか、保護者、

地域の方々にもご理解をいただけるよう丁寧に進めてまいりたいと思いますので、ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 
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○３番（比野下文男君） ありがとうございました。 

  最後に、教育長に伺います。 

  開校までまだまだ未定と思っていますけれども、一応３年後とするならば、あっという間

に来ますよね。当然、全体的な構想は、教育長ならでは個人的にも考えていることは私も

重々承知しております。町、学校、教育環境、整備委員会との答申がとても気になりますが、

そこの進め方はどういうふうになっていますか。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  まず、基本的な統合に対する考え方なんですけれども、子供の数が減少することにより、

やむを得ず統合するという考え方ではなく、今求められている令和の日本型教育に対応し、

学びの質の向上にも特化できる教育環境を整えるための学校統合と考えております。 

  学校統合準備委員会でも様々なご意見をいただき、課題もありますが、学校統合目標年度

までのスケジュールを常に意識し、保護者、地域の方々に納得いただけるよう進めていきた

いと考えます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 比野下議員。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） いろいろとご意見、ご答弁、ありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 

  これで私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（谷  正君） ここで暫時休憩いたします。 

  そのまま着席でお願いします。 

 

休憩 午後 ２時３３分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 宮 田 和 彦 君 

○議長（谷  正君） ２番議員、宮田和彦君の質問を許可します。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） マスクを取ります。 

  通告に従い質問させていただきます。同僚議員と同様の質問がありましても、ご答弁のほ

うをよろしくお願い申し上げます。 

  まず初めに、町の活性化と戦略ということで、大きなくくりで質問させていただきます。 

  その中で、まず初めに、産業振興計画について、その中の観光業、これについて質問させ

ていただきます。 

  近年は、個人の価値観の多様化に伴い観光客のニーズは、従来の、見て、遊んで、食べて、

泊まってという旅行スタイルから、自然や景観、街並み、歴史、産業など特色ある地域資源

を体験したり地元の人との触れ合いを楽しんだりと、これまでにない観光スタイルを望む観

光客が増えております。そのため、地域らしさ、地元ならではの体験をセールスポイントに

した地元企画型の観光商品づくりが全国で、各地で広がっております。 

  また、旅行者の旅先での行動については、自然の風景を見る、温泉浴、名所旧跡を見る、

そのような順番になっている一方、観光形態、それを見ますと、家族、友人、知人等の少人

数で出かける個人旅行が主流になっております。旅行全体の個人旅行が占める割合は、８割

強となっております。こうした状況に対応するため、今までの観光を捉え直し、観光振興に

よる交流人口の拡大や、地域の活性化を図ろうとする動きが強まりつつあり、地域づくりと

観光を連動させ、観光交流による地域活性化や地域経済の底上げ、地域の誇りの醸成などを

目指す着地型観光や滞在交流型観光の推進に向けた取組も進められております。町の観光振

興として情報発信をはじめ、内なる醸成、外との連携などを戦略として挙げ、実現に向け具

体的な施策を展開する必要があるのではないでしょうか。 

  そこで、令和２年度から南伊豆町産業振興計画を展開しております。「子供たちが誇れる

南伊豆の産業を目指して」というすばらしい言葉が表紙を飾っております。基幹産業の観光

業についての推進状況、達成度、見直し、そして今後の展開をお答えください。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 
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  産業振興計画は、持続可能な地域産業の構築に向けて様々な課題を克服していくため、第

６次総合計画や、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間に合わせ、雇用の場の

創出に重点を置いた産業振興促進計画を包括する形で、令和２年、策定いたしました。 

  本計画においては、町の観光振興に関する取組についても触れられており、様々な具体的

な施策も盛り込まれておりますが、既に実施した施策で、デジタルコンテンツを活用した事

業として「リアル宝探し・南伊豆大秘境」、美しい伊豆創造センターを核とした広域観光推

進、ジオパークビジターセンターを中心としたジオサイト、ジオパークの普及啓発などがご

ざいます。 

  いずれも新型コロナ感染症拡大による行動制限を受けた中での事業で、思うような成果は

上げられませんでしたが、新型コロナウイルスの２類から５類への移行に伴い、行動規制な

ども緩和されることから、今後も本計画に沿って遂行していくものであります。 

  商工業振興については、計画の重点戦略の一つとして挙げられている「情報発信など広域

戦略の強化」の施策として、デジタルコンテンツ作成ツール講座を開講いたしました。 

  今年度は13名の参加をいただき、それぞれの業務に生かすべく、目的により使用するＳＮ

Ｓを使い分けることや魅力的な写真の撮り方などを学んだほか、個別相談にまで至るケース

などもあり、町内事業者のＳＮＳに対する関心の高さがうかがえました。 

  今後も参加者のニーズを把握しつつ、本計画に沿い進めていきたいと考えております。 

  雇用と所得につきましては、横嶋議員の質問でも答弁いたしましたが、県内外の経済回復

による中小企業の振興があってこその雇用促進、所得向上であることから、本町においても

可能な限り有効な経済対策を講じることはもとより、機会を捉え県内経済対策のさらなる推

進を求めつつ、最低賃金の上昇を強く訴えることで所得の向上へつなげていきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） そこでお聞きしたいのが、趣意書にも書いているんですけれども、こ

の「効果の高い観光プロモーションに向けた検討」という言葉があるんですけれども、今そ

のプロモーション、これは要するに南伊豆をどういうふうにして売っていくかということか

と思うんですけれども、そういう仕事というんですかね、検討をなされているのかどうかお

聞きしたいと思います。 
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○議長（谷  正君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大野孝行君） お答えをいたします。 

  効果の高い観光プロモーションというところなんですが、実際に先ほど来の町長のお話に

もございますように、アフターコロナを見据えた事業がそういう形になろうかと思っており

ます。そういう部分で、伊勢海老まつりの誘客キャンペーンであるとか、桜まつりでの同様

のキャンペーン、そういうものが令和２年から、３年、４年と続けてやってきたことで、か

なり周知度が増したという部分を考えておりますもので、それをつなげていくことによって

効果の高いものにしていきたいと、このように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） 事業は事業でそれはそれでよろしいんですけれども、そればっかり柱

が２つ、３つ、柱は多いほうが町としては強みがあるのかなというふうに考えているんです

けれども、私が調べた結果、このプロモーション、宣伝なんですけれども、効果の高いプロ

モーションとは何ぞやと、ということで調べてみたんです、いろいろと。そうしますと、ど

の観光地もお客さん、観光客を集めるためにいろんな施策を試行錯誤していますけれども、

その中で勝ち残るには、ただそういうものばっかりを追い詰めるのではなく、名物といいま

しょうか、どこにも名物があると思うんですけれども、プラスアルファ、これが付加価値を

付けた方向でアピールするのが大切ですよということでした。 

  まず一つとして、集客したい、要するに観光客です、旅行客のターゲット層、これを明確

にしないでそのプロモーションを実施してしまうと、期待した効果が望めませんよと。観光

客とか旅行客にとって、いろんな層があると思うんです。まず、ファミリー層、それからカ

ップル層とか学生層、シニア、訪日の外国人等々がいらっしゃると思うんですけれども、そ

の地域の強み、それから、親和性の高い属性を明確にしてターゲットを選定することで、こ

のプロモーションの効率も改善されるではないかと思うんです。 

  要するに、どこからどこまでターゲットにしていますよというのは、伊勢海老まつりも今

やっている、菜の花とみなみの桜もそうなんですけれども、明確なものはあるんでしょうか。 

○議長（谷  正君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大野孝行君） お答えをいたします。 

  国内のターゲット層というんですかね、そちらのほうにつきましては、現在のところそれ



－62－ 

ほど絞り込みというのはしていないというのが現状でございます。 

  ただ、今後アフターコロナに向かってかなり海外からのお客様も増えてくるであろうとい

うことで、来年度は町長の台湾へのトップセールス等も予算化をしてあるところなもので、

その辺も含めて海外からのお客様を誘致したいなという足掛かりをつくっていきたいと、こ

ういうふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） 私、この若年層とかあるじゃないですか、若い層、この若い層のコミ

ュニケーションツールってあるんですよね。ＳＮＳですか、要するに、ツイッターとかフェ

イスブック等々、皆さんやっているかどうか分かりませんけれども、よく私も見ているんで

すけれども、で、こちらの桜とかいろいろ宣伝というか、載せてやっているんですけれども、

そういうものを活用したり、ファミリー層には子供を主体にした消費行動、これを意識した

プロモーションとか、シニアであれば、インターネット得意な方もいらっしゃいますけれど

も、今までみたいに雑誌とか、それとか新聞、これの有効活用も必要ではないかと、こう思

います。 

  要するに、誰かに伝えたい、人に伝えたい、こういう期待値を超えるような体験、こうい

うものを皆さん求めていると思うんです。それで、このインターネット、フェイスブックな

りに載せて、南伊豆はこういうことがあるよ、こういうことができるよと、そういうものを

宣伝してもらうというんですか。要するに、自分たちが宣伝するんじゃなくて、そういうも

のがあると自然と広がっていくじゃないですか、ものが。そして人を集めてくるんです。そ

れも、人が人を呼ぶというんですかね、そういう感じでなっていくと思うんですけれども、

そういうものを上手に使っていただいて、今後の観光戦略のほうに考えていただければ幸い

かと思います。 

  もう一つ、南伊豆にはキャラクターがいますよね、いろう男爵。それも全面に出して、要

するにコラボしてやるのも一つの手かなと。いろんなところに行っていろんな名物というか、

それで写真とか、できれば動画なんか撮ると、かなりよろしいんじゃないかというふうに思

いますので、その辺は担当課といろいろと情報というんですかね、お話し合って決めていた

だければと思います。 

  特に、何が人々の心に訴えるインパクトがあるか、これは私、ちょっといろいろ、これも
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調べたんですけれども、特に非日常的な目線なんです。人間の情報というのは、目から入る

のが８割から９割です。そこを頭に入れて、今後のプロモーションに生かしていただきたい。

例えば、空中は鳥の目、で、地上付近は何かというと虫の目なんです。で、水の中は魚の目。

それが非日常的なものになりますと。で、人間の目で見るとどうなのかということなんです

けれども、人間の目線だと大体分かってしまうと。相手も、見る人も人間ですから。だから、

そういうものをうまく使うのがいいのかなと。それはどういうふうにするかというと、ＵＡ

ＶとかＵＵＡ、ＵＧＶ、これ、何かというと小型無人機。要するにドローンというやつです。

これを使ってプロモーションビデオ等々を使うと、まず非日常的なものが出てくるしインパ

クトもある。そういうものを、進んで効果的なものをつくっていただきたいと思います。 

  一つそのドローンについてちょっとお話ししておきますけれども、ドローンというのは、

今ロシアとウクライナ、戦争状態で行っていますけれども、その呼び方が、要するに、ドロ

ーンというのは戦争兵器だよと。で、プロのパイロットの方、いるんですけれども、ＵＡＶ

とかＵＵＡ、私たちはＵＧＶとして、ドローンと分けて話をしていますということでした。

一つの参考までです。 

  それと、次に、町民の安全・安心な生活について質問させていただきます。 

  新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行、これについて所見を伺い

たいんですけれども、政府では、去年の夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症と

季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、我が国においても同時流行について

の備えを呼びかけました。今年の冬においては、新型コロナウイルス感染症について夏を上

回る感染拡大が生じ、加えて季節性インフルエンザも流行し、より多くの発熱患者が同時に

生じております。そうした事態にも対応できるよう、同時流行下に多数の患者等が生じる可

能性を想定して、重症化リスク、疾患等に応じた受療行動フローを示した上で、新型コロナ

の発熱外来の強化と治療薬の供給、インフル等による受診を希望する患者の診療体制の強化、

自己検査キットの確保、入院治療が必要な患者への対応の強化の備えを進めるとともに、町

民への情報提供と重症化リスクなどに応じた外来受診、医療への協力の呼びかけなどの対策

に取り組んできたと思います。 

  しかし、８波では高齢者の死亡率が過去最高水準に達している現状があります。70代、80

代、90代、これを含めまして９割ちょっとの死亡者がこの高齢者だということです。本町で

は、70歳以上の高齢者が約3,000人くらいいらっしゃいます。２類相当から５類に下げるの

は、時期尚早ではないかという不安の声もあります。また緩みが出て感染が増える可能性も
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考えられます。ご所見を伺いたいと思います。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  報道等によれば、国では新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて、季節性イ

ンフルエンザと同じ５類に引き下げること、決定し、医療や社会活動に関する制限措置の緩

和など、基本的な検討が進められており、コロナ禍からの脱却に向けた大きな転換が図られ

ようとしております。 

  厚生労働省では、「ウィズコロナをさらに進めるための必要な準備を行うことで、国民の

安心を確保し、５類への段階的な移行を目指す」としており、ご指摘の同時流行なども含め

た各種懸念事項については、関係機関等と調整の中で適切な取組が進められるものと解しま

す。 

  本町においても、今後の動向に注視し、５類への移行に向けた対策などが示された段階で、

機動的かつ的確に対応してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） 町長言われたように、５月８日から新型コロナウイルス感染症をイン

フルエンザなどと同じ感染症法上の５類に引き下げる方針を固めましたけれども、５類にな

れば様々な制限が減るんですね、これ。さらなる感染拡大の医療逼迫を招きはしないかとい

う懸念もあります。 

  新型コロナの感染者は、全国で多いときに１日20万人を超えるなどをしていました。検査

を受ける人の割合が減り、実際にはこれより多くの人が感染しているのではないかという指

摘もあります。亡くなる人は、多いときに１日で500人を超えたと。過去最多となっていま

す。病床の使用率も上昇し80％を超える、医療が逼迫する県もあったと。 

  では、この２類と５類では、何が違うのかと。 

  ２類の場合は、自治体が感染者に入院勧告や就業制限ができます。医療費は公費負担とな

る。一方、５類は、原則ですよ、原則これらの処置は取られない。医療費は一部で自己負担

が発生する。つまり、行動制限はこれより弱まり、費用負担などの支援は減少するというこ

とになります。 
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  また、医療現場の対応も変わってくるんです、対応が。２類の場合はどうかというと、入

院患者の受入れは感染症指定医療機関などの一部に限られるが、５類になると、一般の医療

機関でも広く受け入れられるようになるんです。５類になれば経済への影響も少なくなる。

国の財政負担が減る。対応を変えることによる感染拡大、あるいは、医療逼迫のリスクも懸

念されるんです。 

  だから、本当にインフルエンザと同じ扱いでいいのかと。慎重な議論が必要だと思うんで

す。新型コロナとインフルエンザを比較してみると、厚生労働省の専門家会議です、それで

は、感染はコロナのほうがはるかにインフルエンザより強いよと、こう指摘されている。 

  また、流行時期も、主に冬に起きるインフルエンザと違い、コロナは予測が困難ですと。 

  一方、重症化率についてですけれども、先月厚生労働省が発表したデータでは、大きな差

は見られないと。しかし、専門家から言えば、集計方法は異なり比較は難しいよという指摘

が出ています。 

  死亡者の数も、厳密に比較するのは困難だと思いますけれども、インフルエンザが年間

3,000人程度に対し、去年のコロナの死者数は３万人を大きく超えております。 

  また、治療薬の公共の供給体制も、コロナはインフルエンザほど整っていないという声も

聞かれている。 

  こうした点などから、現段階で新型コロナがインフルエンザと同じ程度の感染症と言いき

ることができないのではないかと。 

  とはいえ、同じ程度になるのを待っていたら、これ、いつになるか分からないですよね。

なので、今すぐこのインフルエンザと全く同じ扱いにするのではなく、先ほども町長もおっ

しゃっていましたけれども、変えられる部分から段階的に５類の形に変えていく必要がある

のではないか。 

  そして、患者を一般の病院でも広く受け入れるのか、自治体の入院調整はどこまで行うの

か、医療費やワクチン費用の自己負担を求めるのか、そして、行動制限はどこまで必要か、

これらを維持するのか、あるいは変更するのか、一つ一つ丁寧に考えていく必要があるので

はないかと。 

  まずは医療体制ですよね、どの病院で患者を受け入れるのか。今は特定の医療機関や発熱

外来などで対応していますけれども、５類の感染症になれば、先ほど言いましたけれども、

一般病棟で広く入院患者の受入れが進むことが期待されます。 

  しかし、コロナは、皆さんご存じのように十分な感染対策が必要です。現に今も医療機関
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でクラスターが出ております。病棟ではどんな感染対策が必要で、それが一般の病院でも広

く実践できるのか、重要ではないでしょうか。そうしなければ、町民の不安というんですか、

それが払拭できないのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（山田日好君） お答えいたします。 

  国は３月13日から、またマスクの装着についても個人の判断で行うということとなってお

ります。 

  コロナの医療体制については、やはり私たちがどうこう言うところじゃなくて、国が的確

に判断していくことが重要かと思います。 

  私たちとしましては、来年度も実施するという新型コロナウイルスのワクチン接種を遅滞

なくすすめることが重要かというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） 今、マスクということで、３月13日からですか、屋内屋外問わず個人

の判断にゆだねるということで、医療機関を受診する際とか通勤ラッシュ時といった混雑時、

電車やバスに乗る際、マスクの着用を推奨するなどとした方針を決定したということでござ

いました。新型コロナの流行期に重症化リスクの高い人が混雑した場所に行く際には、感染

対策としてマスクの着用が効果的であると周知するとしたほか、症状がある人や同居家族に

陽性者がいる人などは外出を控え、通院などでやむを得ず外出する際には、人混みを避け、

マスクを着用するよう求めているということでよろしいですよね。 

  今までと何が変わるのかと。今までも、要するにこういう、私、外していますけれども、

密集するところなんかマスクするじゃないですか。で、病院行くときもマスクするじゃない

ですか。何が違うのかなとちょっと疑問に思ったんですけれども、もし何か分かっているこ

とがありましたらお願いします。 

○議長（谷  正君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（山田日好君） お答えいたします。 

  マスクの着用等につきましては、結局、うつりやすいところではマスクをしたほうがいい

ということで、それはコロナだけじゃなくインフルエンザのときも同様だったと思います。

やはり、病院行くときには、インフルがはやっているときにはマスクを、着用をお願いしま
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すというふうに言っていたと思います。 

  ですので、そこら辺は５類の感染症という扱いの中で同様に行動していただければという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） それでは次の、プレミアム商品券販売の振り返りと今後の予定につい

て所見を伺うんですけれども、午前中も同僚議員が質問していましたけれども、物価高騰に

よる支援対策について所見を伺うんですけれども、今までも電気やガス、それからガソリン

とか軽油、燃油関係ですか、これらも結構高い値段でなったということを聞いていますけれ

ども、２月からも値上げする商品が5,000品目を超えると聞いています。 

  今までのプレミアム商品券販売率、経済効果等、今後の販売予定について所見を伺いたい

と思います。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  プレミアム付商品券の販売については、これまで５回実施し、より多くの町民から称賛の

声をいただいているところでありますが、国においては、従前のような手厚い経済対策は縮

小傾向にあると推測されます。 

  このような状況を踏まえ、新年度予算編成においては、伊勢海老、桜まつりでの宿泊助成

やクーポン券発行の継続を見込みましたが、国からの新たな支援策などが示された段階で商

品券発行事業などの各種経済支援に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を

賜りますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） もう一つ、物価高騰によって令和４年度は給食費は上げないよと、も

し上がったときには間髪入れず助成するという、前の議会でおっしゃっていましたけれども、

令和５年度の給食費、この値上げというものは考えていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 
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〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  国においては、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、電力・ガス・食料品等価格

高騰緊急支援給付金を支給しており、静岡県においても物価高の影響を受ける県内中小企業

者・小規模事業者を対象とした中小企業者等物価高騰緊急対策事業費補助金制度などがあり

ます。 

  本町においては、現時点で直接的な支援制度は設けておりませんが、先ほど来申し上げて

おりますとおり、新年度予算において伊勢海老、桜まつりでの宿泊助成やクーポン券の発行

を継続しつつ、国からの自治体に向けた新たな支援策などが示された段階で適切に対応に努

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

  学校給食に関しては、教育長のほうから答弁をしていただきます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  学校給食におきましては、小麦粉価格の高騰対策として比較的価格の安定している米飯を

主食とする給食回数を増やすことや、質を落とさない給食の維持を優先とした旬の野菜を利

用するメニューへの変更により、現行の給食費での提供を継続しております。 

  できる限り保護者への負担をかけないよう給食を提供していきたいと考えていますが、今

後も物価高騰が予測される中、値上げについての検討が必要になるかと思われます。今後は、

近隣市町の状況も踏まえ慎重に検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） 前は、町長が、給食費上がったときには補助するよと、間髪入れず補

助すると、こう明言されました。今回は、今教育長がおっしゃたように、いろいろ物価も上

がっています。いろんなものが上がっている。その中で、子供たちのためにひとつ町のほう

でも、給食費が上がったときには、じゃ、補助するよという、そういう考えというのはお持

ちでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 
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○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  現行においては、ただいま教育長が答弁したとおりでございますが、今後、値上げの状況、

それから国の状況を鑑みながら対応していきたいと思いますが、まずは、議員がおっしゃら

れたとおり保護者の皆様への負担は増やしたくないというふうに考えておりますので、適時

判断していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） 子育てというのは、お金がかかる。で、南伊豆は静岡県下でも所得は

低いほうですので、できるだけ子供たちのために、未来のために投資をしていただきたいと

思います。 

  次にまいります。 

  帯状疱疹の予防ワクチン接種についてお伺いします。 

  80歳までに、約３人に１人が帯状疱疹が発症すると言われております。 

  また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の２割の人は長い間痛みが残ると。帯状疱疹後神

経痛（ＰＨＮ）、これになりますという可能性があると。 

  成人の90％以上がウイルスを潜伏保有していると言われております。まず、帯状疱疹の認

識をお伺いしたいと思います。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気で、加齢や疲労、ストレスの

ほか、糖尿病やがんなど、免疫力の低下する病気が原因とされており、80歳までに３人に１

人が発症すると言われております。 

  現在のところ、２種類の帯状疱疹ワクチンが薬事承認されておりますが、どちらのワクチ

ンも発症を完全に防ぐものではなく、重症化を防ぐ効果があるものとされております。 

  国の専門部会では、帯状疱疹ワクチンの定期接種に向けて、ワクチンの安全性や有効性な

どについて検討が進められておりますので、これら国の動向に注視しながら、帯状疱疹ワク

チンが定期予防接種に位置づけられた時点で公費助成を検討してまいります。 

  以上です。 



－70－ 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） 今、町長がおっしゃったように、この帯状疱疹は、子供のときに感染

する水ぼうそう、これと同じウイルスで起こる皮膚の病気なんです。体の左右どちらかの神

経に沿って痛みを伴う赤い斑点と水膨れが多数集まって帯状に発生するもので、水ぼうそう

が収まった後もウイルスは体内の神経節に潜伏して、過労やストレスなどにより免疫が低下

したときに再び活性化して、帯状疱疹を発生するというメカニズムになっています。 

  日本人の成人の90％以上が、このウイルスが体内に潜伏しています。帯状疱疹を発生する

可能性があるんです。 

  病気にかかる割合ですけれども、40代が10.3％、50代が19.7％、60代が22.3％、70代が1

6％、80歳以上では7.7％となっている。これは、50代から70代までに多い病気だということ

が分かると思います。 

  さらに、国立感染症研究所の資料によると、50歳以上になると、先ほど町長おっしゃった

ストレス、疲労、免疫力が低下すると発症しやすい、そうなっています。で、80歳までに３

人に１人が発症する。 

  発症した人のうち、先ほど言いましたけれども、約２割の人が帯状疱疹後神経痛になりま

すと。これはどういうものかというと、３か月以上も焼けるような痛み、締めつけるような

痛み、ずきんずきんとすると、そういう痛みが継続するそうです。 

  また、この帯状疱疹は、頭から顔にできることもあると。そうなると、重症化するとどう

なるかというと、視力の低下、失明、顔面神経痛や麻痺、耳鳴り、難聴、目まいなどを引き

起こす、こういうふうに言われています。 

  先ほど言った帯状疱疹ワクチンですけれども、生ワクチンと不活性ワクチンの２種類あり

ますよね。法令に定められた定期予防接種の対象疾患ではないんですけれども、任意予防接

種なんです。この値段ですけれども、不活性ワクチン、これは１回8,000円前後だと。生ワ

クチンと言われるもので、予防効果が50から60％だと。５年を超えると有効性が低くなると、

こう言われている。で、それより倍ぐらいするのかな、１回２万円前後の不活性ワクチンと

いうのがあるんです。シングリックスというんですか。予防効果が90％ある。結構なもので

す。接種してから10年後の時点でも80％程度の予防効果が確認されている。 

  帯状疱疹ワクチン接種の助成制度、静岡では藤枝とか島田ですか、ここで助成しています。

全国では約40の市町村で導入されているわけですけれども、議員でもなった方いらっしゃる
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んですけれども、大変だということを聞いています。 

  先ほど国の動向云々とおっしゃっていましたけれども、ほかの自治体でもやっています。 

  また、予防ですよねワクチン接種は、独立行政法人、要は国立病院機構の静岡医療センタ

ーでも行っているということは、要するに、病院ではもう当たり前にこのワクチンは効きま

すということを言っているのではないかと思います。 

  ただ、この接種費用なんです。この病院だと、効果の高いやつは１回が２万2,000円。だ

けど、それを２回やらなきゃいけないと。ということは、消費税入れて４万4,000円という

データが出ております。４万4,000円払えと言われても、ちょっとすぐにはどうこうという

値段でもないものですから、今後、町長も町村会議でも上部団体と話すこともあると思うん

です。そのときに、こういうワクチンあるんだけれども、一緒に訴えてくれないかとか、そ

ういうことをお願いしてもらいたいと思います、いかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  また県の町長会のほうにもご提案をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 宮田議員。 

〔２番 宮田和彦君登壇〕 

○２番（宮田和彦君） よろしくお願いしたいと思います。 

  これも50代から70代、80代、かなり南伊豆にはいらっしゃいますので、その命を守るとい

うことにもなってくると思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  これをもちまして私の一般質問を終わります。 

○議長（谷  正君） 宮田和彦君の質問を終わります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会宣告 

○議長（谷  正君） 本日の議事件目が終わりましたので、会議を閉じます。 

  本日はこれをもって散会とします。 

  なお、第２常任委員会の委員は引き続き３階会議室において委員会を開催いたしますので、
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ご参集願います。 

  本日はお疲れさまでした。 

  またあしたお願いします。 

 

散会 午後 ３時１８分 
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令和５年３月南伊豆町議会定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                     令和５年２月２２日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

日程第 ３ 報第 ２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（谷  正君） 定刻になりました。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しております。 

  これより、令和４年３月南伊豆町議会定例会本会議第２日目の会議を開きます。 

  なお、昨日の第２常任委員会におきまして、互選により比野下文男君が第２常任委員会副

委員長となりましたことをご報告いたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程説明 

○議長（谷  正君） 本日の議事日程は、印刷配付したとおりです。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（谷  正君） 日程第１、会議録署名議員を指名します。 

  南伊豆町議会会議規則の定めるところにより、議長が指名します。 

    １番議員  黒 田 利貴男 君 

    ２番議員  宮 田 和 彦 君 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（谷  正君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 清 水 清 一 君 

○議長（谷  正君） ８番議員、清水清一君の質問を許可します。 

  清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） それでは、清水清一、一般質問をさせていただきます。 

  まず、１つ目といたしまして、定住促進について質問させていただきます。 

  町長の施政方針等の中で、定住促進のことは、縷縷述べられておられました。その中でい

ろいろあったわけですけれども、定住促進、町としてこのようなことをこうやって進めてい

くんだというものが施政方針並びに予算編成方針の中にも書いてあるんですけれども、それ

以外にまた述べたいものがあったら、まず聞いておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  本町では、定年後の移住希望者はもとより、多世代の方々から移住相談を随時受け付けて

おり、お試し移住や空き家バンク、移住セミナー等の各種制度や取組をもって、移住に向け

たサポートを継続しております。 

  お試し移住や移住現地セミナーでは、町内での生活体験に加え、町民や先輩移住者との交

流の機会を提供するなど、移住後の実生活を正しくイメージしていただくための手法を取り

入れております。 

  また、コロナ禍により、実施できなかった移住現地セミナーについては、２月11日にＮＰ

Ｏ主催の日帰りツアーが３年ぶりに開催され、今週末には杉並区民を対象とした町主催のツ

アーに、定員を大幅に上回る応募をいただき、抽せんで当選された区民の皆様が来町される

予定となっております。 

  人口減少が進行する中で、それを補い、将来にわたり安定した町の機能を維持するために

は、転入者の増加のみならず、観光交流人口やワーケーション、サテライトオフィス、多拠

点居住者などを含む関係人口の流入増加が不可欠でありますので、今後も全庁を挙げて様々

な事業を展開し、持続可能なまちづくりに向けた取組を推進してまいります。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 
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○８番（清水清一君） ありがとうございます。 

  お試し移住とかいろいろあるわけですけれども、そういうものをやってきているんですけ

れども、定年移住者についてはなかなか難しいところがあって、お試し移住を含めた中でや

ってきていると思うんですけれども、２番目の町営住宅、分譲地の取組、住宅のあっせん等

については、どのように考えているのか、町の考え等を伺っておきます。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  町営住宅につきましては、南伊豆町営住宅条例に定める入居要件を満たす方であれば、移

住者であっても入居は可能となっております。 

  次に、分譲地と住宅のあっせんでありますが、本町の場合、住家を建設する土地が不足す

る状況にないこと。また、集落内の空き家、空き地が増加している現状などに鑑み、新しい

居住地の造成ではなく、現存する空き家、空き地のさらなる利活用を推進すべきと考えます

ので、現行の空き家バンク、空き家バンク等リフォーム補助金などの制度の拡充をもって、

これらに対応をしてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 空き家バンク等もあるという話なんですけれども、この間２月19日に、

岸田総理大臣が岡山県奈義町へ視察に行ったという話がございました。それ新聞記事にも出

ていたんですけれども、子育て支援のまちという形の中で、女性の出生率が2.95という形の

中で、奇跡の町と言われてきたわけですけれども、そこへ岸田総理は視察に行ったと。その

ときのことを調べてみましたけれども、町営住宅として60戸のものがあるとそれを建ててあ

るんだという形で見ましたところ、９割方入居されておられるという形があるときに、町の

町営住宅も少し空いているところもあると聞いているんですけれども、そういうものがあっ

たほうが、また定住促進を進める中で、いい方向になってくるかなと思うんですけれども、

今の町内の町営住宅が空いている中で、そういうものもなかなか難しいと思いますが、考え

ておいていただきたいと思いますので、答えはなかなか出せないと思いますので、考えてお

きますという答弁になろうかと思うんですけれども、一応要望としてどうでしょうか。 

  答弁をお願いいたします。 
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○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  議員のおっしゃるとおり、町営住宅の空き状況もありますし、また移住者、移住希望者に

対して、提供する空き家の数が少ないという現状もあります。ですから、やはり住まいとい

うのは大変重要かと思いますので、今後議員おっしゃるとおり検討しますという最終的な答

えなんですけれども、今後様々な方向からやはり民間の空き家も含めた中で、移住希望者が

住まいといして確保できる住宅を町としても数を増やしていかなくてはいけないと考えてお

りますので、今後なお一層検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 分かりました。いろいろありますけれども、次にまいります。 

  町有地の有効活用。定住促進のための融資、利子補給の考えはという形はあるんですけれ

ども、やはり先ほども言われましたけれども、空き家バンク等の関係もありますし、リフォ

ームの関係があるという形の中で、ここが来ているんだろうと思いますけれども、町有地の

有効活用等あるいは融資等はこれまでやってきておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  定住促進を目的とした町有地の利活用については、先ほどお答えいたしました分譲地に対

する考えと同様で、集落内に現存する空き家、空き地の利活用を優先してまいりたいと考え

ております。 

  次に、移住者の方に限定した定住促進のための融資、利子補給に関しましては、利子補給

について制度化している自治体も散見されますが、本町では現住する町民とのバランスも考

慮し、今後検討課題とさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 分かりました。 
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  どうにもできないなという形なんですけれども、先ほど言いました奈義町の関係を調べた

ときに、町営の分譲する団地があったと、一戸建て用の。それが２区画、約30軒ずつ入るよ

うな区画だったんですけれども、それも完売しているというそれも町営の団地ですと書いて

あって、それも土地を分譲していたという形があります。そういう形を考えたときに、町で

もそういう分譲住宅用の定住あるいは子育て世帯の分譲のための用地も確保したらどうかな

と思うんですが、それについての考えはいかがでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  先ほど答弁したとおりではございますが、今後機能のいい通学、それから病院の通院等、

そういう適した場所があって、そこが町として購入することが可能であれば、そういう方向

も有効なのかなというふうに考えます。その辺も含めてこれからの若い世代、それから住宅

を所有しようとしている移住者も含めた中で、どの程度のニーズがあるかも調査しながら、

検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 定住促進として、子育て世代がたくさん来るのがいいわけですけれど

も、そういう形で奈義町、この間調べたときに、すごい町だなと。だから岸田総理大臣が行

くんだなという形でびっくりしたわけなんですけれども、そういう形でもありますけれども、

定住促進については、町としても取り組んでいただきたいなと思います。 

  続きまして、次の質問にまいります。 

  地域コミュニティ活動についてお伺いいたします。 

  家族、地域社会、町との絆を大切にし、地域コミュニティ活動の活性化の取組の考えはと

いう形でございますけれども、やはり地域のコミュニティがあって、その活動があって、そ

の地区の発展につながってこようかと思うんです。その地区のコミュニティが活性化になっ

てくれば、ひいては町の活性化につながってくると考えますが、それについての考えはいか

がでしょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 
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○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  総務省では、コミュニティの定義として何らかの共通の属性及び仲間意識を持ち、相互に

コミュニケーションを行っている集団としており、地域コミュニティを共通の生活地域の集

団としております。 

  古くは、地縁、血縁によって固く結びついた集落で構成される社会であり、集落が地域コ

ミュニティの単位として人々の生活基盤の根底をなし、安定的にその機能を果たしてまいり

ましたが、その後の経済成長社会において、急激な人口変動と移動を誘発し、都市部と地方

の二極化から様々な社会問題が発生しており、とりわけ地方においては人口減少が急激な過

疎化をもたらし、地域経済の衰退や生活環境の悪化を招くことで、さらに人口減少を加速化

させ、最終的には地域コミュニティ機能の喪失から、集落が消滅するという負の連鎖が止ま

らなくなっております。 

  このように、地域コミュニティの消滅は危機的な段階にあるように思われますが、一方で、

現状を維持し、さらに活性化するための活動や施策に対し、地域住民が積極的に参画し、総

力を挙げて地域コミュニティを守っていくことこそが地域再生には不可欠であると考えられ

ます。 

  今後も地方の小規模自治体の生き残りをかけた行政課題と捉え、総合計画や過疎計画、地

方創生に向けた総合戦略などの各種取組をもって、町民と行政が一体となって、各種施策の

着実な履行に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 町の総合計画とあるいは過疎計画等の中から、こういうコミュニティ

活動についてやることによって、コミュニティ活動の活性化につなげていきたいという答弁

だったと思うんですけれども、やはりなかなか先ほど答弁の中にもありましたけれども、負

の連鎖になったときに集落がなくなっていくんではないかなという心配等があるわけですか

ら、そういうことについてまた町としても一生懸命やっていただきたいと思います。 

  その中で、地区の消防団あるいは老人会、婦人会、青年団等がある地区もあるわけですけ

れども、そういうものについての町としての取組等はどうなっておられるのかをお伺いいた

します。 

○議長（谷  正君） 町長。 
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〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  先ほどの答弁と重複いたしますが、地域コミュニティの維持活性化をもって、持続可能な

南伊豆町は実現できるものと考えております。 

  現状を維持し、さらなる活性化に向けた取組に向けては、地域住民のみならず、本町との

関係人口なども含め積極的に参画することが必要であると思いますし、総力を挙げて地域コ

ミュニティを守ることが地域再生には不可欠であると確信しておりますので、良好なコミュ

ニティ環境を維持するため、行政区の統合、消防団や老人会組織などの再編、女性の団体や

青年団組織などの復活も可能であれば検討すべきではないかと考えております。 

  本町においては、地勢的な条件から個々の集落や居住地が孤立しており、これらの集約化

に伴う適正規模の確保や体制強化については、一朝一夕とはいきませんが、農林漁業体験や

着地型観光と豊かな自然環境、情報ネットワークやアクティブシニア層の取り込み、定住、

移住、自然再生エネルギーなどをキーワードとして、さらなる地域コミュニティの活性化に

取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 分かりました。 

  続きまして、定住促進の取組と地域コミュニティ活動についての考えをお伺いいたします。 

  定住促進という形の中で、先ほどの定住促進の質問の中でありましたけれども、地区の方

と一緒になってやってもらいたいという話をお試し移住の中の答弁でございましたけれども、

やはりよそから移ってきた人の中に、人足等は嫌でございますよという方もおられるあるい

は各地区の区費も払わないで、払いたくないという方もおられるわけですけれども、こうい

うものについて町としてどう考えておられて、どう対策を取られているのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  移住、定住への取組については、適時、行政報告などで申し上げているところでありまし

て、今後も移住希望者のニーズを的確に捉え、多くの方に本町を移住先として選んでいただ
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けるよう事業を推進してまいります。 

  また、杉並区などで開催をしておりますお試し移住説明会の中でも区費や共同作業、祭典

といった地域における様々な活動についてもご案内しており、お試し移住滞在費助成制度に

おいては、制度の利用条件に地域コミュニティ活動への参加などを明記していることはご承

知のとおりであります。 

  このように、移住を希望される方々には、新たな地域の担い手としても活躍を期待するも

のであり、今後の移住説明会などにおいても引き続き地域コミュニティ活動の重要性と必要

性を訴えてまいります。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） ありがとうございます。 

  定住促進の取組という形の中で、今から十何年前に各地区にアンケートを取って、区費は

幾らだとかあるいは人足等はどうなっておられるのかという形の一覧表をつくったような覚

えがございます。それは今現在更新されておられるのかあるいは配っておられるのか、それ

についてお伺いいたします。 

○議長（谷  正君） 総務課長。 

○総務課長（渡邊雅之君） 議員申されたとおり、以前一度つくりまして、その後１回見直し

をかけたところはあります。その後は見直しをしておりません。見直しのときに、一度お配

りをさせていただいたということでございます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） それをまた更新していただいて、また定住促進のときに、各地区でこ

ういうものがあるんだからそういうものに協力してくださいよという、古いものでも本当は

いいんですけれども、提示するかあるいは閲覧させるだけでも違うわけですから、そういう

中でそういうものをまた復活あるいは更新していただいて、説明会のときの資料として使っ

ていただけたらなと思いますので、更新していただくようお願いいたします。 

  答弁は、これは要りません。 

  続きまして、３番目に移ります。 
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  町職員の資質及び能力の向上という形の中で、町長の施政方針の中でもありますように、

スキルアップ等あれば、町はよくなるよと、施政方針の中で教職員についてはＩＣＴ人材地

域活性化企業人制度の関係を使って、教職員のスキルアップを行っているという話がござい

ましたけれども、町役場職員についてはどのようにやっているのか、人材育成基本計画の内

容と効果をお伺いいたします。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  南伊豆町職員人材育成基本方針は、令和２年４月から令和11年３月までの９年間を計画期

間として、目指すべき職員像を自ら学び、行動できる職員と掲げ、その目標達成のために、

職員一人一人が重点的に伸ばすべき能力と意識、職位ごとに果たすべき役割と求められる能

力を明らかにした上で、人材育成の具体的な方策を掲げております。 

  人材育成の具体的な方策としては、次の４点でありまして、１つ目は、職員研修の推進で、

各種団体が行う研修への派遣、近隣市町との合同で実施する研修等への派遣、自己啓発に対

する支援（自主研修費助成制度）、職員が講師となって教える庁内講師を実施しております。 

  ２点目は、人事評価制度の活用で、期首、期末等の面談を通した意見交換や職員の発揮し

た能力と業績を承認することで、モチベーションの向上や能力開発を推進しております。 

  ３点目は、職員の適性を生かすための人事異動で、職員の持つ能力と活用したい業務内容、

異動に対する希望、有している資格、免許などを人事異動希望調書として毎年提出させ、で

きる限りこれを考慮した人員配置に努めております。 

  ４点目は、ジョブトレーナー制度で、新規採用職員に対して、入庁５年目以上の職員を指

導担当者として、業務や職場生活全般の指導、助言を行い、人を育てる職場づくりを推進し

ております。 

  これら効果については、計画実施期間中であり、策定から時間が経過していないことから、

効果測定などはまだ実施しておりませんが、次期方針を策定する上で必要になることから、

今後測定方法などを含め検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） ありがとうございます。 
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  いろいろ４つのいろいろな項目があって、それについてやっておられるということなんで

すけれども、まず最初に職員の自らの目標があるというわけですけれども、目標があってい

いわけですけれども、１つ目の研修への派遣とかあるいは自己研修という形がありますけれ

ども、それについてどう考えておられるのか、３番目と同じになってくるんですけれども、

職員提案制度をとばして、職員研修制度がどうなっておられるのか。人事評価とか、適正な

職員異動とあるいは新人についてはやっていますよという形ですけれども、最初から１番目

の答弁の中の１つ目の職員研修制度をやっていますよという形がございましたけれども、そ

れについてどのようにやっておられるのかお伺いいたします。 

○議長（谷  正君） 総務課長。 

○総務課長（渡邊雅之君） お答えをさせていただきます。 

  職員研修につきましては、地方公務員法第39条第３項の規定に基づき、毎年度職員研修実

施計画を策定しております。 

  令和４年度におきましては、静岡県、静岡県市町村振興協会、賀茂郡町長会が主催をする

各種研修への派遣、下田市、西伊豆町、河津町との合同で実施する研修への派遣に加え、本

町で実施をいたしました部下指導、部下育成研修、民間団体等が実施する研修への派遣、自

己啓発支援として、自主研修費用を助成したほか、書籍や冊子などの参考資料の情報提供な

どを行っております。 

  ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響などから、計画した研修が未実施とい

う状況も続いておりますが、今後はオンラインやＥラーニングを活用した研修なども受講で

きるよう情報収集に努め、受講環境の向上に努めてまいります。 

  なお、これら職員研修においては、研修参加後に復命書の提出を受けておりまして、総務

課におきまして受講状況の確認及び効果なども検証をさせていただいているところでござい

ます。 

  令和４年度、今年度まだ全部は終わっておりませんが、これまで31の研修につきまして、

総勢62名を派遣させていただいているところでございます。いろいろコロナ禍で中止になっ

た研修も数多くありまして、本来であればもう少し派遣をしたいところでありましたが、今

年度についてはこのような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 
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○８番（清水清一君） 分かりました。 

  一生懸命やっていると思います。トータルで31の研修があり、62名という形が研修を受け

てきたという形で報告も受けておられるという答弁でございましたけれども、この研修制度、

それでは自己啓発とかあるいは最後に資料等の形でやっているという話が今課長の答弁の中

でもありましたけれども、自己啓発はどのくらい、何件くらいあったのか、それについてお

伺いいたします。 

○議長（谷  正君） 総務課長。 

○総務課長（渡邊雅之君） 町の制度の中で自主研修に対しての助成制度がございます。この

中で、やはりコロナ禍ということでなかなか研修に行く機会がなかったということがありま

したが、令和４年度につきましては、１名が利用しております。その前の年については３名

程度が利用している状況でございます。前の年はたしかわなの免許を取りに行くということ

で、一応３名に対して助成をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 分かりました。 

  自己啓発、わなもいいんですけれども、それ以外の各種免許も取っていただけたらと思い

ます。役場ですから、免許は要らないんですけれども、やはり免許を持っていることによっ

て信頼度が増すかなと思いますので、そこをうまく考えて指導していただけたらなと思いま

す。 

  職員提案制度の内容と効果についてお伺いいたします。 

  これについてはどのように考えて提案制度はどうなっておられるのか、それについてお伺

いいたします。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  本制度については、行政事務の効率的運営と業務の改善並びに町の活性化等に関する職員

の提案を推奨し、職員の研究心と行政参加の意欲を高めるとともに、行政水準の向上を図る

ことを目的として導入いたしました。 

  その後、提案の実現性の担保、自発的制度であることでの職務への圧迫など、一例として
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は職員定数の削減などに伴う時間外勤務の増大といった課題も重なり、職員によるワーキン

ググループでの協議を経て同制度の運用が中止決定いたしました。 

  本職員提案制度については、中止となってから既に５年が経過しておりますが、現在では

職員の研究心と行政参加の意欲を高め、行政水準の向上を図ることに重きを置き、職員が自

ら選択する各種研修への積極参加に力を入れているところであります。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 分かりました。 

  各種研修のほうへ回ったという形の中で、回って、それで一生懸命やっているから職員が

よくなってきていますよという形でお伺いいたしました。 

  それについて、４番目の幹部職員はどのように考えておられるのか、どのようにしておら

れるのかという形で、これ聞きにくいんですけれども、副町長からと総務課長の２名だけで

いいですから、お伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（谷  正君） 総務課長。 

○総務課長（渡邊雅之君） お答えをさせていただきます。 

  南伊豆町職員人材育成基本方針の中でも、人材育成の推進体制における上司の役割につい

て明記がされております。職場のマネジメントを行う幹部職員にとりましては、部下の育成

は重要な役割でございまして、部下のやる気を引き出すため、職場環境や健康管理に注意を

払い、適切なコミュニケーションを図りながら、人材育成に主体的に関わっていく必要があ

ります。 

  このため、職員研修の受講や自主的、主体的に行う取組は、職員の能力開発や能力向上に

資することからも積極的に支援をしているところでございます。 

  今後も部下が自主的にチャレンジできるあるいは既存事業の生産性を向上できる自立型の

人材育成、キャリア支援に向けた体制整備に努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（谷  正君） 清水議員。 

〔８番 清水清一君登壇〕 

○８番（清水清一君） 分かりました。 
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  そういうことを一生懸命やっていただくことによって、町長が言っている町職員ワンチー

ムで町をよくしていこうよと。総力をもって取り組むことはいいことにつながってくると町

長は言っておられますけれども、役場職員がそれぞれ研修の上、スキルアップしてくればワ

ンチームとして町がよくなるという大きな成果が出てこようと思いますので、頑張って研修

等をやっていただきたいと思いますし、お願い申し上げて、私の一般質問を終了させていた

だきます。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（谷  正君） 清水清一君の質問を終わります。 

  ここで10時15分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時０３分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 漆 田   修 君 

○議長（谷  正君） ９番議員、漆田修君の質問を許可します。 

  漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） ９番、漆田でございます。 

  その前にマスクを外させていただいて、通告に従い、１番目として、南伊豆分校存続とデ

ジタル田園都市国家構想のスマート農業化と高専化への提言、２番目として、12月議会でも

議論されました共立湊病院跡地の公有地化への施策の２点につき、質問させていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  最初の問題でありますが、実は10日ほど前、南伊豆分校の募集と応募の数字が新聞等で表

示されておりました。40人に対する20人という0.5ですね。本校とはちょっと違いまして、

特殊性がありますので、昨年同様低い数字だなとは感じております。 
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  そこで、実は町長から聞いたんですが、令和５年１月31日、教育長と町長とで県教委のほ

うを訪問して、入学応募者数の漸減する南伊豆分校の存続について陳情、要望に伺ったと聞

いております。県教委の担当部局とのやり取りの中、具体的な進展はあったのでしょうか。 

  そして、２月８日、これ南伊豆分校の外岡副校長から伺いましたが、第２回の南伊豆分校

の評価審議会、正式名称はちょっと分かりませんが、その場での議論の内容についてはいか

がであったのか、本題に入る前に、この２点を最初にお答えを賜りたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  今年度、県立高校の在り方に係る地域協議会が設置され、来月、第３回が開催される予定

です。 

  南伊豆分校については、こども園、小・中学校と南伊豆分校で園芸を通じた交流を継続し

ており、これは町の特色ある取組であるとともに、南伊豆分校の魅力にもなっていると実感

しています。 

  １月31日、町長と県教育委員会へ出向き、この現状を改めて県教育長をはじめ教育部長、

教育監等へ伝え、南伊豆分校の存続を要望してまいりました。県教育委員会も園芸を通じた

交流を高く評価していただいているところですが、残念ながら県側からは特に存続を含む南

伊豆分校の方向性についての言及はありませんでした。 

  また、２月８日開催の南伊豆分校魅力化推進協議会では、今年度の活動報告として、プロ

ジェクトの研究発表をＤＶＤで視聴いたしました。植物工場で栽培した野菜を販路開拓のた

め、生徒自ら事業所に出向いたり、農業法人として収益を上げるために生産サイクルをどの

程度まですべきかなど、スマート農業の事業化を具体的に検討する研究発表に対して、委員

から新たな販路の提案や支援の声をいただきました。 

  植物工場は、南伊豆分校の特色であり、町としても期待しているところですので、連携を

図るとともに、支援をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 分かりました。 

  ２月８日の議会で、結局漸減する、15人を続けて切りますと、その目前には廃校というゴ
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ールが見えていますが、そのためには質的に向上させるにはどうするかという側面の議論が

非常に多いと思うんですね。これ全ての公立小・中学校の統廃合の問題も、そういう観点か

らの議論が非常に多くございますね。 

  そこで、ちょっと観点を変えまして、逆に今田園都市国家基本構想の中では、スマート農

業がその大きな３つの柱の一つにうたわれているわけですね。現実に南伊豆分校においては、

水耕栽培等、試験的にやりまして、近くには分校ＯＢの事業者が、農業者が非常に成功を収

めているメロン栽培ですね。これもデジタルなんですね。結局科学的に、電子的に水である

とか、栄養分を補給しながら、ある一定の果実を収穫するという、そしてそれの循環をなる

べく早くして、農業の生産性を上げるというようなやり方をしている業者もありますね、南

伊豆分校の近くに。 

  ですから、そういう観点で、私は実は高専化はどうだろうというふうに考えたわけですよ。

結局それをそうしますと、目的とする事業に符合するわけでありますから、そこで調査立法

考査局、これ国立国会図書館にあるんですが、その局の中の文教科学技術調査課に実は資料

提起をお願いしたんですよ。そうしましたら、今質問書に添付してあります、これは徳島県

神山町、これはごみ問題で私前回もずっと質問しております上勝町とあるんですよ。徳島町

から約１時間、両方とも１時間ぐらいですが、ここは地方分権を勉強する行政マンにとって

は、ある一種の聖地になっているんですね。ですから、非常に多くの役場とか市役所の職員

が研修に行っているゾーンなんですよ。そこの高専の実績のことが書いてあるんですね。こ

れは私、町長以下担当の部局には資料としてお渡ししてありますが、そこで地方でのデジタ

ル技術の実装に向けて５Ｇですね。今はやりのブランドですが、情報通信インフラの整備を

加速し、光ファイバー網も2030年までに全国の99.9％の世帯をカバーする計画がございます

ね。こうした情報基盤を生かすものの中に今私が申し上げましたスマート農業があります。 

  これは何かといいますと、ロボット技術やＩＣＴの先端技術の活用による新たな農業であ

って、2025年までに農業のほぼ全ての担い手がデータを生かした営農に取り組めるようにす

ることで、デジタル化に取り組む自治体向け交付金も創設するほか、デジタル化を進めるた

めに専門人材230万人を2022年度から５年間で確保するということであります。 

  話は非常に大きいんですが、昨年９月15日、朝日新聞のこれ町長のところにお渡ししまし

たね。担当部局に行っていますが、香川全県下のこの新聞記事によりますと、まだ実際には

できていないんですが、そういうＮＰＯ集団が結局自治体を巻き込んで高専化を図ろう、そ

してその高校をつくり上げたいということで、今動いて、実際にはもうほぼ完成する状況に
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なっておりますが、全国から非常に注目を浴びている自治体であります、この神山町自身が。 

  さっき言いましたゼロ・ウエイストの上勝町は南側にありますし、非常にさっき言いまし

た聖地であるなと、私もこれを見させてもらって感じました。 

  そして、翻ってここで南伊豆分校を見ると、ロボット化による水耕栽培がなされ、各種の

発表会においても優秀な成績を収めております。そこで、下田高校の分校から高専化という

のは、非常にハードルが高いんですが、研究、検討に値すると思慮されますが、お渡しした

資料を読まれた感想も含めまして、当局の認識を賜りたい。 

  ちなみに申し上げますが、高専化というのは、所管が国なんですね。文科省なんですね。

ただ、今の南伊豆分校を例示しますと、ハードは県であるが、人的な人件費であると、そう

いったものは文科省の所管になるという、そういう意味でハードルは高いと私申し上げたん

ですが、併せてご認識を最初にお伺いしたいと思います。町長でもいいです。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  教育長の答弁にもありましたが、分校魅力化推進協議会で研究発表を視聴させていただき

ました。植物工場のこれからを分校生が地域とともに事業化できないかを考えた発表に分校

の魅力化を進める上で、町としてもできる限りの支援をしていかなければならないと強く感

じたところでございます。 

  また、高専化については、今議員のほうからもお話がありましたとおり、南伊豆分校は県

立高校でありますので、静岡県が高専化を進めるということであれば、町としても全面的に

協力をしていきたいと考えております。 

  また、このような今日の提案は、賀茂地域局長等にお話をさせていただきたいなと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） ありがとうございました。 

  最初から門前払いの答弁かなと思ったんですが、実はこれ一つの手として、これできるか

どうか分かりませんが、所在地の該当の自治体の長と教育長がまず沼津高専に行って、何と

かスマート農業を今やっていますんで、傘下に入れてくれないかというお願いをするのが第
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一歩だと思います。そして、沼津高専側がどのような動きをするか、文科省の出先ですね、

中部地区の。そこへ行くのかということが次のステップだと思いますが、その辺の努力が非

常に大変だなと思いますが、お願いできませんでしょうか。教育長どうですか。 

○議長（谷  正君） 教育長。 

○教育長（佐野 薫君） お答えいたします。 

  大変高いハードルでございまして、神山町のほうは私学なんですよね。神山まるごと高専

というのは。大変すばらしいことも読み取りましたし、それから卒業生の４割が起業できる

ことを目指しているという、全くすばらしい発想なんですけれども、それを私たち町のほう

から働きかけていくというのは、大変難しゅうございます。正直これ県が動いてくれれば、

まだ何とか、最終的には文科省を動かすことになりますので、大変町からの底上げはなかな

か厳しいのではないかと思慮いたします。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 分かりました。 

  そのような認識で結構だと思います。何しろ頭の中のどこかに置いていていただければい

いかなと思います。 

  実は、この問題、教育問題の関係は持ち時間15分ですが、あと３分ほど、先ほどの町長の

昨日の施政方針の中の具体的な施策ページ、７ページですが、その中の関連についてちょっ

と二、三分質問させてもらってよろしいでしょうか。デジタル構想の関係も一部関連があり

ますので、質問させてもらいます。 

  ７ページの中では、引き続き地域活性化企業人制度により派遣されているＩＣＴ教育アド

バイザー、これＭｏｄｉｓのことだと思いますが、そこの専門的なサポートをもってＩＣＴ

のスキルの向上と効果的な事業への活動を通じてその事業を展開している、クリエイトする

ための事業を展開しているという表現なんですね。 

  ちょっと私、別の方に聞きましたら、Ｍｏｄｉｓと教育委員会事務局長とその方ですね。

教育の非常に造詣の高い非常に優秀な人間なんですが、その方とお話ししましたら、Ｍｏｄ

ｉｓは何をやっているんだと、あれでお金を取るなんておかしかないかと、私に逆に食って

きているんですね。食らいついてきたんですよ。そんなことはないでしょう、その前年には

矢祭町でもある程度のシステムはつくっていますし、実際南伊豆町は教育委員会の予算では
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ありませんけれども、地方創生室の勝田君のほうの予算ですが、その中で一千数百万補正で

前回上げましたね。それの金額を充当して派遣されている方々と２年目ですから、ソフトの

充実を図るということらしいんですね。それがページ７ページの上段に書かれている表現だ

と思うんですよ。これは中身を捏造したんでしょうか、そんなことないですよね。理解、分

かる範囲でちょっとお答えいただけますか。 

○議長（谷  正君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（佐藤由紀子君） お答えいたします。 

  議員のおっしゃる方とＭｏｄｉｓの教育アドバイザーとして来ていただいている古家さん

と３人でお話しさせていただきました。その中で、今年度地域活性化企業人として学校でＧ

ＩＧＡスクール構想推進のためにどのような形で進めてきていたか、教育アドバイザーとし

ての実績をお話しさせていただいてきたところです。教育委員会としましては、当初ＩＣＴ

の専門的なエンジニアがいないということで、どのように進めていけばいいかという中で、

教育アドバイザーとしてエンジニアの古家さんに来ていただいたことについては、ＩＣＴを

どのように活用すれば授業に使っていけるか、また教職員の負担軽減にどうつながるかとい

うことについては、積極的に町内の学校に足を運んでいただき、教育委員会としては大分進

んできていたかなと評価しているところです。その中でも教職員の意識の向上というのが大

分大きなものであると思っております。 

  ただ、今後どのように進めていくかというのは、まだ１年目ということもありますので、

また新たな課題も含め来年度以降一つ一つ課題を解決していただこうかと考えているところ

ですので、まだまだレベルということに考えると、いろいろ思われるところはあるかと思い

ますけれども、教育委員会としましても前向きに進めているところですので、ご理解いただ

ければと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） そういう事情なら理解します。 

  結局まで具体的な相対による打合せ会議が緒に就いたばかりなので、まだ順調に進んでい

ないという認識でいいんですか。そういう理解でよろしいですか。 

○議長（谷  正君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（佐藤由紀子君） お答えいたします。 
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  まずは、まだ基本的な部分というところでは、一歩ずつ進んでいるかなと思っております。

ただ、どこを目標にしているかという年度的なものですとか、複数でどういうふうに計画を

進めていくかというところになると、まだまだ評価的には低い部分もあるかと思いますが、

前向きに進んでいるところは実感しているところです。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 分かりました。 

  古家さんという方は、非常に本社へ帰りたがっているような感じらしいんですが、次の新

しい人がお見えになるということなんですが、東中の校長先生がいますね。その方が非常に

精力的にその授業を各町内の学校の専任者を１か所に集めて推進しているということを承っ

ておりますが、私はそのほうが逆に仕事としては早いんじゃないかなと思うんですよね。 

  ですから、大体今オデッセイとか、Ｚ会とか、そういう民間の大きな教育関係のことを専

門にやっている組織体がありますが、そちらのほうが逆にＭｏｄｉｓよりよっぽど進んでい

ますね。ですから、その辺も検討されたらいいのかなと思うんですよ。予算がついたから、

なるべくそれをこなさなきゃならないという意識を払拭して、幅広く視野を外へ向けてやら

れたほうが結果は早いのかなとは思います。地元の東中の校長先生もついていますし、そう

いう組織体も既にありますから、その辺を再検討されたらどうかと思います。 

  この場では答弁は結構です。私言いっぱなしになりますが、そう言いながら次の質問に入

らせていただきます。よろしくお願いします。 

  次が共立湊病院跡地の公有地化と地方財政計画についてであります。 

  これは12月議会でも非常に同僚議員４～５人の方が質問いたしましたが、その背景は意見

書の提出に関わるものであります。それがサウンディングと申しまして調査研究ですね。こ

れ一部事務組合が主体となって、今民間の事業者２社に対するサウンディングを行ったんで

すが、そのサウンディングが結局プロポーザル方式だと私自身も勘違いしていまして、実は

そのサウンディングも含めて病院の経営強化に対するプラン、そういったものについての関

連の質問を第１番目にさせていただきたいと思います。 

  実はこういう資料、町長のところにいっていますよね。担当の課長さんにお渡ししました

が、これは公立湊病院の強化プランの記載事項、これ従来の新公立病院の改革プランとの比

較ということで、これうたわれております。そのメインに当たりますのが１番目の役割機能
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の分化と連携の強化、これ実は、今月13日のメディカルの一部事務組合の議会でも議論の対

象になりました。機能分化と連携強化については、後ほど質問しますが、具体的に病棟の機

能をそれぞれ分化して、より経営効率の高いシステムに変えましょうということは、当局側

から提案されたんですね。 

  そこで、本文に戻りますが、医師不足等により厳しい経営状況に直面する中で、公立病院

が。地域に必要な医療体制を確保するためには、地方公共団体が機能分化、連携強化、医師、

看護師確保等により、公立病院の経営強化に取り組む必要があると言われております。この

ため、限られた医師、看護師等の医療資源をその地域全体で最大限効率的に活用するという

観点を重視して、令和３年度までに総務省において、持続可能な医療提供体制を確保するた

めの公立病院経営強化ガイドラインを策定し、地方公共団体に対して令和５年度中に公立病

院経営強化プランを５年度中にですね、これです。さっき言いました。５年度中に取りまと

めるよう要請されております。 

  地方公共団体が当該プランに基づき、公立病院の経営強化に取り組むことができるよう、

病院の機能分化、そして連携強化に伴う施設、設備の整備費等を対象として病院事業債を拡

充するとともに、公立病院等の医師派遣に係る特別交付税措置についてと、看護師など医療

従事者の派遣や診療所への派遣を措置の対象に追加する、いわゆるここでいいますとみなと

診療所であるとか白浜クリニックですね。派遣元病院に対する措置などを拡充することとし

ていると。 

  そして、地域医療機器の実現や医療包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を踏

まえ、公立病院の経営強化に向けた取組を進めるよう指導されているところであります。 

  こういった背景の中、首長による運営会議の場で管理者または事務局から当該問題に対す

る説明は、岡部町長のほうにあったのかどうか、また構成の市町の長としてこの問題に対し

てどのような見解をお持ちであるのか、最初にお答えをいただけませんか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  公立病院経営強化プランにおいては、一部事務組合下田メディカルセンターの病院経営の

根幹をなすものであることから、当該組合において確認すべき案件であり、令和４年３月29

日に総務省が公表した持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立経営強化ガイドラ

インに基づき、令和５年度までに策定されるものと解します。 
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  また、下田メディカルセンターは、指定管理者が運営する病院でありますので、組合と指

定管理者、静岡メディカルアライアンスとの協議、検討を経て公立病院経営強化プランがま

とめられ、令和６年２月の組合議会定例会に向けた運営会議において、首長間の確認、協議

がなされるものと認識しております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 今のお答えですと、具体的な、担当課長は理解しているのかなと思い

ますが、例えば１つのこれ回復期機能に対する病棟の編成、これ分権化の一つの手法をここ

で策定して、ＪＭＡですね。メディカル側でまとめた資料がここにあります。これは、町長

のところにも資料として行っていると思いますが、添付しましたので、その中においては、

現実に今、１階、２階、３階のＡ、Ｂにおいては病棟がございます。高度の急性期の機能、

そして回復期の機能と慢性期の機能、機能的には４つ大きく分類されておりますが、その中

で、特に急性期の機能の２階の病棟の52床、それから３階のＡ、Ａということは東側ですね。

東側の感染症、そのうち感染症病床は４床ありますが、全体で105床ですね。西側は実はリ

ハビリテーションとしてずっと使ってきたわけですね。それをさっき言いましたケアシステ

ムにそれを編入することによって、実は数百万円の利益が出てくるよということをシミュレ

ーションされたんですね。 

  ですから、それはそれらにしましょうということで機能分化したということ、そういう細

かいことは町長のところには報告とかそういうのはなかったでしょうか。 

○議長（谷  正君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（山田日好君） お答えいたします。 

  機能回復病棟の関係につきましては、去る組合の定例議会に向けての運営会議上、下田メ

ディカルセンターの職員のほうから首長間に説明があって、それは承認されたということと

なっております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 説明があったということですね。あったんですね。 

  それを受けまして、実際は、これは大きな経営プランの策定の一つであるということは、
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町長自身は認識していますよね。していましたか。していたということですね。 

  ですから、こういったことと、これは機能分化の一つなんですね。大きな柱の中の、要す

るにプランの記載事項の大きな柱のうちの一つなんですね。あと、医師と看護師の確保と働

き方改革、これは前に私、松木市長と県庁の福祉部の部長さんのところに、県費で医師を補

充されていますので、より質の高い先生の確保と、今、非常に人気のある医師をそこで存続

してくれというような陳情に、一昨年伺いました。 

  その一連の動きの中の改革プランの一つであろうかと私は理解しておりますが、それとあ

と、デジタル化への対応ということも実は大きな柱の３つ目なんですね。 

  そこで、最後の経営の効率化の問題に入りますが、経営指標に係る数値目標の中で、これ

は平均在院日数、平在数と言っていますが、それが包括ケアのほうでは60日と決めたんです

ね。あと、内科と外科と整形外科の平均在院日数をすると、令和３年と令和４年で37日、36

日と出ているんですよ。ですから、60日と設定した数値そのものは、非常に妥当な数字だな

と私は理解しております。 

  これは、どうしてそういうことを言っているかというと、地域の医療構想、メディカルが

第二次救急であるということ、併せて地域の一次救急の患者さんまで吸収してそこで処置を

しているという２つの機能を持った地域の医療構想を持っているわけですね、メディカルそ

のものが。ですから、そういうことも踏まえて、機能分化を最初に手掛けたと思っておりま

す。 

  これに対して、町長、認識はどうですかということをお伺いしたいんですが、これはさっ

きの答弁で足りると思いますか。もしくは担当課長でもいいんですよ、あなたが一番よく知

っているから。 

○議長（谷  正君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（山田日好君） お答えいたします。 

  病院経営の根幹をなすことは、やはり共同処理している一部事務組合がすべき話であって、

私たちがここでお話しするようなことではないのかなというふうに思っています。 

  報告を受けた地域包括ケア病棟の60日というのは、それは制度上、60日以上はできないと

いうような報告を受けておりますので、もうそれは妥当とかそういうことではなくて、もう

制度上、それ以上は入院できないということです。その中で、60日以上になった場合はどう

するんだというような質問を運営会議でなされました。それに対しても、適切に処理してい

くという答えがありましたので、それをもって首長間では合意されたというような状況です。 
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  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 日々の医療実務に対しては、一部事務組合側では一定の範疇外の要素

というのは非常に高いと思うんですが、高度医療機器等については一部事務組合でお金を出

して、今回もＭＲ、非常に高額なものを買い求めることに決まっていますが、お金を出して

いる部分があるわけですよ。ですから、当然、構成する市町の要望というのは入れてもらわ

ないと実は困ると思うんですね。 

  実は、病院経営の効率化を高めるために、医薬分離というのは10年前に発表されましたが、

今回やっと外事薬局を外に設ける。同じ建物の中ですが、入り口は別にしてということで、

これも一つの施策の中に入ると思うんですね。 

  ですから、いろんな面でやはり注目をしながら、南伊豆町は、南伊豆町と下田が一番多い

んですが、要望していくことも僕は必要かなと思うんですね。ですから、法律で、さっき山

田課長が言ったように、決まっていることは決まっている、それはそれでいいと思いますが、

言うべきことは言わないと私はまずいのかなと思うんですよ。町長どうでしょうね、その辺。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  今、課長のほうから答弁があったとおり、一部事務組合の運営会議、それから一部事務組

合自体でいろいろと進めているというところもございますけれども、当然ですけれども、新

年、副町長をはじめ、下田メディカルの院長のほうにご挨拶に行ったときもそうですが、や

はり整形外科の不足というところは課題になっておりますので、そこのところもしっかり、

町としても、一部事務組合としてではなくて、町としても要望もさせていただきました。 

  また、それ以外のことも、南伊豆町として、町として要望すべきことは当然しております

ので、その辺のところはまだ事足りないかもしれませんが、また議会のほうからもそのよう

な要望案件があるようでしたら、私どものほうで、一部事務組合もしくはメディカルセンタ

ーのほうに要望を上げさせていただきたいと思いますので、お伝えをしていただければ幸い

でございます。ぜひお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 
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〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） ありがとうございました。 

  次の問題に行きます。 

  サウンディングの調査結果と運営会議での議論のところに移りますが、令和５年10月28日、

別添資料の２、別添資料、こういったものをお渡ししてあります。この中で、サウンディン

グ調査が応募民間事業者２社を対象に行われたことは承知のとおりでありますが、通告で示

したとおり、プロポーザルではなく跡地の有効活用と民間意見の提案を受けた売却等による

活用の可能性を検討することを目的とした調査であって、別添資料の２のページ１から４に

記述のとおりであります。 

  10月28日の結果、首長間の運営協議会の場に、管理者または事務局より説明はあったので

しょうか。一連の流れは、その後、南伊豆町議会提出の意見書提出へとつながっていくので

あります。報告があったならば、その内容はいかがであったのか、知り得る範囲で結構です

が、お答えください。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  今般のサウンディング調査の実施については、昨年11月及び12月に開催された運営会議の

中で管理者から提案を受けたもので、その後の経過報告や結果についても同様に報告を受け

ております。また、12月の運営会議で首長間の承認が取れたことから、12月24日付をもって

病院組合ホームページにも調査結果の公表がなされました。 

  詳細は、10月にサウンディングが行われ、そして10月中にその結果を私どもに事業者から

聴取を受け、そして11月の運営会議で報告するというところだったんですけれども、その時

点では事業者からの聴取ができていなかったということです。そして、その後、事業者から

の聴取らしい聴取は、その後なかったというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） ありがとうございました。 

  では、ここにその結果とかサウンディングの仕方とかいろいろ資料ありますよね。そこで

特出すべきは、サウンディングの項目の中に、具体的な活用案としての購入要件、そして購



－102－ 

入金額、それから公募条件への希望、その他売却実施に向けて必要と思われる事項、実はこ

ういった非常に重要な項目が含まれておりました。それが多分、管理者側の意に沿わない、

非常に低い乖離した数字だったのではないのかなと思うんですね。そのうち１社については、

全くそういった次の動きまでリンクしなかったということが背景にあったと思います。 

  これは、直結して民間への貸付けであるとか、民間への売却につながるものではないと、

それは１月13日の管理者の答弁の中にも、それはございました。そこで、あとは南伊豆町で

求めるしかないかなという認識、私自身はそういう認識なんですが、それは次の質問でさせ

てもらいます。 

  小規模自治体の過疎対策予算、過疎対策という言葉を出すと、過疎債を使ってそれを買う

のかなと思われるやもしれませんが、公有地化との対応、意見書がありますが、公有地化と

の対応という観点からお話をさせていただきます。 

  町長の予算編成基本方針の中で述べられたように、国家予算でも、国の予算も地方交付税

は配分額ベースで微増であります。総務省の新年度予算の主要施策に見られますが、地方自

治体の財源不足を補う地方交付税は、自治体への配分額ベースで前年度当初を3,000億上回

る18兆3,600億円とし、一部輸出産業の回復や国内の巣ごもり需要の高まりなどから企業業

績が好調で、国税の一定割合を原資とする地方交付税についても増額の道筋がついたからだ

と言われております。 

  一方で、財政健全化に向けた取組も進められて、財政不足を穴埋めするため、自治体が発

行する赤字地方債の臨時財政対策債は、昨年同様、圧縮傾向にあり、さらに臨財債の残高や

地方交付税特別会計の借入金残高も縮減傾向にあります。これは国の話ですが。 

  もう一つ忘れてはならないことがあります。令和４年１月下旬時点の過疎地域に指定され

る市町村数が、全国の半分を超える、1,718の半分を超えることが話題になりました。過疎

新法が施行された2021年４月の時点では820市町村だったが、2020年の国勢調査の結果を受

けて、65市町村を追加指定することにより885市町村となり、51.5％となった。指定自治体

数が増えるのだから、過疎債の発行が膨らむのも当然な話であります。 

  本町における直近の過疎債援用として、石廊崎オーシャンパーク観光施設整備事業が思い

浮かびますが、総務省所管の、これは新法でありますが、過疎事業は５つありますが、１つ

１つ名前だけ申し上げます。集落ネットワーク圏形成支援事業、それから持続的発展事業、

人材育成事業、集落再編整備事業、遊休施設再整備事業がありますが、共立湊病院跡地問題

を課題として取り上げるならば、これらの支援整備事業や総務省所管のデジタル田園都市国
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家構想特例交付金の調査検討などを視野に入れながら、対応を図ることなどが望まれている

のではないでしょうか。当局の基本認識を問いたいと思います。これに対する認識ですね。

お願いします。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  共立湊病院跡地については、以前に地方創生推進交付金と過疎対策事業債を財源とする生

涯活躍のまちづくり拠点施設整備に取り組む計画がございましたが、令和元年４月に招集し

た政策会議の検討結果を受け、同年６月の定例会において当該土地の取得を断念し、生涯活

躍のまち拠点施設整備事業を中止する決定をお伝えいたしました。 

  ご指摘のとおり、同病院跡地の取得とそれに伴う事業計画を策定し、その財源にデジタル

田園都市国家構想推進交付金並びに過疎対策事業債を充てることは可能ではありますが、令

和元年の事業中止決定以降において、私の考えに変わりはないことから、現時点で本町によ

る当該土地の取得と利活用に関する検討などはしておりません。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） ありがとうございました。 

  これは、一番最後の質問とも関連するんですが、今現在、そういう意思はないということ

と捉えていいんですね、今現在ですね。分かりました。 

  過疎債を援用するときには、まず事業を立ち上げないといけませんね。前町政のときには、

ＣＣＲＣ事業と温泉大学構想、それを絡めた大きな事業を取得費とそれぞれの事業を発展さ

せるために数億円、金額はちょっと忘れましたが、そういう併存した事業を立ち上げないと

過疎債というのは使えませんね。買うだけだとお金は下りませんから。そのためには何かの

事業をしなければいけない。ですから、今、岡部町政においては、その事業を模索している

んじゃないかと、これは私の推測ですよ、模索しているんじゃないかなといい意味で捉えて

いますけれども、実際そういう段階でしょうか。今、単純に考えていないと言い切らないで、

今、模索していますよという、そういう理解でいいですかね。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 
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○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  広い範囲で考えて、模索していると言えば模索しているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 分かりました。 

  それなら次の質問につながります。ありがとうございました。 

  それで、最終的には、現時点で、本町は跡地の取得を前提とした事業活動、あるいは購入

条件、金額等の検討はしていますかという質問なんですが、広い意味では模索をしていると

いうことでありました。 

  町長のところに、この資料行っていますよね。行っていると思うんですが、その中で、こ

れは３通りの取得のパターンですが、その次の次のページに、緑色の、この資料行っていま

すか。課長、これは町長にお渡ししてくれましたか。この中で、平成９年に厚生省から買い

取したときの事業債、一組としての事業債が７億2,465万円、約７億2,000万円でそれを買取

しているんですね。平成24年に、今の南高跡地にメディカルを設置したときには、病院の跡

地と、それから院長の宿舎については、繰上償還が求められて、繰上償還額が２億9,000万

円をお支払い、債権残高を償還したということです。 

  令和４年３月31日現在の未償還額が8,376万円、そして、そのうちの問題は、病院跡地の

この中のＡ、Ｂ、Ｃなんですね。Ａはなぎさ園とみなとクリニック、そしてＢ、Ｃについて

は、旧海軍病院の病棟跡と、それから看護師とか医師の宿舎が山側の根元にあります。この

Ｂ、Ｃが今回、公有地化の問題の対象になった土地なんですね。その広さは、Ａは１万

9,000平米、Ｂ、Ｃについては２万2,000平米なんですね。ですから、これをどうするか。そ

して、この既存の建物が建っております病棟を取壊ししなければいけません。それで、一組

のほうの予算は４億5,000万円なんですね。組合としてお金が準備できるのは２億円、あと

２億5,000万円については、１市５町の皆さん、どういう割合でお金を出してくれますかと

いうことを議論はまだしていないんです。これは３月22日の臨時議会で、これをやりましょ

うということになっていますよね。それが済みますと、実は土地の問題に移行するわけです

よ。 

  土地そのものは、これも資料をお渡ししてありますが、通常の資本取引、償却資産ではあ

りませんので、取得価格がずっと簿価として残っているわけですね。ですから、７億数千万
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というのは、買取りの簿価として、土地評価としては帳面上は残っているわけです。 

  そして、あと、時点修正というのがございまして、直近が一番古いのは、令和４年10月１

日現在で、時点修正したものが、Ｂ、Ｃについては３億9,600万円、この金額とさっき言い

ました残りの２億5,000万円を各自治体でどうするのか。そして、３億9,600万円については

南伊豆町が買うとなると、そのお金を払わなければいけないということ、数値上の話ですけ

れども、そういうことが実は次に控えているわけですよ。 

  ですから、意見書を出して、こういう誓いにして南伊豆町は求めましょう。変えよう変え

ようというだけなら誰でもできるんですよ。具体的なことを提案して、実はこういうことを

したらどうだろう、そのためにはこういう数値の基になるものがございますけれども、当局、

どうですかというのが普通の順当なやり方だと思うんですね。これに対して、町長、どうで

しょうね。面倒くさいや、そんなんいいよというだけでなくて、ちょっとおっしゃってくだ

さい。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  令和４年12月議会の一般質問でも答弁させていただきましたが、当該地のリスクが極めて

高い津波浸水区域であることの重要性に鑑み、土地取得及びこれらに関連する再開発に多額

の財政負担が想定されることなどからも熟考し、跡地利用などは検討しておりません。病院

跡地の現状は今も何ら変わりはありませんが、令和５年、６年、２か年での解体工事が完了

するまでに、土地所在の自治体として利活用が可能な大手企業などの誘致なども努めてまい

りたいと考えております。 

  今、議員がおっしゃられた残りの解体費については、一応運営会議では、負担割合という

のは決まって、そしてこれから臨時会に上程をさせていただくようになるのかなというふう

に考えております。 

  それから、土地代金に関しましても、かなり高額の４億円近い土地評価額なのかと思いま

すけれども、これも首長間でも様々な意見がございますので、首長間とのいろいろ協議をし

た中で、南伊豆町として、うちも買える金額の限度というのがあろうかと思いますので、そ

の辺のところを各首長さんたちと協議を重ねていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 
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〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 負担割合は決まっているというようなお答えでした。３月13日のメデ

ィカル議会においては、それは管理者は明言しなかったんですね。多分、類推しながら皆さ

ん、構成議員、市町の議員さんは、今までごみ問題の４、６ですね。そしてあと、斎場組合

の大型補修修繕も４、６ですね。ですから、多分そういうイメージで皆さんいたと思うんで

すが、決まりましたと言いましたね。それは、何対何、幾つですか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  これは、決まったということは運営会議で決まったんですけれども、その内容については

議会での報告となりますので、この場での発表は控えさせていただきます。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 分かりました。 

  非常に問題としては大きいと思うんですね。それぞれの構成市町の思惑もありますし、そ

れから一番の問題は、南伊豆町の財布の中身の問題ですね。要するに、東伊豆がそれを買う

わけにもいきませんし、一番効率がいいのは、南伊豆町がそれを求めるということですね。 

  公有地化というのは、町長ご存じのとおり、貸付けか買取りか、どちらかしかないんです

ね。民間に貸し付けるのも公有地化なんですね。所有権はあくまでも一部事務組合に存在し

ますので、ですから、そういうことも含めて、ぜひ財政当局とも話合いをしながら、何とか

いい方向に持っていくようなことを善処お願いしたいと思います。 

  改めてお考えを伺います。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  運営会議でも、やはり南伊豆町議会から出されました意見書というのを大変重視しておら

れる首長さんがおられます。その中で、町としても皆様の意見書を尊重するに当たっては、

どのようにしていくかというところ、最終的に購入できるのかできないのか、それから一部

事務組合で所有し続けるのかというのは大きな課題かと思いますので、その辺のところは民

間に売却ということでなく、官地として残していきたいなというふうに考えております。 
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  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 最後の質問にしたいんですが、実は13日のメディカルの議会で、管理

者側からちょっと提案があったんですね。これは南伊豆町側で取得に関わる特別委員会、名

称は何でもいいんですけれども、南伊豆町側で特別委員会をつくったらどうでしょうという

提案があったんですね。ですから、私と長田議員の２人で、はい、いいですよとはその場で

は言えませんでしたので、持ち帰って、当局にもそれを相談して、当局と議会側を含めた広

範な特別委員会を機能的につくったらどうかと思いますが、その提案については、どうでし

ょうか。 

○議長（谷  正君） 町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） お答えいたします。 

  運営会議でも、管理者のほうからそのようなお話は、どうでしょうというお話はいただき

ました。当然ですけれども、そこで私がつくります、つくりませんという判断もできません

ので、ただ、まだ時期尚早かなというふうにはお答えさせていただきました。土地の所有権

と売却等の方向が決まった時点で、南伊豆町で議会の皆さんと一緒に委員会をつくって、跡

地利用に関して検討することは重要かと思いますけれども、今の時点でまだ南伊豆町が取得

するのか一組で持つのかというところは確定していないので、今の時点では時期尚早かなと。 

  そしてまた、もし立ち上げるとしたら、南伊豆町議会も７月に議会選挙がございますので、

選挙の後のほうがいいのかなというふうな話はさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 漆田議員。 

〔９番 漆田 修君登壇〕 

○９番（漆田 修君） 以上をもちまして、私の質問は終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（谷  正君） 漆田修君の質問を終わります。 

  ここで11時20分まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時０９分 
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再開 午前１１時２０分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎報第２号の上程、説明、質疑 

○議長（谷  正君） これより議案審議に入ります。 

  報第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 報第２号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、事故に関する和解及び損害賠償額の決定について、町長の専決処分に関する条

例第１条第１項により専決処分したので、地方自治法第180条第２項の規定に基づき、議会

に報告するものであります。 

  事故及び和解の内容については、令和４年12月14日、午前８時15分頃、湯の花観光交流館

にて、地場産品販売所を訪れた相手方の自家用車に敷地内にある樹木の大型の枝が強風によ

り落下し、車両を破損させる事故が発生いたしました。幸い相手方にけがはなく、責任割合

を町100％、相手方ゼロ％とし、町は相手方に対し、損害賠償額14万3,979円を支払うことで

示談いたしました。 

  なお、損害賠償額については、全額が総合賠償補償保険により補塡されるものであります。 

  以上、ご報告いたします。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これにて報告を終わります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第３号 南伊豆町議会議員及び南伊豆町長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第３号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和４年４月の公職選挙法施行令の一部改正において、物価の変動等に鑑み、

選挙運動費用に関する公費負担額が引き上げられたことから、町議会議員及び町長の選挙に

おける選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラの作成の公費負担額について、本条例の

一部を改正するものであります。 

  具体的には、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約、いわゆるハイヤー契約の場合、

１日２万3,360円を２万3,800円に、選挙運動用自動車の借入契約である場合、１日１万

5,800円を１万6,100円に、選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合、１日

7,560円を7,700円に、選挙運動用ビラ作成の公費負担額の引上げでは、１枚当たり７円51銭

を７円73銭に改めるものであります。 

  なお、本条例は、公布の日から施行し、施行の日以降、その期日を告示される選挙から適

用するものであります。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第３号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第３号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第４号 南伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第４号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、会計年度任用職員の報酬額等の見直しを行うため条例の一部を改正するもので、

主な改正内容として、新たに地籍調査職を設けるものであります。 

  詳細については、総務課長より説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 



－111－ 

  総務課長。 

〔総務課長 渡邊雅之君登壇〕 

○総務課長（渡邊雅之君） それでは、議第４号の内容説明を申し上げさせていただきます。 

  本議案は、会計年度任用職員の報酬について、新たに地籍調査職を設けるとともに、外国

語指導助手の職務級を変更したいものでございます。 

  地籍調査職につきましては、土地の所有者、地番、地目等を調査し、境界の位置、面積を

測量する業務等に携わることから、豊富な専門的知識の必要性と人材確保を図るため、新た

に設定するものでございます。 

  報酬額におきましては、近隣自治体との均衡を考慮いたしまして、25万円を超えない範囲

内で、町長が別に定める額としたいものでございます。 

  外国語指導助手につきましては、業務の専門性や実施形態を踏まえた中で、現在の１級か

ら２級に格付けのみ変更したいものでございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第４号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第４号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第５号 南伊豆町手数料条例の一部を改正する条例制定についてを

議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第５号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、町民の利便性の向上とマイナンバーカードの普及促進につなげるため、住民票

の写しや印鑑証明書の交付に係る手数料について、マイナンバーカードを利用したコンビニ

交付サービスにおける料金を新たに設定するものであります。 

  詳細については、町民課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  町民課長。 

〔町民課長 齋藤重広君登壇〕 

○町民課長（齋藤重広君） それでは、議第５号の内容説明を申し上げます。 

  現在、国では、令和４年度末までに、マイナンバーカードを全国民に行き渡らせることを

目指し、普及促進に取り組んでおります。今後、さらなる普及を図るためには、その利便性

やメリットを実感していただくことが極めて重要であるとのことから、コンビニ交付サービ

スによる各種証明書手数料の減額促進に係る通達を受けております。 

  このことから、マイナンバーカードのさらなる普及促進を図るため、コンビニ交付サービ

スに係る住民票、印鑑証明書の交付手数料を新たに追加するものであります。 

  お手元の資料ナンバー３、新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 

  新旧対照表については、アンダーライン部分が改正箇所となっておりまして、別表におい
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て、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスによる住民票、印鑑証明書の交付

手数料200円を新たに追加するものであります。 

  なお、料金改正は令和５年４月１日からの施行となります。 

  内容説明は以上でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第５号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第５号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第６号～議第８号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第６号 南伊豆町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例制

定について、議第７号 南伊豆町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例制定につい
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て及び議第８号 南伊豆町立認定こども園条例の一部を改正する条例制定についてを一括議

題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第６号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和４年６月22日に公布されたこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律の施行により、本条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の改正

を行うものであります。 

  改正内容は、子ども・子育て支援法の条項ずれに対応するため、本条例での引用条項を整

理するものであります。 

  続いて、議第７号の提案理由を申し上げます。 

  本議案も前議案と同様に、子ども・子育て支援法の条項ずれに対応するため、本条例での

引用条項を整理するものであります。 

  議第８号の提案理由を申し上げます。 

  本議案も前議案と同様に、子ども・子育て支援法の条項ずれに対応するため、本条例での

引用条項を整理するものであります。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある方は、議案番号を明示し、質疑をお願いいたします。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、議第６号議案の原案に反対者の発言を許可します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第７号議案の原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第８号議案の原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） ほかに討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第６号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第６号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第７号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第７号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第８号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第８号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第９号 南伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第９号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和４年６月22日に公布されたこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律の施行及び令和４年12月16日に公布された特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣

府令に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の改正を行うものであり

ます。 

  改正内容では、子ども・子育て支援法の条項ずれに対応するため、本条例での引用条項を

整理するほか、第26条の懲戒権に関する規定の削除及び必要な字句の修正を行うものであり

ます。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 
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  採決します。 

  議第９号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第９号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第10号 南伊豆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第10号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び民法等

の一部を改正する法律に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の改正

を行うものであります。 

  改正内容では、安全計画の策定等の義務化規定及びバスの送迎の安全管理に関する規定を

追加するとともに、インクルーシブ保育を可能とするための設備、人員基準の緩和に加え、

感染症、食中毒の予防及び蔓延防止に必要な措置の明確化を図る改正のほか、懲戒権に関す

る規定の削除を行うものであります。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 
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  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第10号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第10号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第11号 南伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第11号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に伴い、本

条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の改正を行うものであります。 

  改正内容では、安全計画の策定等の義務化規定及びバスの送迎の安全管理並びに業務継続

計画の策定等の努力義務化に関する規定を追加するほか、感染症、食中毒の予防及び蔓延防

止に必要な措置の明確化を図るため改正を行うものであります。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第11号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第11号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第12号 南伊豆町立地域子育て支援センター条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第12号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、国で定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施

要綱に基づき実施される伴走型相談支援について、身近な相談機関である地域子育て支援セ

ンターで妊娠から出産・子育てまで切れ目ない相談に応じるため、本条例に定める使用対象
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者の拡大を図るもので、具体的には、第５条に規定する使用対象者に妊婦を追加するもので

あります。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第12号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第12号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第13号 南伊豆町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第13号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、本条例に規定する出

産育児一時金の支給額を令和５年４月１日より、40万8,000円から48万8,000円に改正するも

のであります。 

  なお、出産育児一時金の支給総額では、南伊豆町国民健康保険給付規則に規定する産科医

療保障制度保険料掛金分１万2,000円が加算されるため、50万円となります。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第13号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第13号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第14号 南伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第14号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、一般廃棄物処理の財源確保及び円滑な事業の遂行を図るため、廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部を改正するものであります。 

  詳細については、生活環境課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

 内容説明を求めます。 

  生活環境課長。 

〔生活環境課長 髙野克巳君登壇〕 

○生活環境課長（髙野克巳君） 議第14号の内容説明を申し上げます。 

  本議案は、一般廃棄物の処理における安全と財源確保を目的に、南伊豆町廃棄物の処理及

び清掃に関する条例を改正するものであります。 

  資料ナンバー12の新旧対照表をご覧ください。 

  廃棄物処理の安全確保といたしまして、第５条の２、第１項及び第２項において、排出禁

止物を有害性、危険性の面から規定しております。 

  次に、財源の確保として、第10条一般廃棄物処理業等許可申請手数料、別表第１において、

収集手数料、指定袋に賦課される手数料として、１枚当たり20リットル6.5円を15.15円に、

30リットル10.5円を20.95円に、45リットル17.5円を31.45円に、70リットル33円を52.35円

に改正するものであります。 

  なお、この料金改正については、現行の指定袋販売委託における内容の見直しを実施する

ものでありまして、町民の皆様への指定袋購入金額については現行のままでございます。 

  以上で内容説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第14号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第14号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第15号 南伊豆町漁業集落環境整備事業及び漁港環境整備事業の費

用の分担に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第15号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和５年４月１日から漁業集落排水事業の公営企業化に伴い、本条例の一部を

改正する必要が生じたことから、所要の改正を行うものであります。 

  詳細については、生活環境課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し
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上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  生活環境課長。 

〔生活環境課長 髙野克巳君登壇〕 

○生活環境課長（髙野克巳君） 議第15号の内容説明を申し上げます。 

  本議案は、令和５年４月１日からの漁業集落排水事業の公営企業会計化に伴う条例改正で

あります。 

  これまで子浦、中木、妻良の３地区においては、使用料の徴収及び維持管理に係る協定書

に基づき施設管理をお願いしてまいりましたが、今般の公営企業会計化に伴い、町による一

括管理となることから、当該３地区への施設維持管理委託料、受益者に求めていた施設修繕

費用50％の負担も廃止するものであります。 

  資料ナンバー13の新旧対照表をご覧ください。 

  主な改正点として、条例名については、現状の国・県からの補助金名称に合わせるため、

「南伊豆町漁業集落環境整備事業、漁港環境整備事業及び漁村整備事業の費用の分担に関す

る条例」に改め、第１条において漁村整備事業費を追加いたしました。 

  第２条第３項では、現行補助金の漁村整備事業の事業内容を、１号から６号まで規定して

おります。 

  第３条第３号では、冒頭でもご説明いたしました、漁業集落環境整備維持事業の受益者負

担50％を廃止し、漁村整備事業において、国・県補助金を除いた残額の30％を受益者負担と

しております。 

  以上で、内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔発言する人なし〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 
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  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第15号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第15号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第16号 南伊豆町漁業集落排水施設条例の一部を改正する条例制定

についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第16号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、議第15号で改正された南伊豆町漁業集落環境整備事業、漁港環境整備事業及び

漁村整備事業の費用の分担に関する条例第３条第３号の受益者負担割合を、本条例改正案第

11条のとおり、改築工事分担金の分担割合としたいものであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔発言する人なし〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第16号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第16号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

  ここで、昼食のため１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第17号 静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約制定に

ついてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 
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○町長（岡部克仁君） 議第17号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和５年10月１日から静岡地方税滞納整理機構の事務所が移転することから、

規約の一部を変更する必要が生じたため、地方自治法第291条の11の規定に基づき、静岡県

及び構成市町の議会の議決を求めるものであります。 

  具体的には、第６条に規定する広域連合事務所の位置を、静岡市から藤枝市に改めるもの

であります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第17号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第17号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（谷  正君） 議第18号 南伊豆郷土館設置及び管理条例を廃止する条例制定につい

てを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第18号の提案理由を申し上げます。 

  南伊豆郷土館においては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律において、当

該省庁の定める耐用年数は既に超過しております。 

  また、同郷土館内の展示物等については、より多くの来館者が見込める道の駅湯の花内の

資料館に移転することといたしました。 

  このため、郷土館としての役割も終了したことから、今後は役場庁舎の一部として利活用

したいもので、本条例の廃止をいたします。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  清水議員。 

○８番（清水清一君） 郷土館廃止という形になるわけですけれども、その建物の名前は今の

ところ何て、分庁舎というのか、何て考えておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（谷  正君） 総務課長。 

○総務課長（渡邊雅之君） 今後、庁舎の一部として活用したいものですから、庁舎の別館と

いうような表現にしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 
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  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第18号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第18号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第19号 南伊豆町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の全

部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第19号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和５年４月１日からの公共下水道事業及び漁業集落排水事業の公営企業化に

伴い、本条例を全部改正するもので、水道事業を合わせた企業職員の給与の種類及び基準に

ついて、南伊豆町一般職の職員の給与に関する条例を準用するものであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第19号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第19号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第20号 南伊豆町個人情報の保護に関する法律施行条例制定につい

てを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第20号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和３年５月19日に公布された、デジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月から全国

的な共通ルールの下で運用が示されたことから、現行の南伊豆町個人情報保護条例を廃止し、

新たに同法施行に必要となる事項を定めた条例を制定するものであります。 

  詳細については、総務課長より説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 
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○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（渡邊雅之君） 議第20号の内容説明を申し上げます。 

  本議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和５年４月１日から、個人情報

の保護に関する法律が地方公共団体に直接適用され、個人情報の取扱いについてはこの法に

基づいて行うこととなったため、法の施行に関し、法から委任され、または許容されている

事項を規定する条例を制定するものでございます。 

  条例の概要は２点でございまして、１点目は、開示の請求に関する手数料について、本町

においては無料といたしますが、公文書の開示の実施のため、特別な費用を要する場合と、

公文書の写しの作成に係る費用は開示請求者が負担することとしてございます。 

  ２点目でございますが、こちらは南伊豆町個人情報保護審査会について、本条例の改正や

廃止、個人情報を安全に取り扱うための基準の策定、運用上の細則を定める場合で専門的な

意見を聴く必要があるときは、当該南伊豆町個人情報保護審査会に諮問することができると

してございます。 

  なお、個人情報のルールが１つに統合されることに伴い、現行の南伊豆町個人情報保護条

例は廃止することといたします。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第20号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第20号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第21号 工事請負変更契約の締結について（令和３年度地震・津波

対策等減災交付金デジタル同報系防災行政無線整備工事）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第21号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和３年６月定例会で議決を受けた、令和３年度地震・津波対策等減災交付金

デジタル同報系防災行政無線整備工事において、戸別受信機台数の精査、子局の追加、アン

テナの数量変更など事業量が確定したことから、契約額の変更をご承認いただくものであり

ます。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 
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  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第21号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第21号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第22号 南伊豆町指定金融機関の指定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第22号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規定により、指定金

融機関を指定するものであります。 

  本町においては、令和３年10月１日から１年９か月の契約期間をもって三島信用金庫を指

定してまいりましたが、令和５年６月30日をもって契約期間が満了いたします。このため、

次期指定金融機関を選定するに当たり、本町収納代理金融機関に意向調査及び審査を実施し

た結果、現状要件を継続することで受諾意向を提示した三島信用金庫を選定することといた

しました。 

  よって、令和５年７月１日から１年契約で南伊豆町指定金融機関として三島信用金庫を指

定いたしたく、議会の承認を求めるものであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第22号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第22号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第23号 令和４年度南伊豆町一般会計補正予算（第８号）を議題と

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第23号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、歳入歳出予算の総額から7,452万3,000円を減額し、予算の総額を56億4,446万
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7,000円としたいものであります。 

  歳出の主なものは、衛生費の保健衛生費349万4,000円、農林水産業費の林業費388万2,000

円、土木費の道路橋梁費1,198万4,000円などを減額するものであります。 

  また、これら歳出に対応する財源として、基金繰入金を２億2,468万6,000円減額するほか、

町税2,907万8,000円、地方交付税１億4,081万9,000円、寄附金3,057万7,000円を増額するも

のであります。 

  詳細については、総務課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

 内容説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（渡邊雅之君） それでは、議第23号の内容説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

  第１条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額から7,452万3,000円を減額し、予算の総額を

56億4,446万7,000円としたいものでございます。 

  それでは、まず初めに、歳出に係ります主な補正項目から説明をさせていただきます。 

  予算書の36、37ページをご覧いただきたいと思います。 

  ２款総務費の１項12目地域づくり推進費の地域おこし協力隊推進事業では、753万円を減

額いたしました。これは、専門的知識を有し、都市部の企業で働く外部人材を活用すること

で、行政内部の人材のみでは解決が困難な課題の改善や、より効果的な進め方が見込める事

業の洗い出し効果が期待できる地域活性化起業人派遣制度を活用し、年度当初から３人の派

遣をお願いする予定でありましたが、事業進捗の遅れなどにより、うち２人については11月

からの派遣となったため、係る負担金が減額となることが主な要因でございます。 

  次に、46、47ページをご覧いただきたいと思います。 

  ４款衛生費の１項２目予防費の感染症予防事務のうち、定期予防接種（小児個別）委託料

を345万4,000円減額いたしました。これは、ＨＰＶワクチン、いわゆる子宮頸がんワクチン

接種に係る委託料を減額調整するものでございまして、このワクチン接種については、国の

方針により、平成25年から令和３年の期間において積極的な接種勧奨が控えられていたこと

から、この期間に接種機会を逃した方が全国的に発生しております。 

  こうした方の接種機会を確保するため、定期接種の対象年齢である小学校６年生から高校
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１年生相当を超えて、改めて公費での接種機会を提供することとした国の方針を受け、町で

も未接種者のうち約４割の接種を想定し、６月定例会でも追加の補正予算をご承認いただき、

接種勧奨に努めてまいりましたが、接種者が大幅に見込みを下回りそうな状況であるため、

今回減額をさせていただくものでございます。 

  次に、50ページ、51ページをご覧いただきたいと思います。 

  ５款農林水産業費の２項１目林業振興費の森林整備事業のうち、森林整備事業計画策定委

託料を416万3,000円減額いたしました。これは、青野地内の南上財産区所有の山林において、

常用樹から広葉樹への樹種転換を進めるに当たって必要となる森林整備事業計画策定業務を

入札にかけたところ、設計額の半分程度で落札されたため、その不用額を減額するものでご

ざいます。 

  次に、56、57ページをご覧いただきたいと思います。 

  ７款土木費の２項２目道路新設改良費では、1,198万4,000円を減額いたしました。この主

な要因は、町道伊浜線のコンクリート吹きつけのり面でクラック及び空隙が認められたこと

から、その空隙にコンクリートを注入して補修する工事を施工いたしましたが、想定した注

入量に至らなかったため、工事費を559万7,000円減額するものでございます。 

  減額とさせていただいた項目のうち、主なものについての説明は以上となりますが、本補

正予算におきましては増額要求も幾つかございますので、そちらにつきましても説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  戻っていただきまして、32ページから35ページをご覧いただきたいと思います。 

  ２款総務費の１項１目一般管理費の一般管理事務のうち、光熱水費を129万6,000円増額い

たしました。これは、石炭や液化天然ガスなどの輸入価格高騰の影響で、燃料費調整額が値

上げされていることを受け、電気料金が値上がりし続けていることから、再度追加をさせて

いただきたいものでございまして、以降においても同様に、光熱水費の追加やそれに伴う施

設管理運営委託料の増額がございますので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。 

  また、同款同項12目の地域づくり推進費のふるさと寄附金事業には、1,569万6,000円を増

額いたしました。これは、12月末現在のふるさと寄附額が昨年度の同時期に比べて1.17倍と

好調なため、記念品代を700万円、返礼品梱包料を800万円増額するものでございます。 

  なお、歳入につきましても3,000万円増額し、今年度のふるさと寄附金額については２億

3,000万円を見込んでございます。 

  続きまして、44ページ、45ページをご覧いただきたいと思います。 
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  ３款民生費の２項３目子育て支援費の子育て支援事業のうち、出産祝い金を75万円増額さ

せていただきました。これは、当初予算編成時の出生見込数に比べ、第２子、第３子が共に

２人多かったことによるもので、令和４年度の出生数は、最終的には36人となる見込みでご

ざいます。 

  次に、52、53ページをご覧いただきたいと思います。 

  ５款農林水産業費の３項６目海岸保全施設整備事業に208万円を増額いたしました。これ

は、津波、高潮から集落を守るため、下流の海岸保全区域内に陸閘、胸壁を整備する事業を

施工したところ、入札差金により国庫補助金に不用額を生じたことから、返還について県に

相談をいたしましたが、当事業は令和４年度と５年度の２カ年事業であるため、返還はせず

に、それを財源として事業を前倒しして執行してほしいとの回答があったため、予算残額に

208万円を追加し、陸閘の下部工（門扉を取り付けるレール部分の整備）を行いたいもので

ございます。 

  なお、本整備につきましては、これからの施工となるため、年度内の完成は見込めないこ

とから、10ページに繰越明許費として設定をさせていただいております。 

  最後に、68、69ページをご覧いただきたいと思います。 

  11款公債費の１項１目元金に396万9,000円を増額いたしました。これは、さきの12月定例

会に上程した議第108号 財産の無償譲渡について、承認がされたことに伴い、該当する公

有林整備事業債の一部を繰上償還するものでございます。 

  続きまして、歳入について主な項目について説明をさせていただきます。 

  お戻りをいただいて、20ページ、21ページをお願いいたします。 

  １款町税を2,907万8,000円増額いたしました。これは、個人町民税の現年課税分が株取引

等の譲渡所得の増により1,500万円、固定資産税の現年課税分が800万円、たばこ税が500万

円、入湯税がコロナ禍による緊急事態宣言等の発令がなく、通年並みの集客が見込まれたこ

とにより200万円増える見込みとなったことが要因でございます。 

  次に、22、23ページをご覧いただきたいと思います。 

  12款１項１目地方交付税のうち、普通交付税を１億4,081万9,000円増額いたしました。こ

れは、令和４年度の普通交付税交付額が７月に確定したのを受けて増額するもので、これを

受け、20款２項１目基金繰入金のうち財政調整基金繰入金を１億7,772万1,000円減額いたし

ました。 

  最後に、28、29ページをご覧ください。 
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  20款繰入金の２項１目基金繰入金のうち、ふるさと応援基金繰入金を2,576万5,000円、公

共施設整備基金繰入金を1,680万円減額いたしました。これは、充当事業の進捗により不用

額が見込まれること及び12月に普通交付税の追加交付があったことに伴い、基金の取り崩し

額が必要最小限となるよう調整するものでございます。 

  以上で、内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第23号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第23号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第24号 令和４年度南伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）を議題とします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第24号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、医療費実績を勘案した保険給付費及び特定健康診査の実績を勘案した保健事業

費の歳出調整並びに県支出金及び国民健康保険税の収納実績を勘案した歳入調整などが主な

もので、歳入歳出予算の総額から3,107万6,000円を減額し、予算の総額を12億6,241万7,000

円としたいものであります。 

  歳出の主なものは、１款総務費43万4,000円、２款保険給付費2,943万2,000円、６款保険

事業費121万円を減額し、歳入では、６款県支出金2,938万4,000円、９款繰越金401万6,000

円、10款諸収入181万5,000円を減額し、１款国民健康保険税265万3,000円、８款繰入金を

148万6,000円増額するものであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第24号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第24号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第25号 令和４年度南伊豆町介護保険特別会計補正予算（第４号）

を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第25号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、介護給付実績を勘案した保険給付費等の歳出調整及び介護給付費支払準備基金

積立金の編成のほか、国県支出金等の歳入調整を行うもので、歳入歳出予算の総額に5,304

万2,000円を増額し、予算の総額を13億5,513万9,000円としたいものであります。 

  歳出の主なものは、１款総務費を87万7,000円、２款保険給付費を1,738万5,000円、４款

地域支援事業費310万7,000円を減額し、５款基金積立金を4,504万7,000円、７款諸支出金

2,936万4,000円を増額するほか、歳入では、５款支払基金交付金4,502万4,000円、６款県支

出金2,043万5,000円、９款繰入金344万1,000円のほか、諸収入を15万2,000円減額し、１款

保険料433万1,000円、４款国庫支出金324万9,000円、10款繰越金を１億1,451万4,000円増額

するものであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 
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  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第25号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第25号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第26号 令和４年度南伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第26号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、保険基盤安定繰入金の確定に伴う歳入歳出の調整及び後期高齢者医療保険料並

びに後期高齢者医療広域連合納付金の調整が主なもので、歳入歳出予算の総額から11万

8,000円を減額し、予算の総額を１億4,423万9,000円としたいものであります。 

  歳出の主なものは、１款総務費１万3,000円、２款後期高齢者医療広域連合納付金10万

5,000円を減額するほか、歳入では、４款繰入金30万8,000円を減額し、１款後期高齢者医療

保険料18万5,000円、６款諸収入を5,000円増額するものであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第26号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第26号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第27号 令和４年度東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊

豆町指導主事共同設置事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第27号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、事業確定に伴う構成市町の負担金精算に係る調整を行うもので、歳入歳出予算

の総額に127万8,000円を増額し、予算の総額を3,307万5,000円としたいものであります。 

  歳出では、共同設置町負担金返還金を127万8,000円増額し、これら財源として前年度繰越
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金を同額増額するものであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第27号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第27号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第28号 令和４年度南伊豆町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 
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○町長（岡部克仁君） 議第28号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、事業費の確定等による調整が主な内容であり、歳入歳出予算の総額に132万

2,000円を増額し、予算の総額を２億7,920万6,000円としたいものであります。 

  歳出の主なものは、２款業務費２項１目管渠費の管渠内面調査、清掃委託料417万円を減

額するほか、２目処理場ポンプ場費、クリーンセンター等維持管理業務委託料を、電気料の

高騰に伴い、542万7,000円増額するものであります。これら財源として、５款繰入金を132

万2,000円増額いたします。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第28号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第28号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第29号 令和４年度南伊豆町中木漁業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第29号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、事業費の確定と歳入の組替えが主な内容であり、歳入歳出予算の総額から

7,000円を減額し、予算の総額を3,317万4,000円としたいものであります。 

  歳出では、１款総務費を7,000円減額するほか、歳入で、１款分担金及び負担金を15万

4,000円、８款町債380万円を減額し、３款繰入金354万1,000円、７款県支出金を40万6,000

円増額するものであります。 

  また、中木漁業集落排水施設改築工事の施工に際し、建築資材の納品に不測の期間を要し

たことから、年度内での完了が見込めないため、第２表にお示しのとおり、繰越明許費を計

上させていただきました。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 
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  採決します。 

  議第29号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第29号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第30号 令和４年度南伊豆町妻良漁業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第30号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、事業費の確定と歳入の組替えが主な内容であり、歳入歳出予算の総額から１万

2,000円を減額し、予算の総額を2,438万円としたいものであります。 

  歳出では、１款総務費を１万2,000円減額し、歳入では、１款分担金及び負担金９万7,000

円、８款町債210万円を減額し、３款繰入金199万1,000円、７款県支出金19万4,000円を増額

するものであります。 

  また、町債の減額に伴う地方債補正は、第２表のとおりであります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 
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  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第30号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第30号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第31号 令和４年度南伊豆町水道事業会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第31号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、補正予算書第２条に係る収益的収入及び支出について、水道事業収益の総額を

３億4,318万1,000円、水道事業費用の総額を３億6,035万8,000円とするほか、第３条に係る

資本的収入及び支出では、資本的収入の総額を１億396万7,000円、資本的支出の総額を２億

1,358万9,000円としたいものであります。 

  水道事業収益の主なものは、上水道料金を340万円増額し、一般会計補助金269万9,000円

を減額いたしました。水道事業費用では、電気料の高騰に伴い、動力費486万8,000円を増額

し、総係費委託料として予定していた簡易水道修繕計画の策定時期を令和５年度以降とした

ことから、2,220万円を減額いたしました。 

  資本的収入及び支出については、事業完了に伴う減額調整であります。 
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  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第31号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第31号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第３２号～議第４３号の一括上程、委員会付託 

○議長（谷  正君） 議第32号 令和５年度南伊豆町一般会計予算、議第33号 令和５年度

南伊豆町国民健康保険特別会計予算、議第34号 令和５年度南伊豆町介護保険特別会計予算、

議第35号 令和５年度南伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、議第36号 令和５年度南伊豆

町南上財産区特別会計予算、議第37号 令和５年度南伊豆町南崎財産区特別会計予算、議第

38号 令和５年度南伊豆町三坂財産区特別会計予算、議第39号 令和５年度南伊豆町土地取

得特別会計予算、議第40号 令和５年度東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町



－149－ 

指導主事共同設置事業特別会計予算、議第41号 令和５年度南伊豆町公共下水道事業会計予

算、議第42号 令和５年度南伊豆町漁業集落排水事業会計予算及び議第43号 令和５年度南

伊豆町水道事業会計予算を一括議題とします。 

  議第32号議案から議第43号議案までの12議案につきましては、本会議での提案理由の説明、

内容説明及び質疑を省略し、予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、議第32号議案から議第43号議案までの12議案は、予算決算常任委員会に付託する

ことに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会宣告 

○議長（谷  正君） 本日の議事が終了したので、会議を閉じます。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午後 １時４３分 

 



－151－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

         議     長    谷        正 

 

 

         署 名 議 員    黒  田  利 貴 男 

 

 

         署 名 議 員    宮  田  和  彦 

 



 

 

 

令和５年３月定例町議会 

 

（第３日 ３月 14 日） 



－153－ 

令和５年３月南伊豆町議会定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（谷  正君） 定刻になりました。 

  ただいまの出席議員は定足数に達しております。 

  これより令和５年３月南伊豆町議会定例会本会議第３日目の会議を開きます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程説明 

○議長（谷  正君） 本日の議事日程は、印刷配付したとおりです。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（谷  正君） 日程第１、会議録署名議員を指名します。 

  南伊豆町議会会議規則の定めるところにより、議長が指名します。 

    １番議員  黒 田 利貴男 君 

    ２番議員  宮 田 和 彦 君 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第３２号の上程、委員会報告、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） これより議案審議に入ります。 

  議第32号 令和５年度南伊豆町一般会計予算を議題とします。 

  委員会報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

〔予算決算常任委員長 比野下文男君登壇〕 

○予算決算常任委員長（比野下文男君） 改めて、おはようございます。 
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  予算決算常任委員会委員長の比野下です。 

  本委員会に付託された議第32号 令和５年度南伊豆町一般会計予算について、会議規則第

77条の規定により報告いたします。 

  開催年月日及び会場、会議時間、委員会の出席状況、事務局、説明のため出席した町当局

の職員は記載のとおりです。 

  なお、これにつきましては、他の付託件目についても同様に記載のとおりですので、以降

省略させていただきます。 

  また、審議中にあった質疑または意見要望事項についても、委員会において全員賛成で可

決することに決定した付託件目では省略させていただきます。 

  議事件目、付託件目、議第32号 令和５年度南伊豆町一般会計予算について、委員会決定、

原案のとおり可決することに決定。 

  審議中にあった質疑または意見要望事項は記載のとおりです。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 委員会報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

  横嶋議員。 

○１１番（横嶋隆二君） 令和５年度南伊豆町一般会計予算に当たって、賛成の討論を行いま

す。 

  令和５年度予算は、コロナ禍が過ぎることを見越した予算ではありますが、これまで新型

コロナ禍は丸３年にわたって続いてきて、昨年の暮れから第８波が流行する状態がありまし

た。こうした中で、岡部町政は、町内の住民の生活、そして零細個人事業者を守るために、

100％プレミアム商品券を五度にわたって実施をして、住民の生活、営業を守ってきました。

これは、賀茂郡下、県下でも他市町にないことであります。 

  こうしたことを含めて、同時にこれまで南伊豆町が築き上げてきた制度を削減することな

く、維持、継続をしてきました。これまで、石廊崎開発を含めて、多額の起債の返還が始ま
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っていくこの令和５年度に当たっても、こうした制度の維持を含めて、さらに高校生の電車

通学の補助が新たに加えられました。これまで高校生のバス通学費補助に関しては、子育て

世代を大きく励ましてきました。 

  高齢者が多い地域に当たっては、高齢者食事サービスをはじめ、在宅介護サービスの充実、

また保育の現場では保育士の加配も含めて、国の制度を先取りする取組も行われてきて、こ

れが維持されております。 

  地方創生の問題に当たっては、一言もありますが、様々な課題や施策の変遷がありながら

も、現場の取組で社会人口増など、様々な指標で県下中でも大健闘していることは評価する

ものであります。 

  本質的な地方創生の課題に当たっては、国の指針とするものを乗り越えた取組が必要だと

思いますし、そうした洞察を含めて、今後の取組に期待をしたいと思います。 

  教育に当たっては、教員の加配も含めて、この南伊豆町に合った教育の形を進めてきてい

ると同時に、教育そのものは、成果の評価に当たっては時間がかかるものと言われておりま

すが、私がこの間見てきている中で、現教育長が、現場現役時代に励まし合ってきた子供た

ちが、それぞれが励まし合って地元に戻る声かけをしている、こうした例が見受けられてお

ります。非常にうれしい限りであって、互いに尊重して、そして力を合わせていく、こうし

た教育の成果に将来展望を強く持つものであります。 

  新年度予算は、これまでの起債償還も含めて限りがありますが、住民の生活を守って、さ

らに町長の公約である子育て支援、これを一歩一歩前進させていく、こうした内容が見られ

ることを評価するとともに、新型コロナ禍を経て、その先コロナ禍以前の状態をさらに一層、

一歩一歩前進するために力を尽くして、現場とともに進んでいかれることを期待したいと思

います。 

  同時に、委員会の中でも指摘しましたが、現場によっては残業の量等々の課題も見受けら

れると思います。人員配置の問題も含めて、こうした課題にも積極的に取り組むことを期待

して、私も非力ながらコロナ禍を見据えた町の発展のために力を尽くすことを表明して、賛

成の討論といたします。 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔発言する人なし〕 
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○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第32号議案について、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第32号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第３３号～議第３５号の一括上程、委員会報告、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第33号 令和５年度南伊豆町国民健康保険特別会計予算、議第34号 

 令和５年度南伊豆町介護保険特別会計予算及び議第35号 令和５年度南伊豆町後期高齢者医

療特別会計予算を一括議題とします。 

  委員会報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

〔予算決算常任委員長 比野下文男君登壇〕 

○予算決算常任委員長（比野下文男君） 本委員会に付託された議第33号から議第35号までの

令和５年度南伊豆町各特別会計予算について、会議規則第77条の規定により報告します。 

  議事件目、付託件目、議第33号から朗読します。 

  議第33号 令和５年度南伊豆町国民健康保険特別会計予算について、委員会決定、原案の

とおり可決することに決定。 

  議第34号 令和５年度南伊豆町介護保険特別会計予算について、委員会決定、原案のとお

り可決することに決定。 

  議第35号 令和５年度南伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について、委員会決定、原案

のとおり可決することに決定。 

  審議中にあった質疑または意見要望事項。 

  議第33号 令和５年度南伊豆町国民健康保険特別会計予算について、問い、答えというこ

とで朗読します。 

  問 乳幼児の均等割撤廃の話があるが、町の認識を教えてほしい。 

  答 乳幼児の均等割の半額を減免することについて、国保運協で承認をいただいているの
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で、今年度から例規を改正し対応している。 

  問 １人当たりの負担額を市町村ごとに比較した場合、どのくらいか。 

  答 資料がないため具体的な数字は出せないが、県内下位となっている。 

  議第34号 令和５年度南伊豆町介護保険特別会計予算について、問い、答えということで

朗読します。 

  問 介護従事者の課題と充足率は。 

  答 町内事業者のアンケート調査の結果は、現在は何とか足りているが、従事者の高齢化

などにより、５年先を見据えた場合に人材不足の不安はあるとのことであった。今後、それ

に対応した対策が必要と考える。 

  問 基盤財政を厚くするよう国に要望を。 

  答 町長会で提言していく。 

  議第35号 令和５年度南伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について、質疑、意見、要望

事項はありませんでした。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 委員会報告を終わります。 

  委員会報告に対する質疑を行います。 

  質疑のある方は、議案番号を明示し、質疑をしてください。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、議第33号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

  横嶋議員。 

○１１番（横嶋隆二君） 令和５年度南伊豆町国民健康保険特別会計予算に当たって、反対の

討論を行います。 

  現場職員の取組に関しては、高く評価をするものであります。反対の理由は、制度の改変

を求めるものであって、国民皆保険制度の根幹である国民健康保険、これに対する国の財政

拠出の割合を、抜本的に引き上げて負担を軽減させるべきだというこの１点に尽きるもので

あります。 

  この点を指摘して、反対の意思とさせていただきます。 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第34号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

  横嶋議員。 

○１１番（横嶋隆二君） 令和５年度南伊豆町介護保険特別会計予算に当たって、反対の討論

を行います。 

  この討論の趣旨も、現場職員の取組については高く評価しながら、介護保険制度そのもの

の中身を変えるべきだということ、特に政府の介護保険財政に対する拠出割合を、居宅介護、

施設介護、双方とも財政基盤に対する国の割合を抜本的に増やすよう強く求めて、反対の意

思とさせていただきます。 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第35号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

  横嶋議員。 

○１１番（横嶋隆二君） 議第35号 令和５年度南伊豆町後期高齢者医療特別会計予算に当た

て、反対の討論を行います。 

  これは、制度の改廃を求めるものであります。 

  人間は、長寿は誰しもの願いでありますが、後期高齢者として選別すること、それとこの

間、年金は減らされて、しかも医療費が上がるという人々の高齢者の願いとも相反すること

が行われております。こうした制度そのものをなくして、高齢者が報われる医療制度をつく

るべきと主張して、反対の意思を表明いたします。 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第33号議案は、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 賛成多数です。 

  よって、議第33号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第34号議案は委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 賛成多数です。 

  よって、議第34号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第35号議案は、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 賛成多数です。 

  よって、議第35号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第３６号～議第３９議号の一括上程、委員会報告、質疑、討論、採

決 

 

○議長（谷  正君） 議第36号 令和５年度南伊豆町南上財産区特別会計予算、議第37号 

令和５年度南伊豆町南崎財産区特別会計予算、議第38号 令和５年度南伊豆町三坂財産区特
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別会計予算及び議第39号 令和５年度南伊豆町土地取得特別会計予算を一括議題とします。 

  委員会報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

〔予算決算常任委員長 比野下文男君登壇〕 

○予算決算常任委員長（比野下文男君） 本委員会に付託されました議第36号から議第39号ま

での令和５年度南伊豆町各特別会計予算について、会議規則第77条の規定により報告します。 

  議事件目、付託件目、議第36号からから朗読します。 

  議第36号 令和５年度南伊豆町南上財産区特別会計予算について、委員会決定、原案のと

おり可決することに決定。 

  議第37号 令和５年度南伊豆町南崎財産区特別会計予算について、委員会決定、原案のと

おり可決することに決定。 

  議第38号 令和５年度南伊豆町三坂財産区特別会計予算について、委員会決定、原案のと

おり可決することに決定。 

  議第39号 令和５年度南伊豆町土地取得特別会計予算について、委員会決定、原案のとお

り可決することに決定。 

  審議中にあった質疑または意見要望事項は記載のとおりです。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 委員会報告を終わります。 

  委員会報告に対する質疑を行います。 

  質疑のある方は、議案番号を明示し、質疑をお願いします。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、議第36号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第37号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第38号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第39号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第36号議案は委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第36号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第37号議案は、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第37号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第38号議案は、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第38号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第39号議案は委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第39号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第４０号の上程、委員会報告、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第40号 令和５年度東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊

豆町指導主事共同設置事業特別会計予算を議題とします。 

  委員会報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

〔予算決算常任委員長 比野下文男君登壇〕 

○予算決算常任委員長（比野下文男君） 本委員会に付託された議第40号 令和５年度東伊豆

町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町指導主事共同設置事業特別会計予算について、

会議規則第77条の規定により報告します。 

  議事件目、付託件目、議第40号 令和５年度東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西

伊豆町指導主事共同設置事業特別会計予算について、委員会決定、原案のとおり可決するこ

とに決定。 

  審議中にあった質疑または意見要望事項は記載のとおりです。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 委員会報告を終わります。 

  委員会報告に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第40号議案について、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第40号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第４１号及び議第４２号の一括上程、委員会報告、質疑、討論、採

決 

○議長（谷  正君） 議第41号 令和５年度南伊豆町公共下水道事業会計予算及び議第42号

 令和５年度南伊豆町漁業集落排水事業会計予算を一括議題とします。 

  委員会報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

〔予算決算常任委員長 比野下文男君登壇〕 

○予算決算常任委員長（比野下文男君） 本委員会に付託されました議第41号及び議第42号ま

での令和５年度南伊豆町各事業会計予算について、会議規則第77条の規定により報告します。 

  議事件目、付託件目、議第41号から朗読します。 

  議第41号 令和５年度南伊豆町公共下水道事業会計予算について、委員会決定、原案のと

おり可決することに決定。 

  議第42号 令和５年度南伊豆町漁業集落排水事業会計予算について、委員会決定、原案の

とおり可決することに決定。 

  審議中にあった質疑または意見要望事項は記載のとおりです。 

  以上です。 

○議長（谷  正君） 委員会報告を終わります。 

  委員会報告に対する質疑を行います。 

  質疑のある方は、議案番号を明示し、質疑をお願いいたします。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、議第41号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、議第42号議案の委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第41号議案は、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第41号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

  採決します。 

  議第42号議案は、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第42号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第４３号の上程、委員会報告、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第43号 令和５年度南伊豆町水道事業会計予算を議題とします。 

  委員会報告を求めます。 

  予算決算常任委員会委員長。 

〔予算決算常任委員長 比野下文男君登壇〕 

○予算決算常任委員長（比野下文男君） 本委員会に付託された議第43号 令和５年度南伊豆

町水道事業会計予算について、会議規則第77条の規定により報告します。 

  議事件目、付託件目、議第43号 令和５年度南伊豆町水道事業会計予算について、委員会

決定、原案のとおり可決することに決定。 

  審議中にあった質疑または意見要望事項は記載のとおりです。 

  以上です。 
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○議長（谷  正君） 委員会報告を終わります。 

  委員会報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、委員会報告に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、委員会報告に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第43号議案は、委員会報告のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第43号議案は委員会報告のとおり可決することに決定しました。 

  ここで10時10分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時０２分 

 

再開 午前１０時１０分 

 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎予算決算常任委員会正副委員長及び議会運営委員会委員長の辞任につ

いて 

○議長（谷  正君） 先ほど、比野下文男議員から予算決算常任委員会委員長及び議会運営

委員会委員長の辞表がそれぞれの副委員長に提出されました。各委員会は委員会を開催し、

結果の報告をお願いいたします。 
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  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１０分 

 

再開 午前１０時１３分 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎予算決算常任委員会正副委員長及び議会運営委員会委員長の選任につ

いて 

○議長（谷  正君） 休憩を閉じ会議を再開します。 

  予算決算常任委員会は比野下文男委員長の辞任を許可し、南伊豆町議会委員会条例第８条

第２項の規定により、委員長に長田美喜彦議員、副委員長に横嶋隆二議員を選任しました。 

  議会運営委員会は、比野下文男委員長の辞任を許可し、南伊豆町議会委員会条例第８条第

２項の規定により、委員長に長田美喜彦議員を選任しました。 

  以上、報告いたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第４４号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 引き続き、議案審議に入ります。 

  議第44号 南伊豆町農業委員会委員の選任について同意を求めることについてを議題とし

ます。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（谷  正君） 朗読を終わります。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 
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○町長（岡部克仁君） 議第44号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は南伊豆町農業委員会委員の辞任に伴い、新たに委員を選任するものであります。 

  農業委員の選任においては、農業委員会等に関する法律第９条第１項の規定に基づき、委

員を決定することになります。このため、南伊豆町農業委員会委員の候補者として応募のあ

った者のうち、南伊豆町伊浜632番地齋藤守正氏を農業委員として選任いたしたく、農業委

員会等に関する法律第８条第１項の規定によりご提案申し上げます。 

  なお、履歴については別紙をご覧ください。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議は

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第44号議案は原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第44号議案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第45号 南伊豆町個人情報保護審査会条例制定についてを議題とし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第45号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、令和３年５月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律をもって、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月から全国

的な共通ルールの下での運用が示されたことから、開示請求等の審査請求に係る諮問機関と

して、南伊豆町個人情報保護審査会の設置を定める条例を制定するものであります。 

  詳細については総務課長より説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  総務課長。 

〔総務課長 渡邊雅之君登壇〕 

○総務課長（渡邊雅之君） それでは、議第45号の内容説明を申し上げます。 

  本議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和５年４月１日から個人情報の

保護に関する法律が地方公共団体に直接適用され、個人情報の取扱いについてはこの法律に

基づいて行うことになったため、南伊豆町個人情報の保護に関する法律施行条例を制定させ

ていただいたところでございますが、本条例の施行に伴いまして、南伊豆町個人情報保護条

例が廃止されることから、調査審議に係る諮問機関の設置について新たに条例を制定するも

のでございます。 

  条例の概要としては、次の３点でございまして、１点目は審査会の所掌事務について、個

人情報の開示決定、訂正決定、利用停止決定等の審査請求に係る事項と南伊豆町個人情報の

保護に関する法律施行条例の改廃、安全管理措置基準の設定、個人情報の取扱いに関する細

則の設定に係る事項としてございます。 

  ２点目は、審査会の組織について、廃止前の南伊豆町個人情報保護条例に倣い、委員は５

人以内、任期は２年、取り扱う情報の重要性に鑑みて、委員の就任時、退職後いずれにも守
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秘義務を課し、漏らした者には１年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するよう設定を

してございます。 

  ３点目は、審査会の調査権限について、個人情報の取扱い等について諮問を受けた場合の

審査会への口頭説明や資料の提出等を諮問した実施機関に求めることを規定してございます。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議は

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第45号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第45号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第４６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第46号 令和４年度南伊豆町一般会計補正予算（第９号）を議題と

します。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第46号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、歳入歳出予算の総額に１億円を追加し、予算の総額を57億4,446万7,000円とし

たいものであります。 

  歳出では、総務費の総務管理費に１億円を追加し、これらの財源として地方交付税１億

4,696万3,000円、国庫補助金60万8,000円を追加するほか、基金繰入金1,047万1,000円、町

債3,710万円を減額するものであります。 

  詳細については総務課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  総務課長。 

〔総務課長 渡邊雅之君登壇〕 

○総務課長（渡邊雅之君） それでは、議第46号の内容説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

  第１条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額に１億円を追加し、予算の総額を57億4,446

万7,000円としたいものでございます。 

  今回の補正予算の編成理由でございますが、主に３つありまして、１つ目は新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業が今３月末で終了することを受け、充

当額と他の財源額の変更を行うこと、２つ目は、普通交付税の追加交付などにより、ある程

度の決算余剰金が見込まれることから、今年度も臨時財政対策債の発行を見送る措置を取る

こと、そして３つ目は、さらなる新規の基金積立てを行える事態となった場合に備え、予算

額を確保するためでございます。 

  したがって、従来は歳出に係ります補正項目から先に説明をさせていただいておりますが、

今回については歳入に係る主な補正項目から説明をさせていただきます。 

  予算書の14ページ、15ページをご覧いただきたいと思います。 

  12款１項１目の地方交付税のうち、普通交付税には１億4,696万3,000円を増額いたしまし

た。これは、国税収入の増額に伴い追加交付が行われたこと等により、予算額に比べ大幅な
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増額交付となったため計上するものでございます。 

  次に、16款２項１目の総務費国庫補助金のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金には、60万8,000円を増額させていただきました。これは、補助事業充当分の追

加交付があったためでございます。 

  次に、20款２項１目の基金繰入金のうち、ふるさと応援基金繰入金では、1,047万1,000円

を減額いたしました。これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業

の終了に伴い、各事業への充当額を精算した結果、加納テニスコート整備工事への充当が当

初の予定より増額できることとなったため、基金繰入金を減額するものでございます。 

  最後に、23款１項10目の臨時財政対策債では、3,710万円を減額いたしました。これは、

さきにご説明した普通交付税の追加交付や町税の増収などにより、ある程度の決算余剰金が

見込まれることから、同債を全額減額し、今年度の発行を見送るとしたものでございます。 

  なお、臨時財政対策債に対する交付税措置は、過疎対策事業債のように元利償還額の一定

割合が措置されるのではなく、臨時財政対策債の発行可能額に対して措置をされるため、今

年度発行を見送ったとしても、後年度にわたり交付税措置が受けられるものでございます。 

  続きまして、歳出に係ります補正項目について説明をさせていただきます。 

  16ページ、17ページをお開きいただきたいと思います。 

  ２款１項15目基金費のうち、財政調整基金に１億円を増額いたしました。これは、５月末

に翌年度繰越額が決定をいたしますが、今後の歳出不用額によっては新規の基金積立てを行

える状況になることも想定されることから、それに備えて予算の枠を確保するものでござい

ます。 

  以上で内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議は

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 
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  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第46号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第46号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第４７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 議第47号 令和５年度南伊豆町一般会計補正予算（第１号）を議題と

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 岡部克仁君登壇〕 

○町長（岡部克仁君） 議第47号の提案理由を申し上げます。 

  本議案は、歳入歳出予算の総額に1,333万7,000円を追加し、予算の総額を51億3,033万

7,000円としたものであります。 

  歳出では、民生費の児童福祉費に79万2,000円、衛生費の保健衛生費に1,076万3,000円、

教育費の小学校費に178万2,000円を追加し、歳入の主なものでは、国庫負担金に470万円、

国庫補助金に604万2,000円、基金繰入金に257万4,000円などを追加するものであります。 

  詳細については総務課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（谷  正君） 提案理由の説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  総務課長。 
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〔総務課長 渡邊雅之君登壇〕 

○総務課長（渡邊雅之君） それでは、議第47号の内容説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

  第１条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額に1,333万7,000円を追加し、予算の総額を51

億3,033万7,000円としたいものでございます。 

  それでは、歳出に係ります補正項目について説明をさせていただきます。 

  予算書の12ページ、13ページをお開きいただきたいと思います。 

  ３款民生費の２項２目児童福祉施設費には、南伊豆認定こども園の浄化槽内の汚泥くみ取

り費用として79万2,000円を増額させていただきました。 

  今回、予算を計上するに至った経緯でございますが、昨年末、契約業者が南伊豆認定こど

も園の浄化槽の定期検査を実施したところ、第３槽内に汚泥がたまっていないことに気づき

ました。後日、浄化槽内の清掃を行い、内壁の亀裂の有無など原因の究明を行いましたが、

目視で確認できる範囲には異常はなく、作業員の手が入らないところで亀裂が生じており、

そこから土中に漏れているのではないかとの結論に達しました。町では修繕を検討いたしま

したが、製品が古く部品の調達が困難なこと、以前にも一度修理をしており、今回修理した

としてもいつまでもつか不明であること、修理をする場合には浄化槽の外周を掘削する必要

があり、場合によっては新品に入れ替えるのと同額程度の経費がかかることなどが危惧され

ることから、修繕を諦め、新たに浄化槽を整備することといたしました。 

  よって、新たな浄化槽が整備されるまでの間、汚泥をくみ取り、これ以上の浸透を防ぐた

め、係る費用を計上するものでございます。 

  なお、新たな浄化槽の整備でございますが、現在の浄化槽を撤去した後に再度設置するか、

既存の浄化槽は撤去せず新たな場所に設置するかなどについて、係る費用や今後の管理等を

考慮して現在検討中でございます。決定次第、補正予算に計上し、ご審議をいただきたいと

考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

  次に、４款衛生費の１項２目予防費には、1,076万3,000円を計上いたしました。これは、

２月22日に厚生労働省の専門部会が開催され、新型コロナウイルスワクチンについて、４月

以降は重症化リスクの高い65歳以上の高齢者や基礎疾患を持つ人らを対象に年２回の接種を

認め、５月から８月に優先して接種し、その他の全世代については、９月から12月に年１回

接種する方針が了承され、いずれの接種も公費で無料となる予防接種法上の臨時接種が適用

されることを受け、ワクチン接種の実施に必要となる予約システムの更新委託料や医師等へ
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の謝礼など、係る費用を計上するものでございます。 

  なお、今回の議論を踏まえた法令改正に係る諮問手続を経て、次回の厚生科学審議会予防

接種・ワクチン分科会で、最終的な結論を得ることとされていること及び５月８日に新型コ

ロナの感染症法上の位置づけが現在の２類相当から５類に引き下げられることから、接種希

望者が従来の水準どおりとなるかどうか不確定な要素が大きいことから、今回は必要最低限

の予算計上とし、今後の情勢を見極めた上で、適切な時期に予算の追加をしてまいりたいと

考えてございます。 

  最後に、９款教育費の２項１目学校管理費には、178万2,000円を増額させていただきまし

た。これは、南上小学校の敷地内に立つ電柱に設置されている高圧負荷開閉器が、１月に実

施した停電検査時に不良状態となり、現在もその状態が続いていること及び設置から27年が

経過し、耐用年数も大きく超過していることから、今回更新を行いたいものでございます。

この高圧負荷開閉器とは、南上小学校で配線電路や設備機器の故障等による電気事故が発生

した際に電気の供給を遮断する装置でございまして、この状態を放置いたしますと、南上小

学校で電気事故が発生した場合、影響が南上小学校だけにとどまらず、南上地区全体が停電

になる可能性があることから、その復旧に多くの時間がかかることが想定されるため、早期

に改善を図りたいものでございます。 

  続きまして、これら事業に対します財源について説明をさせていただきます。 

  戻っていただきまして、10ページ、11ページをご覧いただきたいと思います。 

  新型コロナウイルスワクチン接種の財源といたしましては、国庫負担金に470万円、国庫

補助金に604万2,000円を見込み、不足額については、令和４年度繰越金が確定していないた

め、財政調整基金繰入金を257万4,000円計上することで財源を調整させていただいておりま

す。 

  以上で内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷  正君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 
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  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  議第47号議案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（谷  正君） 全員賛成です。 

  よって、議第47号議案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（谷  正君） 発議第１号 南伊豆町議会の個人情報の保護に関する条例制定につい

てを議題とします。 

  本案は比野下文男君が提出者で所定の賛成議員もあります。 

  趣旨説明を求めます。 

  日野下文男君。 

〔３番 比野下文男君登壇〕 

○３番（比野下文男君） それでは、説明いたします。 

  発議第１号 南伊豆町議会の個人情報の保護に関する条例制定について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び南伊豆町議会会議規則第14条の規定

により提出します。 

  令和５年３月14日提出。 

  南伊豆町議会議長 谷正様。 

  提出者 南伊豆町議会議員 比野下文男。 

  賛成者 町議会議員 清水清一、以下、稲葉勝男、宮田和彦、黒田利貴男、長田美喜彦、
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横嶋隆二、漆田修、齋藤要。 

  提案理由。 

  個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月から、改正後の個人情報の保護に

関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになったが、新法において、議会は

新保護法が定める規律の適用対象から除外されることになり、新法の施行後も引き続き自律

的な措置を講じるため、新たに南伊豆町議会の個人情報の保護に関する条例を制定するもの

です。 

  よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（谷  正君） 趣旨説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 討論する者もありませんので、討論を終わります。 

  採決します。 

  お諮りします。 

  発議第１号は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎南伊豆地域清掃施設組合議会議員の選挙 

○議長（谷  正君） 日程第19 南伊豆地域清掃施設組合議会議員の選挙を行います。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第118号第２項の規定によって指名選挙にしたいと思

いますが、これにご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  選挙の方法は指名選挙で行うことに決定しました。 

  この件は、先ほど慎重審議され、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、議長が指名することに決定しました。齋藤要君、稲葉勝男君を指名します。 

  お諮りします。 

  議長が指名しました齋藤要君、稲葉勝男君を南伊豆地域清掃施設組合議会議員の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名しました齋藤要君、稲葉勝男君が南伊豆地域清掃施設組合議会議員

に当選されました。ただいま当選されました方々が議場におられますので、南伊豆町議会会

議規則第33条第２項の規定による告知をいたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎各委員会の閉会中の継続調査申出書 

○議長（谷  正君） 日程第20、閉会中の継続調査申出書を議題とします。 

  議会運営委員会委員長及び各常任委員会委員長から、会議規則第75条の規定により、お手

元に配付いたしました（所管事務調査、本会議の会期日程等、議会の運営及び議長の諮問に

関する事項）についてなど、閉会中の継続調査の申出がありました。 
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  お諮りします。 

  各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（谷  正君） 異議ないものと認めます。 

  よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議及び閉会宣言 

○議長（谷  正君） 本日の議事件目が終了しましたので、会議を閉じます。 

  ３月定例会の全部の議事件目が終了しました。 

  よって、令和５年度３月南伊豆町議会定例会は本日をもって閉会とします。 

 

閉会 午前１０時４０分 
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